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Ⅰ 答申に当たって 

 

 宮城県では、県民の視点に立って成果を重視する県政を推進することを目的とし

て、「行政活動の評価に関する条例」を制定、平成１４年４月１日から施行し、行

政評価を実施している。 

 このうち政策評価・施策評価については、宮城県総合計画の第Ⅱ期実施計画（平

成１５年度～平成１７年度）の体系に基づいて、政策－施策－事業の階層性、各々

の目標－手段の関係、目標の達成状況、手段の有効性等について県が評価を行うこ

とになっており、具体的には、施策や事業の必要性、有効性、効率性や県民満足度

調査結果、政策評価指標の達成状況、社会経済情勢等を判断材料として評価を実施

している。 

 また、県が行うこの評価の厳格性や客観性を確保するため、知事の諮問に応じ、

学識者や有識者等で構成される宮城県行政評価委員会に、政策等の評価に関する調

査審議を行う政策評価部会が置かれている。 

 当委員会では、今年の６月１６日に、県の評価原案である「政策評価・施策評価

基本票」について知事から諮問を受けた。その対象は、第Ⅱ期実施計画で定める  

３６政策、２１３施策のうち、政策を構成する施策に政策評価指標が設定され、か

つ、その施策を構成する事業に平成１７年度の実績がある、３０政策とそれを構成

する１０５施策である。 

 政策評価部会では、７月から８月にかけて「福祉」「環境」「教育」「産業」「社会

資本」の５つの分科会に分かれて、各分科会を３回から４回開催し、専門的な立場

や県民の視点から、２１政策、６６施策の評価について調査審議を行った。調査審

議の結果の詳細については後記のとおりである。 

 現在、県においては平成１９年度を初年度とし、優先的・重点的に取り組むべき

施策を明らかにする「（仮称）みやぎの将来ビジョン」の策定が進められている。

今後はその施策体系で評価が行われる予定であり、現在の総合計画での評価は今回

が最後になると思われる。政策評価部会では、毎年度県政運営上特に重要と認めら

れる政策、施策を選んで調査審議を行ってきたが、今回で３０政策全てについて調

査審議を一巡させることができた。 

 条例が施行されてから５年目を迎え、県が自ら行う評価についてはだいぶ定着し

てきたように思えるが、政策・施策の成果を表す政策評価指標の設定や県民満足度

調査結果の分析方法など改善する余地も残っている。政策評価部会の意見等につい

ては、真摯に受け止めた上で、評価に適切に反映させるとともに、県の政策・施策・

事業の見直し、企画立案等に結びつけ、活用することにより、県行政運営の効率性

及び質の更なる向上が図られることを願っている。 

 

平成１８年１０月１３日 

 

宮城県行政評価委員会 

委員長 大 村 虔 一 

宮城県行政評価委員会政策評価部会 

部会長 関 田 康 慶 
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Ⅱ 調査審議の方法  

 
 行政評価委員会政策評価部会は、平成１８年度政策評価・施策評価に関し県か

らの諮問を受け、県自らが作成した「政策評価・施策評価基本票」に基づき、調

査審議を行った。 

 

 １ 調査審議の対象 

 
  諮問を受けた政策評価・施策評価は、「宮城県総合計画第Ⅱ期実施計画（平

成 15～17 年度）」で定められた全３６政策２１３施策のうち、当該政策を構

成する施策に政策評価指標が設定され、かつ、その施策を構成する事業に平成

１７年度実績がある３０政策１０５施策である。 

  そのうち、今後の県政運営上特に重要と認められる２１政策、６６施策につ

いて調査審議を行った。  
 

 ２ 調査審議の方法 

 
  当部会では、福祉、環境、教育、産業、社会資本の５分科会を置き、県の担

当部局職員の説明のもと、各基本票の記載内容について施策評価・政策評価の

順に調査審議を行った。  
  政策評価は、基本票の評価シート（Ａ）に基づいて、政策に対する施策設定

の適切性及び施策の政策に対する有効性を評価したものである。当部会では、

施策評価との整合性等を念頭におき、その記載内容を検証した。 

  施策評価は、基本票の評価シート（Ｂ）に基づいて、施策に対する事業設定

の妥当性、事業の有効性、効率性を評価したものである。当部会では、政策評

価との整合性等を念頭におき、その記載内容を検証した。  
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福祉分科会 

（５政策１６施策） 

〔担当委員〕 

濃沼信夫委員（東北大学大学院医学系研究科教授） 

関田康慶委員（東北大学大学院経済学研究科教授） 

  日時 審議政策（審議施策数） 

第１回 平成 18 年７月 25 日 政策２ 
・どこに住んでいても必要な医療や保健サービスが

受けられる環境づくり（６施策） 

第２回 平成 18 年７月 31 日 

政策６ 

 

政策 24

・県民が安心して安全な生活を送るための環境づく

り（２施策） 

・男女共同参画社会の実現と全ての人が参加できる

社会の形成（２施策） 

第３回 平成 18 年８月２日 

政策４ 

 

政策５ 

 

政策 24

・誰もが暮らしやすいバリアフリー・ユニバーサル

デザイン環境の整備（２施策） 

・生涯を健康に暮らすための健康づくりと病気の予

防への取組（３施策） 

・男女共同参画社会の実現と全ての人が参加できる

社会の形成（１施策） 

第４回 平成 18 年８月 24 日 政策 24
・男女共同参画社会の実現と全ての人が参加できる

社会の形成 

    

環境分科会 

（４政策１１施策）    

〔担当委員〕 

長谷川信夫委員（東北学院大学名誉教授） 

山本玲子委員 （尚絅学院大学総合人間科学部教授）   

  日時 審議政策（審議施策数） 

第１回 平成 18 年７月 12 日 
政策８ 

政策 10

・地球環境の保全（２施策） 

・豊かな自然環境の保全・創造（３施策） 

第２回 平成 18 年７月 19 日 政策９ ・環境負荷の少ない地域づくりの推進（３施策） 

第３回 平成 18 年７月 26 日 政策 11 ・循環型社会の形成（３施策） 

    

教育分科会 

（３政策１０施策） 

〔担当委員〕 

水原克敏委員 （東北大学大学院教育学研究科教授） 

宇田川一夫委員（東北福祉大学総合福祉学部教授） 

  日時 審議政策（審議施策数） 

第１回 平成 18 年７月 13 日 
政策 22

政策 23

・個性・創造性・豊かな心を培う教育の推進 

（１施策） 

・生涯にわたって学び楽しめる環境の充実（１施策）

第２回 平成 18 年７月 14 日 政策 22
・個性・創造性・豊かな心を培う教育の推進 

（５施策） 

第３回 平成 18 年７月 20 日 政策 26
・地域の誇りとなる文化・芸術の保存や振興 

（３施策） 
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産業分科会 

（５政策１６施策） 

〔担当委員〕 

大滝精一委員（東北大学大学院経済学研究科教授） 

小林豊弘委員（（財）みやぎ産業振興機構ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ）

  日時 審議政策（審議施策数） 

第１回 平成 18 年７月 11 日 
政策 15

政策 18

・高度な産業技術の普及推進（１施策） 

・産業基盤の整備による生産力の強化（１施策） 

第２回 平成 18 年８月１日 政策 14 ・新しい時代を担う産業人の育成（４施策） 

第３回 平成 18 年８月３日 政策 16
・産業間の連携と地域資源の活用による産業活力の

創出（４施策） 

第４回 平成 18 年８月８日 政策 20
・産業・雇用のニーズの変化に対応した多様な職業

能力開発の推進（６施策） 

 

 

 

 

   

社会資本分科会 

（４政策１３施策） 

〔担当委員〕 

林一成委員 （（財）計量計画研究所東北事務所部長） 

安藤朝夫委員（東北大学大学院情報科学研究科教授） 

  日時 審議政策（審議施策数） 

第１回 平成 18 年７月７日 政策７ ・県土の保全と災害に強い地域づくり（５施策） 

第２回 平成 18 年７月 20 日 政策 33
・国内外との交流の窓口となる空港や港湾機能の強

化（４施策） 

第３回 平成 18 年７月 24 日 

政策 27

 

政策 34

・多様な主体の協働による地域づくりの推進 

（１施策） 

・国内の交流を進めるための交通基盤の整備 

（３施策） 

            ※太字の委員は分科会コーディネーター  



 5

 

Ⅲ 調査審議の結果  

 
 当部会で審議を行った政策評価・施策評価について、各々に意見を付し、併せ

て数字による判定を行った。  
 判定結果は次のとおりである（７段階で判定。７段階判定は県の自己評価につ

いて数字が大きいほど妥当性が高い。４が中央。）。  
 

 【政策評価に対する判定】 

判 定 

(７段階) 

１  
(最低)

２  
 

３  
 

４ 

(中央)

５  
 

６  
 

７  
(最高 ) 

計 

政策数   ８ ９ ４   ２１ 

 

 【施策評価に対する判定】 

判 定 

(７段階) 

１  
(最低)

２  
 

３  
 

４ 

(中央)

５  
 

６  
 

７  
(最高 ) 

計 

施策数  ２ ２４ ２７ １０ １ ２ ６６ 

 
 各政策評価・施策評価の調査審議結果は、「Ⅳ 行政評価委員会政策評価部会

の意見」のとおりである。  
 
 １ 全体的事項  
 
  今回、調査審議を行った政策評価・施策評価について、各分科会から出され

た主な意見は次のとおりである。  
 
 （１）評価制度全般について  
 

・現在進められている平成１９年度を初年度とする「（仮称）みやぎの将

来ビジョン」の策定に当たっては、可能な限り当部会の意見を反映された

い。  
 
・政策評価指標が変更されると、政策、施策の有効性・効率性等の判定が

困難になるので、新たな政策評価指標は可能な限り遡及的に調査・計上さ

れたい。  
 
・政策評価・施策評価の判定は、「適切」「概ね適切」「課題有」の３区

分であるが、県が自ら「課題有」と評価しにくいと思われる。現在の３区

分を５区分とすることにより、きめ細かい評価が可能になるので検討され

たい。  
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・政策を構成している施策のうち、政策評価指標を設定している施策が少

ない場合は、政策を総合評価するための情報が不足するので、政策評価指

標群の妥当性、施策群の有効性の記述は省略するなど、工夫されたい。  
 
・昨年度に部会が出した評価手法及び事業手法についての意見に対し、適

宜改善のうえ今年度の評価に臨んだ政策・施策が多く見られた。次年度以

降においても当部会の意見を十分に踏まえられたい。  
 
 （２）政策評価指標について  
 

・当部会の意見に基づき新たな政策評価指標を設定するなど、改善された

政策評価指標が見られたが、まだ検討が必要な指標も多く見られる。  
 政策、施策の有効性や効率性等を評価するためには、適切な政策評価指

標の設定が必要なので、専門家を交えた指標の整備を検討されたい。  
 
・政策評価指標が設定されていない施策のうち、県民満足度調査結果で優

先度が高い施策や、重視度と満足度のかい離が大きい施策は、政策評価指

標が設定できるよう検討されたい。  
 
・事業の成果を政策評価指標に反映しきれない部分はあると思うが、成果

があっても基本票に反映されなければ評価できないので、複数の政策評価

指標を設定するなどして、できるだけ成果が反映されるよう工夫された

い。  
 
・政策評価指標のうち、施策の成果を把握するまでに一定程度の期間を要

するものについては、途中のプロセスを評価できる政策評価指標の設定を

検討されたい。  
 

 （３）県民満足度調査結果の活用について  
 

・県民満足度調査結果の分析に関して、例えば、政策・施策に関係する対

象集団の分析や、圏域別分析など、もっと工夫をして政策や施策の方針決

定に反映されたい。 

 
 （４）部局間の連携について  
 

・複数の部局が関連する政策、施策については、特に連携に配慮して効果

的な施策展開を図られたい。  
 
 ２ 個別的事項  
 

  今回、調査審議を行った政策評価・施策評価について、各分科会から出され

た主な意見は次のとおりである。  
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  福祉分科会 
 福祉分科会では、５政策１６施策について審議を行った。 
 政策評価では、「３」と判定した政策が２件、「４」と判定した政策が２件、「５」

と判定した政策が１件だった。 
 施策評価では、「３」と判定した施策が６件、「４」と判定した施策が９件、「５」

と判定した施策が１件だった。 
 
 分科会審議を通しての総括的な意見は次のとおりである。 
 
・ 政策評価指標が適切でなければそれに基づく評価も適切ではなくなるので、政策

評価指標の改善に積極的に取り組んで欲しい。 
・ 過去と同様の意見が出された事例が見られたので、再び同じ意見が出されないよ

うに改善に取り組んで欲しい。 
・ 複数の部局が関連する政策、施策については、特に連携に配慮して効果的な施策

展開を図られたい。また、施策体系についても縦割りの弊害がなくなるよう見直して

欲しい。  
 
 各政策評価、施策評価についての主な意見は次のとおりである。 
 
・ 二次医療圏は５医療圏から１０医療圏になったが、１つの医療圏で医療が完結し

ないものが出てきているので、広域の医療圏を設定することを考えてはどうか。全

ての施策を１０の二次医療圏で完結させるのは現実的ではないのではないか。 
  例えば、施策２の小児周産期医療は広域（複数の二次医療圏）で対応し、施策３

の救急医療は二次医療圏ごとに対応するなど、施策ごとに対応を変えることも必要

ではないか。そして、政策評価では決めたとおりに対応されているかを確認するよ

うにしてはどうか。（政策２「どこに住んでいても必要な医療や保健サービスが受けられる環境づくり」） 
 
・ 政策評価指標「周産期死亡率（出産千当たり）」は県民の求めるものを十分反映

していない。県民満足度からみても県民の不満が大きい。また、周産期死亡率は低

い値で推移していて、感度が悪い。小児医療へのアクセスの状況を示す指標や周産

期医療の連携の状況を示すような指標（例えばオープン化を目指すなら、オープン

化の進捗状況を示す指標）にしてはどうか。（政策２ 施策２「周産期・小児医療体制の充実」） 

 
・ 政策評価指標「医療法に基づく医師数の標準を充足している病院の割合」では、

未充足の病院がどの程度の充足率なのか見えないため、施策が進んでいるのか進ん

でいないのかが分からない。指標は「病院の（医療法に基づく医師数の標準に対す

る）平均充足率」に改めて、充足率を上げる努力が見えるものにしてはどうか。 
 （政策２ 施策６「医療・保健を担う人材の養成・確保」） 
 
・ 救急の指標として「救急車現場到着時間の全国対比値」は有効だが、加えて「救

急車に収容する時間がどのくらいか」、「現場をスタートしてから病院までの搬送

時間がどのくらいか」の３つくらいにしないと、問題が見えない。例えば、救急隊

は迅速に現場に到着しているのに結果的に病院の到着時間が遅い場合に、どこに時

間がかかっているかが把握できる指標を作らなければならないのではないか。 
（政策６「県民が安心して安全な生活を送るための環境づくり」 施策１「救急搬送体制の整備」） 
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環境分科会 
 環境分科会では、４政策１１施策について審議を行った。 
 政策評価では、「４」と判定した政策が３件、「５」と判定した政策が１件だった。 
 施策評価では、「３」と判定した施策が３件、「４」と判定した施策が５件、「５」

と判定した施策が３件だった。 
 
 分科会審議を通しての総括的な意見は次のとおりである。 
 
・ 県の関与の程度に見合った政策評価指標が設定されていないため、判定が困難だ

った事例があった。 
・ 県が投入した資源が施策の目的に対して十分に活用されているか評価されていな

い事例が見られた。 
・ 県民満足度調査結果で県民の優先度が高い施策は、政策評価指標が設定しにくい

場合もあると思われるが、できる限り指標を設定して評価に取り組んで欲しい。 
 
 各政策評価、施策評価についての主な意見は次のとおりである。 
 
・ 政策評価指標「１人当たり温室効果ガス年間排出量」は昨年度と同じであるが、

特に本年は電力消費値も提示し、より排出量に占める排出源を把握しやすくしている

ことは評価できる。今後、その他の排出源についても状況把握できれば、より的確な

政策･対応に益すると考えられる。あわせて、炭酸ガス排出量年次推移とも照らし合

わせることにより、効果予測も可能となると思われる。 
 （政策８「地球環境の保全」施策１「地球温暖化の原因となる二酸化炭素等の削減」） 
 
・ 施策２「河川や湖沼、海等の水環境の保全」の政策評価指標「公共用水域の水質」

は目標値を達成しているが、湖沼など水質環境が悪い水域もあるので、これらが評価

できるような指標が求められる。 
  また、この指標は満足度とのかい離が大きい。水質を示す指標としては妥当な指

標と思われるが、満足度における実感は身近な水路の清流化により改善できるので、

今後水環境も代表できる指標を検討してほしい。 
（政策９「環境負荷の少ない地域づくりの推進」施策２「河川や湖沼、海等の水環境の保全」） 
 
・ 政策評価指標「民有林の人口林間伐材実行面積割合」は森林を守るために大切な

作業を示している。その数値が民有人工林の適切な管理の一端を担うものであること

は疑うまでもない。だからこそ、同時に適正な管理が民有人工林において行われてい

るか否かを示すデータも必要である。 
  結果としての間伐事業の有効性（すなわち、投入された事業費が、５年後、10 年

後、さらに後世に役立った事）を示すために、事業費を投入した山がその後にどのよ

うになっているか、投入前や投入しなかった山と比べることの出来るデータを経時

的･時系列で比較できるようにする必要があると考えられる。 
 （政策１０「豊かな自然環境の保全・創造」 施策５「森林の適正な管理」） 
 
・ 産業廃棄物では、法律によって事業者自ら行うことになっているので、かなりの

リサイクル率が達成できている。一方、一般廃棄物では目標に達していない。直接的

にリサイクルを実施するのは市町村であるが、県の指導力を発揮する余地があると思

われる。（政策１１「循環型社会の形成」 施策２「廃棄物の資源化によるリサイクル」） 
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教育分科会 

  
 教育分科会では、３政策１０施策について審議を行った。 
 政策評価では、「３」と判定した政策が１件、「５」と判定した政策が２件だった。 
 施策評価では、「３」と判定した施策が４件、「４」と判定した施策が２件、「５」

と判定した施策が３件、「７」と判定した施策が１件だった。 
 
 分科会審議を通しての総括的な意見は次のとおりである。 
 
・ 多くの政策評価指標に改善のあとが見られたことは評価される。 
・ 県民満足度調査を評価に活用してからだいぶ年月が経過しており、満足度調査を

細かく分析して政策、施策に活かす時期に来ているものと考えられる。 
・ 政策評価指標の目標が右肩上がりに設定されているものが多いが、現実的ではな

いものもあるので、全国の平均的な水準や全国での位置を示すなどして目標値の客

観性を担保する必要があるものと考えられる。 
 
 各政策評価、施策評価についての主な意見は次のとおりである。 
 
・ 学習意欲・学習理解度あるいは進学達成率などを政策評価指標として設定してお

り、これを向上させようという政策への意気込みが感じられる。 
（政策２２「個性・創造性・豊かな心を培う教育の推進」施策１「特色ある学校づくり」） 
 
・ 中学校 1 年生で不登校の発生が増加するのは全国的な傾向であるが、小学校まで

の児童と教員との人間関係のあり方と、中学校に入ってからの取り締まり的な生徒指

導のあり方を含めた人間関係のあり方との違い、小中の学校文化の違いが一つ大きい

要因なのではないかと思う。例えば小中学校をつなぐ教員の交流、教科専門担当や課

外活動などの交流がより細やかにあっても良いのではないかと感じる。 
（政策２２ 施策２「不登校児童生徒等への支援」） 
 
・ 学校では様々な事件・事故が発生しており、「地域の安全性」に対する地域住民

の協力を欲しているのではないか。 
  県民満足度調査結果を見ると、施策７「地域社会と学校教育との協働の推進」の

優先度が非常に高いというのは、従来の地域が崩壊していくことへの危機感、もう一

度地域や学校を作り直していくことの必要性を感じる県民が非常に多いことを示し

ているのではないか。 
  安全・安心の問題も含めて、地域全体が疲弊し、崩壊し、地域の教育力も減退し

ていく中で、地域と学校をどうにかして立て直すということを県民が待ち望んでいる

のではないか。 
 （政策２２ 施策７「地域社会と学校教育との協働の推進」） 
 
・ 施策２「美術や演劇など文化・芸術活動に親しむための環境づくり」、施策３「県

民が行う創作活動や表現活動への支援」の目的が違うのに、政策評価指標（県立文化

施設への入場者数と芸術文化事業への参加者数）が同じなので、政策評価指標で何を

測定するのか不明瞭になってしまう。入場者数と参加者数は、数の意味が違うのでそ

れを区別した指標を検討するべきではないか。 
 （政策２６「地域の誇りとなる文化・芸術の保存や振興」） 
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産業分科会 

 産業分科会では、５政策１６施策について審議を行った。 
 政策評価では、「３」と判定した政策が３件、「４」と判定した政策が２件だった。 
 施策評価では、「３」と判定した施策が９件、「４」と判定した施策が６件、「５」

と判定した施策が１件だった。 
 
 分科会審議を通しての総括的な意見は次のとおりである。 
 
・ すぐ目に見える成果を政策評価指標に現すことが難しい政策、施策を審議したこ

ともあり評価が若干厳しくなったが、大いに期待される県の取組も多く見られた。 
・ 政策に対してきちんとした政策評価指標が設定されていない施策や、施策間の体

系や関係性が十分に整理されていない施策が見られた。 
・ 県民満足度調査で重視度や優先度が高い施策には政策評価指標を設定して取り組

んで欲しい。 
 
 各政策評価、施策評価についての主な意見は次のとおりである。 
 
・ 全体として県側の育成体制が産業界の変化やスピードに適切に対応できていない

面が散見される。今後さらに、産業界と提携したり、産業界を幅広く巻き込んだ外部

資源活用型の能力開発方法を大胆に推進する必要がある。 

 （政策１４「新しい時代を担う産業人の育成」） 

 

・ 基盤技術高度化支援センターの設置は、極めて効果的・機動的な取り組みであり、

今後の成果を大いに期待したい。 

 （政策１５「高度な産業技術の普及推進」 施策６「産学官連携による技術の普及」） 

 

・ 施策４「地域間の連携による地域産業の育成」・施策５「地域資源を活用するた

めの情報集積・情報提供」・施策６「農林水産業者、商工業者、ＮＰＯなどによる地

域ネットワークの形成」には特に政策評価指標が設定されていないが、知事の提唱す

る「富県戦略」を実現するための重要な施策であり、また２００８年の「デスティネ

ーション・キャンペーン」に向け本格的な取組みが期待される施策といえる。特に施

策６は県民の優先度は７位と低いものの、全体の施策群の中心的エンジンとしての役

割を果たすものと考えられるため、戦略的な取組みが必要である。 

 （政策１６「産業間の連携と地域資源の活用による産業活力の創出」） 

 

・ 政策評価指標「全立地件数に対する先端技術を有する企業の割合」については産

業再生戦略により一定の成果を上げているが、企業誘致全体を考えると大型の誘致案

件に乏しく、施策の有効性としては課題がある。また、県民からの期待も大きいため、

さらにきめ細かな戦略的誘致を着実に推進して欲しい。 

 （政策１８「産業基盤の整備による生産力の強化」施策５「戦略的な企業誘致」） 

 

・ 色々な分野において技能者が不足している。社会を支える技能者の人材が不足す

る時代が来ると思われるので、人材育成は重要である。技能は若者を早くから訓練し

なければ優れた人材が育たないし、若者の雇用促進についても真剣に考える必要があ

る。施策の内容が実効性を伴っているか確認し、訓練のあり方を近代化して魅力のあ

る技能教育環境を整えてほしい。 

（政策２０「産業・雇用のニーズの変化に対応した多様な職業能力開発の推進」）
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社会資本分科会 

  
 社会資本分科会では、４政策１３施策について審議を行った。 
 政策評価では、「３」と判定した政策が２件、「４」と判定した政策が２件だった。 
 施策評価では、「２」と判定した施策が２件、「３」と判定した施策が２件、「４」

と判定した施策が５件、「５」と判定した施策が２件、「６」と判定した施策が１件、

「７」と判定した施策が１件だった。 
 
 分科会審議を通しての総括的な意見は次のとおりである。 
 
・ 政策評価指標について、改善されたが現況値が測定できない等のために判定不能

となったものが見られた。政策評価指標の改善にあたっては現実的に評価が可能かど

うかも考慮して欲しい。 
・ 市町村数など変動の可能性があるものを基準に把握されている政策評価指標が見

られるが、面積や人口などの安定的な単位を基準にして把握されることが望まれる。 
 
 各政策評価、施策評価についての主な意見は次のとおりである。 
  
・ 「防災」には財源的にも限界があり、「減災」を主体にすべきことは現実的であ

り評価できる。 
・ 土木部所管の施策は、ハード・ソフト両面での施策を展開しており、また、河川、

砂防が一体となった情報システムを構築し、国・県・市町村が連携して稼動するとこ

ろまでくるなど評価される。 
・ 震災対策を中心とする総務部所管の施策は、所管課の特性に引きずられ、施策名

と事業構成との対応が悪く、各施策相互の連携も理解しづらい。震災対策を網羅した

震災対策アクションプランを実施しているところであり、これとの関連整理を行い、

震災対策に関する総合的な施策体系に向けた再構築を希望する。 
 （政策７「県土の保全と災害に強い地域づくり」） 
 
・ 地域振興、環境、文化、福祉の各セクションからの施策で構成されているが、多

様な主体の協働による地域づくりとはどのようなものか、その定義と範囲が不明瞭で

ある。官民パートナーシップで官が期待する協働とはどの分野なのか、民間が担う意

向のある分野はどうか等を整理し、メリハリのある施策群の設定とその事業推進が望

まれる。 
  施策１「県・市町村・住民協働による地域づくり」の優先度が高いが、施策評価

の対象となっておらず、この施策に対する対応が必要ではないか。政策評価指標を設

けて評価されるべきである。（政策２７「多様な主体の協働による地域づくりの推進」） 
 
・ 空港、港湾のみならず仙台空港アクセス鉄道、周辺地域の区画整理事業等の基盤

整備が一定進捗した時期であり、これまでのハード整備を中心とした施策構成からイ

ンフラを有効活用するソフト施策の更なる充実が望まれる。 
 （政策３３「国内外との交流の窓口となる空港や港湾機能の強化」） 
 
・ 従来は事業面から道路整備のみが評価対象となっていたが、公共交通を対象とし

て取り上げたことは評価できる。公共交通の現状は厳しいが、高齢化や地球温暖化等

に鑑み積極的に生かす施策が必要である。（政策３４「国内の交流を進めるための交通基盤の整備」） 



（　政策・施策に付した番号は、政策整理番号及び施策番号をさす。） 審議対象：２１政策６６施策

2 1
地域の中核的な病院の整備

適切 4

2
周産期・小児医療体制の充実

適切 4

3
救急医療体制の充実

おおむね
適切 3

4
精神医療体制の充実

おおむね
適切 4

5
在宅ホスピスケアの推進

おおむね
適切 4

6
医療・保健を担う人材の養成・確保

おおむね
適切 3

4 1
バリアフリー・ユニバーサルデザインの意識啓発

おおむね
適切 4

2
誰もが利用しやすい施設や道路等の整備

おおむね
適切 5

5 1
健康づくりに関する意識の向上

おおむね
適切 4

2
生活習慣病の早期発見と予防

おおむね
適切 4

6
地域リハビリテーションサービスの提供

おおむね
適切 3

6 1
救急搬送体制の整備

おおむね
適切 3

4
食品や水道水などの安全確保

おおむね
適切 4

24 1
男女がともに個性と能力を発揮できる社会づくり

おおむね
適切 3

4
高齢者がいきいきと生活する社会づくり

おおむね
適切 4

5
女性や子ども、高齢者や障害者等の人権の擁護

おおむね
適切 3

8 1
地球温暖化の原因となる二酸化炭素等の削減

おおむね
適切 4

2
新エネルギー等の導入促進

おおむね
適切 5

9 1
大気環境の保全

おおむね
適切 4

2
河川や湖沼、海等の水環境の保全

おおむね
適切 5

6 ダイオキシン類やＰＣＢ廃棄物等の化学物質の低減及び
適正処理の推進

適切 4

10 1
自然公園等の優れた自然環境の保全

おおむね
適切 5

5
森林の適正な管理

おおむね
適切 3

6
自然とふれあう場や機会の提供

おおむね
適切 3

11 1
廃棄物の排出量の抑制

おおむね
適切 3

2
廃棄物の資源化によるリサイクル

適切 4

3
廃棄物の適正処理の推進

おおむね
適切 4

22 1
特色ある学校づくり

適切 5

2
不登校児童生徒等への支援

おおむね
適切 4

3
障害児教育の充実

おおむね
適切 3

5
大学等高等教育の充実

おおむね
適切 4

6
地域に開かれた学校づくり

適切 5

7
地域社会と学校教育との協働の推進

おおむね
適切 7

23 1 多様なニーズに対応した学習機会の提供
おおむね
適切 5

2 美術や演劇など文化・芸術活動に親しむための環境づく
り

おおむね
適切 3

3
県民が行う創作活動や表現活動への支援

おおむね
適切 3

4 食文化等の生活文化の保存・継承・活用
おおむね
適切 3

おおむね
適切

おおむね
適切

おおむね
適切

おおむね
適切

おおむね
適切

おおむね
適切

おおむね
適切

おおむね
適切

施策評価
(県の評価
原案)

適切

おおむね
適切

おおむね
適切

生涯にわたって学び楽しめる環境
の充実

地域の誇りとなる文化・芸術の保
存や振興

審議対象
政策・施策数

【政策】　　３政策
【施策】　１０施策

教育
分科会

個性・創造性・豊かな心を培う教
育の推進

審議対象
政策・施策数

【政策】　　４政策
【施策】　１１施策

環境負荷の少ない地域づくりの推
進

循環型社会の形成

豊かな自然環境の保全・創造

環境
分科会

地球環境の保全

どこに住んでいても必要な医療や
保健サービスが受けられる環境づ
くり

誰もが暮らしやすいバリアフ
リー・ユニバーサルデザイン環境
の整備

審議対象
政策・施策数

【政策】　　５政策
【施策】　１６施策

県民が安心して安全な生活を送る
ための環境づくり

福祉
分科会

施　　策分科会名 政　　策
７段階
判　定

政策評価
(県の評価
原案)

※政策評価・施策評価（県の評価原案）は、県が行った政策・施策に関する評価　（「適切」，「おおむね適切」，「課題有」の三
区分）を記載している。

3

７段階
判　定

３　平成１８年度行政評価委員会政策評価部会　分科会審議結果一覧表

5

4

生涯を健康に暮らすための健康づ
くりと病気の予防への取組

4

5

4

5

4

4

5

男女共同参画社会の実現と全ての
人が参加できる社会の形成

3

おおむね
適切

※７段階判定（１～７）は、県の自己評価について，数字が大きいほど妥当性が高い判定となる。４が中央。

26

3

12



14 1
農林水産業の発展を担う人材の育成

おおむね
適切 3

2
製造業等の発展を担う人材の育成

おおむね
適切 4

3
商業・サービス業の発展を担う人材の育成

おおむね
適切 3

4
ＩＴ(情報技術)等社会経済の変化に対応した人材の育成

おおむね
適切 4

6 産学官連携による技術の普及 適切 5

16 1
農林水産物の付加価値の向上

適切 4

2
農林水産業や観光産業などの産業間の連携

おおむね
適切 3

3
地域資源を活用した観光産業の振興

おおむね
適切 4

7
魅力ある商店街づくりによる商業の振興

おおむね
適切 3

5 戦略的な企業誘致
おおむね
適切 4

20 1 ＩＴ(情報技術)等時代の要請に対応した新たな職業能力
の開発

おおむね
適切 4

2
より高度な技術や技能を習得できる職業訓練体制

おおむね
適切 3

3
職業能力開発のための施設、設備の充実

おおむね
適切 3

4 高度で専門的な技術や技能の習得を支える指導者の育
成

おおむね
適切 3

5
企業内における職業能力開発の推進

おおむね
適切 3

6 個人が自ら職業能力開発できる環境整備
おおむね
適切 3

7 1
地域ぐるみの防災体制整備

おおむね
適切 3

2
水害から地域を守る河川等の整備

おおむね
適切 6

3
土砂災害から地域を守る地すべり対策等

適切 7

5
震災対策の推進

おおむね
適切 4

6
地震防災のために必要な施設、設備の整備

おおむね
適切 2

27 2 ＮＰＯ（民間の非営利組織）の活動の支援
おおむね
適切 3

33 1
仙台空港の機能の強化と活用

おおむね
適切 4

2
仙台空港へのアクセス等周辺施設の整備と活用

おおむね
適切 4

3
仙台国際貿易港の整備と活用

適切 5

4
仙台国際貿易港の周辺施設の整備と活用

おおむね
適切 5

34 1
高速道路の整備

おおむね
適切 4

2
国道、県道、市町村道の整備

おおむね
適切 4

3 バスや鉄道などの公共交通ネットワークの整備
おおむね
適切 2

おおむね
適切

おおむね
適切

おおむね
適切

おおむね
適切

おおむね
適切

おおむね
適切

適切

おおむね
適切

おおむね
適切

社会資本
分科会

審議対象
政策・施策数

【政策】　　５政策
【施策】　１６施策

審議対象
政策・施策数

【政策】　　４政策
【施策】　１３施策

国内外との交流の窓口となる空港
や港湾機能の強化

国内の交流を進めるための交通基
盤の整備

多様な主体の協働による地域づく
りの推進

県土の保全と災害に強い地域づく
り

産業
分科会

新しい時代を担う産業人の育成

産業基盤の整備による生産力の強
化

産業・雇用のニーズの変化に対応し
た多様な職業能力開発の推進

７段階
判　定

分科会名 政　　策
７段階
判　定

施　　策
政策評価
(県の評価
原案)

施策評価
(県の評価
原案)

4

4

4

4

3

3

3

高度な産業技術の普及推進
15

18

3

3

産業間の連携と地域資源の活用に
よる産業活力の創出

計30政策 計105施策

21政策 66施策

【審議結果】 【審議結果】

判定7 判定7 2施策

判定6 判定6 1施策

判定5 4政策 判定5 10施策
判定4 9政策 判定4 27施策
判定3 8政策 判定3 24施策

判定2 判定2 2施策

判定1 判定1

　うち分科会の審議対象施策

各分科会
合計

政策評価対象政策 施策評価対象施策

　うち分科会の審議対象政策

判定（政策評価）

0 0

8
9

4

0 0

1 2 3 4 5 6 7

判定（１～７） 　県の自己評価について，数字が大きいほど妥当
性が高い判定となる。４が中央

政
策
数

判定（施策評価）

0
2

24
27

10

1 2

1 2 3 4 5 6 7

判定（１～７） 　県の自己評価について，数字が大きいほど妥
当性が高い判定となる。４が中央

施
策
数
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Ⅳ 行政評価委員会  

    政策評価部会の意見 

 

 

 

 

 

 



重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

適切

【施策群設定：適切】
政策を実現するため８施策全てが必要と認められる。「宮城県地域保健医療計画」
に基づき，県民すべての生命と健康を守るよう今後も継続実施する。
少子高齢化の進展や医学・医療の発展，県民意識の変化などにより社会環境は劇
的に変化しており，多様な要望に対応するためには各種の施策を複合的に組み合
わせ実施する必要がある。一方で国民医療費は増加しており，国民の負担感の増
加や国及び地方公共団体の財政硬直化の一因となっていることから，効率的な保
健・医療・福祉体制の構築は最重要課題である。
【政策評価指標群：適切】
それぞれの指標が施策の進捗度を反映しており適切である。対象者が目的別に設
定されており，施策の効果が上がれば満足度に反映される。なお，施策８について
は国の施策の影響が大きく，県の施策が直接影響する範囲は少ないものと思われ
る。
【施策群の有効性：おおむね有効】
政策全体の政策評価指標達成状況（A：１指標，B：３指標，判定不能：２指標）から
「おおむね有効」，政策満足度結果（中央値50点）から「おおむね有効」，社会経済
情勢からは「有効」と判定した。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「適切」と判断する。

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

施策の
必要性

政策
評価

どこに住んでいても必要な医療や保健サービス
が受けられる環境づくり 5085

1
地域の中核的な
病院の整備

評価原案

大32.8%

政策評価・シート（Ａ）の内容

適切

拡充

【県関与・事業群設定：適切】
本施策での県の役割は，国の医療施設等施設整備費補助金のほか，地域の中核
的な公的病院の重点的な支援である。地域の中核的な病院を支援することは，救
急医療やへき地医療，リハビリテーション医療など特殊分野の充実に不可欠であ
る。市町村合併が進むなど公的病院を取り巻く状況は激変しており、病病間及び病
診間の連携・機能分担の推進は益々重要性を増している。その中心になる中核的
な病院を支援することは時宜にかなう。
【事業群の有効性：有効】
満足度は５０点と低調であるが、本事業は病院の施設・設備への補助であり、県民
の満足度は医師はじめ医療スタッフの数や応対態度など多くの要因に大きく左右さ
れることから一概に有効性を論じられない。政策評価指標「入院患者の自圏域内
（二次医療圏内）入院率」は最新の調査結果がないので不明である。また，地域の
中核的な病院（栗原中央病院（H13:205床→H14:277床）、公立刈田綜合病院
（H13:275床→H14:317床）、みやぎ県南中核病院（H13:135床→H14:300床））への
病床及び機能の集積が進んでおり、病院経営と医療資源の効率性も確保されてい
る。
県民満足度は低調だが、社会経済情勢データ及び業績指標からは有効性が確認
できる。全体としては有効と判断する。
【事業群の効率性：効率的】
民間医療機関や小規模公的病院への支援では、十分な効果が期待できない救急
医療及びへき地医療等を推進するためには、地域の中核的な病院を集中的に整
備することが効率的である。政策評価指標から効率性は判断できないが、社会情勢
データからは効率性が認められる。施策全体としては有効と判断する。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「適切」と判断する。

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　地域の中核的な病院に係る施設面の整備は順調に進んでおり、今年５月には石
巻赤十字病院が移転新築したほか、大崎市民病院などの建て替えについての地
元協議も行われている。県としても均衡ある体制整備を推進するため、協議がまとま
るよう支援していく。

【施策・事業の方向性】
　この政策の中で県民の優先度は１位であり、施策重視度（80）と施策満足度（50）
のかい離も高いことから、さらに事業を推進する必要がある。
　地域において大崎市民病院及び気仙沼市立病院の改築が検討されており、地元
の意向を聴きながら最良の支援方策を検討していく。

・・・ 1位

政策整理番号　2

政策名

入院患者の自圏
域内（二次医療圏

内）入院率

重視度 満足度
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政策整理番号　2

施策評価

７
段
階
判
定

4

4

・二次医療圏は５医療圏から１０医療圏になったが，１つの医療圏で医療が完結しないものが出てきているので，広域の
医療圏を設定することを考えてはどうか。全ての施策を１０の二次医療圏で完結させるのは現実的ではないのではない
か。
　例えば，施策２の小児周産期医療は広域（複数の二次医療圏）で対応し，施策３の救急医療は二次医療圏ごとに対応
するなど，施策ごとに対応を変えることも必要ではないか。そして，政策評価では決めたとおりに対応されているかを確認
するようにしてはどうか。

・政策評価指標「入院患者の自圏域内（二次医療圏内）入院率」などは１０の二次医療圏で整理しているのに，県民満足
度は７圏域で分析されている。県民満足度と医療圏を整合性をとったかたちで分析して，それに基づいて評価してはどう
か。

・評価結果の「適切」という言葉はいろいろな視点で見られてしまう。変更なしでこのままでよいとか，努力の結果「適切」に
なったという見方もある。関係者がどのように理解するかだが，あまり努力しなくてもよいと間違ったシグナルになる可能性
がある。

・政策評価指標の達成度は，数値の変動がほとんどない「周産期死亡率」だけが「Ａ」で，それ以外は「Ｂ」で目標を達成
していないのに，政策全体では「適切」という評価になっている。政策評価は政策評価指標の達成度だけで評価するわ
けではないが，政策評価指標の達成度をもっと重く見る必要があるのではないか。

・満足度が低い圏域があるので，圏域別の満足度を考慮して施策決定をしてほしい。

・県の事業の成果を政策評価指標に表現しきれない部分はどうしてもあると思うが，成果があっても基本票に表現されな
ければ評価できない。複数の政策評価指標を設定するなどして，できるだけ施策の成果が表現されるようにしてほしい。
　また，政策評価指標は短期的に効果があがるもの，効果があがるまでに時間がかかるものがあるので，効果があがる途
中のプロセスを評価できるものとの組み合わせも考えてほしい。

・評価を客観的でわかりやすいものにするために数値化したり，「Ａ」「Ｂ」，「大」「小」などをつけているが，総合評価で「適
切」とか「概ね適切」という表現になると，なぜそうなるのかが見えなくなる。そこをつなげる文言を書いてほしい。
　例えば，結果は「概ね適切」であるが，政策評価指標が実態を反映していないためであった場合，より実態を反映した
政策評価指標に変更した場合には「適切」となる可能性があるなどの記述があってもよいのではないか。

・政策評価指標や県民満足度などは数値化されているが，最後の評価で「適切」とか「概ね適切」などの表現を用いること
で誤解が生じるおそれがある。総合評価でも「７５点」とか「Ｂプラス」「Ｂマイナス」のような判定の方が客観性があるのでは
ないか。
　また，評価担当課は「課題有」はつけにくいのではないか。「課題有」と「概ね適切」の間にももう一段階あれば，つけや
すいのではないか。「適切」「概ね適切」「課題有」の３段階から，５段階にすることも検討してはどうか。

・政策評価指標「入院患者の自圏域内（二次医療圏内）入院率」で，国勢調査の人口推計のように動態データを使った
り，代表的な病気の入院率で値を出してはどうか。そうでないといつまでも「判定不能」のままである。

・基本票の記述で「判定不能」が多いが，今後どうするのかが書いていない。データがなければ他のものを検討するの
か，どうするのかコメントを記載するべきではないか。

・医療圏をどのように設定するのか，医療圏に中核病院をどのように整備するのか，その考え方の違いで政策評価指標
「入院患者の自圏域内（二次医療圏内）入院率」の意味が違ってくる。圏域別の評価をする方法も変わってくる。医療圏
の設定と中核病院の整備はどのように考えているのか。

・保健福祉と医療の圏域を整合性をもって設定してほしい。医療制度改革の流れを見ると，都道府県で地域の実情にあ
わせて保健福祉と医療と介護を合体して機能させる方向にある。分野ごとの圏域を整合性をもって今から設定しないと，
後で結果を評価しづらくなるのではないか。

・政策評価指標「入院患者の自圏域内（二次医療圏内）入院率」は，広域の医療圏で考えるなど，合理的，現実的な目
標を設定してほしい。

・政策評価指標の圏域内の入院率は病気によって異なるはずである。全体だけではなく，代表的な病気領域での入院
率で分析してはどうか。圏域内で入院率が非常に高い病気があった場合，圏域内で入院できない病気が隠れてしまう危
険がある。

・圏域によって政策の満足度・重視度が異なっているが，これは中核病院との関連が強いのではないか。県全体の満足
度だけでは大雑把な捉え方になるので，圏域別の満足度などを勘案して評価してほしい。

・ベッド数や入院率の密度と満足度は高い相関を持っているので，満足度が低い圏域を重点的に整備する必要がある。
現状分析をするとどこが弱いところか分かるので，そういうところまで掘り下げて評価してほしい。

・評価の記述について，エビデンス（根拠）が入っていないので作文のような印象を受ける。根拠となる数値を入れてほし
い。

政策評価

行政評価委員会政策評価部会の意見
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

施策の
必要性

政策
評価

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

政策整理番号　2

政策名

3

拡充

救急搬送患者の
二次医療圏内搬

送率
B

救急医療体制の
充実

周産期死亡率（出
産千当たり） A2

周産期・小児医療
体制の充実 5.3%6位

【県関与・事業群設定：適切】
本施策での県の役割は，国の小児科病院群輪番制運営費補助事業や総合周産
期母子医療センター運営費補助事業のほか，周産期・小児医療協議会の運営によ
り関係者の連携を推進することである。周産期死亡率の低下のためには，関係者の
連携が不可欠であり，事業群の設定は妥当である。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は40点と低く，施策の有効性は確認できないが，政策評価指標「周産
期死亡率（出産千当たり）」は目標値を達成しており事業効果が出ている。
【事業群の効率性：効率的】
政策評価指標達成状況からは効率的と判定できる。また，周産期・小児医療を志す
医師は減少しており，安定的なサービスの確保のためには，行政による体制の整備
は不可欠である。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「適切」と判断する。

【県関与・事業群設定：適切】本施策での県の役割は，三次救急医療体制の整備
や地域間の機能分担などを中心に調整することである。救急医療は，医師や行政，
医師会，消防など多くの関係者により支えられており，それぞれに対する様々な施
策が必要であり，事業群は目的にかなっている。
【事業群の有効性：おおむね有効】施策満足度は50と低く，有効とは言えない。政
策評価指標「救急搬送患者の二次医療圏内搬送率」も目標値を達成していない
が，医療圏別には５つの医療圏において搬送率は向上している。これ以上の充実
のためには各圏域に新型救命救急センターを整備するなど別な施策も必要であ
る。また，黒川医療圏のように医療機関が少ないことから他圏に依存しているところ
があり、医療圏の見直しが必要である。三位一体改革により平成１８年度から公的
病院への施設設備整備補助金は市町村に税源移譲されており県が関われる範囲
が狭くなっている。また，本県の救急科医は３４人で人口１０万人当たり１．４４人で
全国３８位と少ないことから、救急患者の受入体制が十分に確保できない中で救急
搬送患者（平成16年74,632人から平成17年78,387人）が激増している中では、消防
の協力も含め十分対応している。
以上のことから，施策はおおむね有効と判断する。
【事業群の効率性：おおむね効率的】病院数（平成１２年１５０病院→平成１８年１５１
病院）、救急搬送患者数（平成１２年61,062人→平成１７年78,387人）の推移からも
限られた医療機関により対応しており効率的である。救急患者の一貫した増加傾向
の中で、二次医療圏に病院が少ない地域もあり、他医療圏に入院を依存していると
ころもあるなど、医療資源の偏在という条件の下では、現在の結果はおおむね効率
的である。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　いつ、どこで発生するか予測出来ない救急患者に対する体制整備は、各種の施
策が必要である。

【施策・事業の方向性】
　今後、県は三次救急医療の充実や圏域間調整、研修・普及啓発事業に重点を移
す。
　この政策の中で県民の優先度は２位であり、施策重視度と施策満足度のかい離も
35点と高いことから、拡充して取り組む必要がある。
　三次救急医療として、東北大学病院高度救命救急センターの活用を促進する。

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　確実に死亡率は低下しており、総合周産期母子医療センターを中心とした周産期
医療システムの充実を一層推進する。
　少子化の中で周産期及び小児医療を志す者が減少しており、現在この分野で活
躍している医療関係者を支援することが効率的である。
　県がイニシアチブを持ち周産期・小児医療体制の充実を図るためには、県立こど
も病院を活用し、県内医療機関を牽引することが有効である。

【施策・事業の方向性】
　施策重視度（90）と施策満足度（40）のかい離が極めて高くなっているが、関係者
の連携の促進及び医療資源の効率的活用により、施策効果の最大化を図る。
　国からも周産期・小児医療の集約化・重点化の推進の通知がきており、本県として
も地域及び大学等の関係者の意見を聴きながら、効果的な周産期・小児医療体制
の整備に努める。

2位 大18.1%

大

維持

おお
むね
適切

適切
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政策整理番号　2

施策評価

７
段
階
判
定

政策評価

行政評価委員会政策評価部会の意見

4

3

・政策評価指標「周産期死亡率（出産千当たり）」は県民の求めるものを十分反映していない。県民満足度からみても県
民の不満が大きい。また，周産期死亡率は低い値で推移していて，感度が悪い。
　小児医療へのアクセスの状況を示す指標や周産期医療の連携の状況を示すような指標（例えばオープン化を目指す
なら，オープン化の進捗状況を示す指標）にしてはどうか。

・地域周産期母子医療センターの整備が仙台に偏在していて，ネットワークは全県を網羅していない。センターが一つも
ない二次医療圏がいくつもあり，バランスを欠いているように見える。その地域は産科医が少ないような地域である。むし
ろそういう圏域ほど，整備が必要だったのではないか。

・センターが各圏域で整備されるように，補助金を交付するなどして，県は体制の整備をしなければいけないのではない
か。

・施策１で中核的な病院に指定されている栗原中央病院や登米市立佐沼病院は周産期母子医療センターとして指定さ
れていない。周産期母子医療センターの整備が中核的な病院の構想とは別の考え方になるのであれば，別な病院を指
定しなければならないのではないか。

・高齢出産の割合や母親の喫煙の割合などの変動を把握する必要がある。それらが安定していて政策評価指標「周産
期死亡率」が変動しているのであれば，場所を調べる必要がある。高齢出産や喫煙者の出産が多ければ，それが原因か
もしれない。

・中核的な病院にしても，周産期母子医療センターにしても，医療圏域ごとの基礎データに基づいて整備しないといけな
い。例えば，周産期死亡率が高い医療圏は，周産期母子医療センターが遠すぎて間に合わないということがあるかもし
れない。
　地域周産期母子医療センターに来る患者の所在医療圏など，医療圏単位のデータをとって分析してほしい。

・少ない資源を有効に活用するには連携が重要である。例えば，開業医の産科医は検診中心に対応して，分娩やハイリ
スクの人たちは基幹病院で対応して，さらには助産婦も入れるという，地域の役割分担を連携モデルで考えると，それが
各医療圏でどの程度進んでいるかということが政策評価指標になるのではないか。それが遅れている場合は，連携を進
めるための情報整理・打合せの事業なども考えられる。

・政策評価指標には，救急医療体制の充実の本来の目的である「医療へのアクセス時間」を反映させるべきではないか。

・現実の厳しさから考えると，施策評価が「概ね適切」になるという論理はあるかもしれないが，評価にメリハリをつけること
も必要ではないか。優先度の高い施策で問題が多い場合は「課題有」として，今後全力をあげて取り組む方が自己評価
として意味があるのではないか。

・政策や施策をよりよくするための基礎的なデータが少ない。データ収集からはじめるべきではないか。時々基礎的な
データをそろえて議論するべきである。
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

施策の
必要性

政策
評価

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

政策整理番号　2

政策名

精神障害者の措
置入院者の県内

対応率
B

・・・
がん患者在宅看

取り率5
在宅ホスピスケア
の推進

4
精神医療体制の
充実

【施策・事業の方向性】
　精神障害者は，精神疾患の急激な発症や精神症状の悪化等により措置症状を呈
し，措置入院が必要となる場合，又はそれ以外にも緊急な医療を必要とすることが
あるので，今後も継続して精神科医療救急システムの円滑な運営を行っていく必要
がある。
　24時間安心して医療を受けられることを目指し、今後とも精神科医療救急システム
の円滑な運営を行うとともに、さらにシステム内容の充実（時間延長等）を図るため
の精神医療体制（医師確保等）の充実を図る必要がある。

【県関与・事業群設定：おおむね適切】
本施策での県の役割は，一医療機関や一市町村で対応できず，また，採算ベース
に乗らないなど緊急な医療を必要とする際のシステム整備である。本施策は，緊急
な医療を必要とする際のシステムとして救急医療システム整備に関する事業で構成
されており妥当と考える。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は５０点と低調であり、事業の有効性を確認できない。政策評価指標
「精神障害者の措置入院者の県内対応率」は前年度に比べて現況値は上がったも
のの、目標値とのかい離は前年度とほぼ同じくマイナスとなっている。今後とも精神
医療体制の充実を図る必要がある。また，精神障害者保健福祉手帳所持者数（仙
台市除く）は、増加傾向にあること（H14年度2,514人、H15年度2,584人）や、当該施
策を構成する事業の実施結果として、対応件数等が10,000件以上となっている。
・精神障害者数が増加傾向にある中、継続して当該施策を行った結果、前年度より
2.9ポイント上昇したことにより当該施策の有効性が確認できる。

【事業群の効率性：おおむね効率的】
成果指標が増加しているにも関わらず、政策評価指標は目標値を達成していない
が、政策評価指標の未達成要因は、短期間に措置入院の対応が必要となったこと
であり、当該精神科救急医療システムがない場合は、さらに措置入院対応率が低
下することが予想されるため、政策評価指標と事業群の実施に伴う成果指標とは連
動性があるものと思われる。各事業の効率性指標自体は、横ばいもしくは低下と
なっているが、夜間相談窓口運営事業は、事業費が減額であったが相談件数はほ
ぼ前年と変わらなかった。また、精神科救急医療システムでは、事業費が減額で
あったにも関わらず、対応件数は1.2倍となっており、概ね効率的に事業が実施され
ているものと思われる。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

7位

8位

大

1.5% 中

3.0%

維持

おお
むね
適切

【県関与・事業群設定：適切】
本施策での県の役割は，国の実施要綱に基づき，がん患者が望む場所で最期の
時期を過ごせるよう，市町村・民間団体と協働しながら，体制づくり・医療福祉等人
材育成・県民への普及啓発事業を実施することである。各圏域では，がん患者やそ
の家族へ保健・医療・福祉の総合的なサービスを総合的に提供することにより，患
者が望む場所（自宅）で最期を迎えることができるようになってきている。各圏域で
医師・看護師・介護職員等のネットワークが強化されてきている。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は１７年度４５点と低調であり，施策の有効性は確認できない。なお，施
策の重視度が８０点と高いことから，今後事業を推進して傾向を見ていきたい。政策
評価指標はＨ１７年度「がん患者在宅看取り率」に変更しているために，有効性は
判定できない。今後達成にむけて事業を推進していく。また，在院日数の短縮化や
平成18年度の診療報酬の改訂により，在宅医療における24時間体制の評価・ター
ミナルケア加算等国の動きも在宅医療への動きが強くなっている。また，平成16年
度から国の補助事業として末期がん患者の疼痛緩和や精神的ケアを修得するため
の「在宅ホスピスケア研修」を行う訪問看護推進事業が開始され，全国17都道府県
で実施されおり，有効であると判断される。
【事業群の効率性：効率的】
社会経済情勢のデーターとの比較はできないが，社会情勢の動きと連動した形で
施策の目指す方向に進んでおり，事業は効率的に実施されているものと判断され
る。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

拡充

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　がん患者が自宅を最期を迎える場所として選択できるように，継続して事業を実施
していく必要がある。
　がん患者が在宅で最期を迎える事ができるように，ケア体制整備・人材育成をさら
に推進する。

【施策・事業の方向性】
　この施策は，施策重視度（80）と施策満足度（45）のかい離が35点と非常に高く，
がん死亡者の割合が年々増加傾向にあることから重点的に取り組んでいくべき施
策である。
　がん患者の死亡数が増加傾向にあり，介護保険の特定疾病にもがん末期患者が
含まれることとなったことや在宅医療の推進など医療提供体制の見直しなどにより，
在宅で最期を迎えられることができるような地域の体制整備・人材育成等を推進し
ていく。

おお
むね
適切
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政策整理番号　2

施策評価

７
段
階
判
定

政策評価

行政評価委員会政策評価部会の意見

4

4

・ 政策評価指標や県民満足度の状況を見ると，まだ在宅ホスピスケアはサービスが受けられる環境にはなっていない。
施策の充実が望まれる。今は施策の予算規模は小さいが，やるならもっと強力に，戦略をたてて進めるべきではないか。

・在宅療養支援診療所が診療報酬で認められたので，今後在宅ホスピスケアを受ける患者が増え，政策評価指標の「が
ん患者在宅看取り率」は急激に上がることが予想される。現実の推移を見ながら，目標はもう少し高めに設定するべきで
はないか。

・在宅ホスピスケア推進事業の参加者数が減少傾向だが，人材育成のための事業であれば，研修内容が新鮮みを失わ
ないように工夫が必要である。参加者数が減少している理由を調べて対応しないと，今後も参加者数は伸びないのでは
ないか。不足しているテーマやどういう対象者がいるのかを把握するため，参加者にアンケートをとってはどうか。
　また，参加者が目標とした人材になっているか調査するなど，フォローをする必要があるのではないか。

・在宅ホスピスケアの割合を増やすには，これまで関わってこなかった人が関わってくるようにしなければならない。現在
在宅ホスピスケアに関わっている人に対する研修だけでは，在宅ホスピスケアのすそ野が広がらないのではないか。ター
ゲットを広げることも目的のひとつだとすれば，すそ野を広げるようなテーマとか，呼びかけがないといけないのではない
か。

・政策評価指標の「精神障害者の措置入院患者の県内対応率」について，他県で対応しても問題がないのであれば，
100%を目指すのは合理的でないのではないか。精神科救急の２４時間の対応状況を示すような政策評価指標にして，そ
れに向けて努力できるような目標をたてる方が現実的ではないか。
　または，精神科救急にとっては宮城県はあまりにも広いという議論もあるので，全県での対応率ではなく，医療圏を４つ
くらいに分けた場合の圏内対応率などを政策評価指標として検討してはどうか。
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

施策の
必要性

政策
評価

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

政策整理番号　2

政策名

3位 14.9%

B

医療法に基づく医
師数の標準を充

足している病院の
割合

医療・保健を担う
人材の養成・確保

7
医療・保健・福祉
の総合的な情報
システムの構築

5位 9.5% 中

おお
むね
適切

子どもや障害者
等の医療費の負
担の軽減等医療
費制度の充実

8

6 大4位 13.3%

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　政策評価指標の目標値を達成するため，引き続き重点的に実施する必要がある。
　医師確保を支援するには，「医師の絶対的な不足・偏在に対応する視点」及び
「地域医療システムの整備により効率的な医師の配置を可能にする視点」の両方か
らの事業推進が重要であり，事業群全体として実効ある事業展開を推進する。

【施策・事業の方向性】
　医師確保の具体的な成果が上がるよう，できる限りの事業展開を図ることとしてい
る。
　医師確保支援のための各事業の実績評価等を踏まえて，次年度以降の施策展
開の方向性を検討・判断する必要があるが，地域における医師不足が深刻な状況
であることから，事業群を積極的に推進し，事業を拡大させる。

拡充

【県関与・事業群設定：適切】
本施策での県の役割は，関係市町村，大学，県自治体病院開設者協議会等と密
接に連携・協力しながら，当面は自治体病院等の医師確保に向け可能な限りの支
援を行うことである。「医師の絶対的な不足・偏在に対応する視点」及び「地域医療
システムの整備により効率的な医師の配置を可能にする視点」の両方からの事業
構成となっており，すべて医師確保を支援するための施策実現に向けて必要な事
業である。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は５０点であり，満足度６０点以上の回答者の割合も４０％を超えている
ことから，一定程度の事業効果が認められる。政策評価指標「医療法に基づく医師
数の標準を充足している病院の割合」は未達成の状況にある。小児科，産婦人科，
麻酔科等診療科による医師不足のほか，開業や大学医局人事等を理由とする医師
の退任により，標準医師数を充足している病院の割合は横ばいに推移したが，初
期値から改善傾向にあるので，事業は概ね有効である。
政策評価指標を全国値と比較すると，全国値は平成１５年（測定年）で６．３ポイント
増に対し平成１６年（測定年）で２．２ポイント増と伸びが緩やかな傾向を示している
のに対し，本県は平成１５年（測定年）で７．２ポイント増に対し平成１６年（測定年）
で１．１ポイント増と同様の傾向を示しており，このような状況の中で，微小ながら政
策評価指標が伸びていることから，概ね有効と判断する。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
多くの事業は，平成17年度から新たに取組を開始したものであり，事業全体の業績
指標，成果指標の推移から事業群の効率性を判断することは困難であるが，政策
評価指標値は微小ではあるが施策の目指す方向に進んでおり，概ね効率的と判断
する。しかし，政策評価指標は目標値に達していないことから，今後，すべての事業
を総合的にかつ強力に展開することにより，事業群の効率性を向上させていく必要
がある。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

大
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政策整理番号　2

施策評価

７
段
階
判
定

政策評価

行政評価委員会政策評価部会の意見

3

・政策評価指標「医療法に基づく医師数の標準を充足している病院の割合」では，未充足の病院がどの程度の充足率な
のか見えないため，施策が進んでいるのか進んでいないのかが分からない。指標は「病院の（医療法に基づく医師数の
標準に対する）平均充足率」に改めて，充足率を上げる努力が見えるものにしてはどうか。

・県民満足度や施策の達成状況を見ると、解決する課題が多い。特に小児科医や産科医などの確保、医師の偏在への
取り組みは、途についたばかりでまだ不十分である。

・県は政策評価指標の改善のために医師確保支援事業などに取り組んでいるが，必ずしも医師が少ないところに集中的
に医師が配置されていないのではないか。どのようにして医師の充足の目標を実現するのかを具体的に示してほしい。

・病院ごとの医師の充足率の状況を積極的に公表すべきではないか。病院の医師の充足率を公表して，市民の力をかり
て充足率を高めようとしている都道府県もある。公表にはマイナス面もあると思うが，事実は事実として公表してよいので
はないか。

・医師不足も領域によって異なる。公的病院の小児科や産婦人科はいないが，開業医には多い。例えば，病院の中に開
業してもらうような方法など，公的病院と開業医を組み合わせるような連携のあり方を進めてはどうか。

・政策評価指標「医療法に基づく医師数を充足している病院の割合」について，分野ごと，圏域ごとに示してほしい。

・充足率は病院だけではなく，小児科や産科がその地域にどれだけいるかなどの指標も確認してはどうか。
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

政策整理番号　4

政策名

外出時に不自由
を感じている障害
者・高齢者の割合

A 4位

拡充

【県関与・事業群設定：おおむね適切】
本施策での県の役割は，だれもが住みよい福祉のまちづくり条例により，本県全体
の指針や基準を制定し，バリアフリー，ユニバーサルデザインの普及啓発について
主導的役割を担っている。バリアフリーに関する普及・啓発を行うことにより，施設の
バリアフリー化の促進，県民意識の向上を図るものであり，施策目的を達成する上
で適切な事業である。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は５０点となっており，「満足度６０点以上の回答者割合」が３８．２％と
なっていることから，課題有と言える。政策評価指標「外出時に不自由を感じている
障害者・高齢者の割合」は目標値を上回っており，バリアフリー社会への取り組みが
効果を現しつつあり，有効と言える。ただし，指標の達成度は調査対象者の状況や
主観等により大きく影響されるものであることから，中期的なスパンで推移を見守る
必要がある。介護保険制度による宮城県内の住宅改修費申請件数の推移は，平成
１４年度４，５７１件，平成１５年度５，００８件，平成１６年度５，４５４件と継続して拡大
傾向にある。このことはバリアフリーに関する県民意識の高揚の一端であると考えら
れ，施策の効果が認められ有効と言える。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
政策評価指標達成度，社会経済情勢データ及び業績指標の割合（効率性指標）か
ら，事業群は概ね効率的と判断する。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　バリアフリー社会を一層推進していくためには，施設整備などのハード的なバリア
フリー化とともに、バリアフリーに関する県民意識の高揚，心のバリアフリーを進める
ことが重要である。バリアフリーみやぎ推進事業は，県民のバリアフリーに対する理
解や意識の浸透を図るものである。施策重視度と施策満足度のかい離は25点と大
きいことから，小学校児童及び一般県民を中心とした普及・啓発に加え，中学生以
上の学生や民間事業者等も対象とした事業についても施策を展開していく必要が
ある。

【施策・事業の方向性】
　高齢化社会の進展，要介護高齢者等の増加に伴い，バリアフリー社会の推進は
一層重要となっており，バリアフリーの普及・啓発についての事業対象者を拡大し，
効果的・効率的に事業を実施する。
　バリアフリーの普及・啓発はバリアフリー社会を実現する上での基本であることか
ら，これまでの一般県民へのパンフレットやホームページ等による啓発を推進してい
くとともに，小学生への「福祉のまちづくり読本」の配布による普及・啓発に加え，中
学生以上の学生への福祉教育や福祉活動実施の際の協働化（民間と県）を充実・
拡大し，より効果的な事業の推進手法について検討する。

評価原案

大8.1%

政策評価・シート（Ａ）の内容

おお
むね
適切

施策の
必要性

政策
評価

誰もが暮らしやすいバリアフリー・ユニバーサル
デザイン環境の整備

5080

1
バリアフリー・ユニ
バーサルデザイ
ンの意識啓発

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

おお
むね
適切

【施策群設定：適切】
政策の実現のためには５施策全てが引き続き必要である。「だれもが住みよい福祉
のまちづくり条例」の趣旨を踏まえ，バリアフリー社会の実現に向け支援が必要であ
る。
【政策評価指標群：適切】
政策評価指標「外出時に不自由を感じている障害者・高齢者の割合」は，障害を持
つ県民や高齢者に直接アンケート調査をしており，県民の満足度を知る上で有効
な評価手段であり，適切な政策評価指標と判断する。また，必要性を「大」とした施
策全てに指標が設定されており適切である。
【施策群の有効性：おおむね有効】
政策全体の政策評価指標達成状況（A：１指標）から「有効」，政策満足度結果（中
央値50点）から「おおむね有効」，社会経済情勢からは「おおむね有効」と判定し
た。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

重視度 満足度
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政策整理番号　4

政策評価

行政評価委員会政策評価部会の意見

・事業１「バリアフリーみやぎ推進事業（福祉のまちづくり普及啓発事業）」で配布されている副読本は主に小学生向けだ
が，中高生向けにも活用してはどうか。

・「だれもが住みよいまちづくり条例」では建物のバリアフリーの基準は定めているが，鉄道などの移動手段のバリアフリー
の基準については，努力義務にとどまっている。建物と移動手段は一体のものであり，建物ばかりバリアフリーでも，移動
手段はバリアフリーではないというのは問題ではないか。移動手段にも建物に準じたバリアフリーの基準を定めてはどう
か。

・この施策を展開することにより公益的施設などの拠点のバリアフリー化は進むが，そこまでの移動空間がバリアフリーで
ないために障害者がそこまで行けないことが考えられる。その場合，拠点の場所を選ぶ際の条件などはどう考えているの
か。

・車いすの方に対してはバリアフリーが必要だが，車いすを使用しない高齢者などは，過度にバリアフリーになることで身
体機能の向上が失われることも考えられ，バリアフリーをすることが必ずしも適切かどうかわからない。利用対象者がどん
な人なのかということを考えるように意識啓発をしてほしい。

・政策評価指標「外出時に不自由を感じている障害者・高齢者の割合」は障害者と高齢者を混ぜているが，障害者の不
自由と，高齢者の不自由は内容が異なると思われるので，別にした方がもう少しきめ細かい分析ができるのではないか。

・施策１「バリアフリー・ユニバーサルデザインの意識啓発」は県民の優先度が４位なのに必要性総括は「大」である。一
方，施策３「誰もが利用しやすい情報の提供」は優先度は２位だが，必要性は「中」になっている。
　施策３は，どこに利用しやすい施設があるかなど，関係者にとって重要なのではないか。基本票Ａシート「社会経済情
勢に適合した施策か」でも「視覚障害者や聴覚障害者・高齢者はまだ情報を得にくい状況にあり，引き続き施策を推進す
る必要がある」と記載があるので，情報の整備をしなければいけないのではないか。施策１よりも，情報提供を行う施策３
が重要に思われる。

・政策評価指標の体系化が不十分で整備されていない。県民満足度のかい離度が大きいにもかかわらず，圏域別、年
齢別等の分析・考察が不十分である。重視すべき施策に政策評価指標が設定されているか否かについて，適切と判断
されているが，県民満足度2位の施策（施策３）には政策評価指標は設定されていない。

施策評価

７
段
階
判
定

5

4
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

政策整理番号　4

政策名

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

施策の
必要性

政策
評価

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

12.6%

9.7%

大

維持

おお
むね
適切

2位

3位

5位

中

3.0% 中

中

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　政策満足度は50点と低調であり，政策重視度とのかい離も30点と非常に高いこと
から，施設や道路等のバリアフリー化をより一層進める必要がある。
　バリアフリーみやぎ推進事業は，県民のバリアフリーに対する理解や意識の浸透
を目的に普及・啓発を実施しているが，バリアフリー化を一層推進するため，建築士
等事業者への普及啓発及びバリアフリー社会づくりのための支援のあり方について
検討していく必要がある。
　離島航路を運航する船舶のバリアフリー化率は低く，継続的な取り組みが必要で
ある。

【施策・事業の方向性】
　高齢化社会の進展、要介護高齢者の増加に伴い、バリアフリー社会の推進は一
層重要となってくることから、鉄道駅舎等バリアフリー整備事業を引き続き実施する
ほか、離島航路を運航する船舶のバリアフリー化が必要である。
　鉄道駅舎等バリアフリー整備事業については、市町村と鉄道事業者との協議未了
により当分の間は事業計画がないことから、事業を休止する。
　離島住民の高齢化が進展していることから、離島航路を運航する船舶のバリアフ
リー化を引き続き促進する。
　県有施設以外の施設のバリアフリー化を促進するため，建築士等事業者への啓
発や支援策のあり方について検討する。

65.5%1位

【県関与・事業群設定：おおむね適切】
本施策での県の役割は，だれもが住みよい福祉のまちづくり条例により，本県全体
の指針や基準を制定し，バリアフリー，ユニバーサルデザインの普及啓発について
主導的役割を担っている。鉄道駅舎等のバリアフリー化に関しては、補助制度によ
り民間誘導を行っている。離島航路を運航する船舶のバリアフリー化に対して補助
している。事業群はそれぞれ施策目的をふまえた事業内容となっており適切であ
る。
【事業群の有効性：おおむね有効】
「施策満足度」は５０点となっており，「満足度６０点以上の回答者割合」が３６．６％と
なっていることから，課題有と言える。政策評価指標「外出時に不自由を感じている
障害者・高齢者の割合」は目標値を上回っており，バリアフリー社会への取り組みが
効果を現しつつあり，有効と言える。ただし，指標の達成度は調査対象者の状況や
主観等により大きく影響されるものであることから，中期的なスパンで推移を見守る
必要がある。介護保険制度による宮城県内の住宅改修費申請件数の推移は，平成
１４年度４，５７１件，平成１５年度５，００８件，平成１６年度５，４５４件と継続して拡大
傾向にある。このことはバリアフリーに関する県民意識の高揚の一端であると考えら
れ，施策の効果が認められ有効と言える。
【事業群の効率性：おおむね効率的】政策評価指標は目標を達成しているものの，
調査以来初めて低下した。業績指標は「バリアフリー化した県有施設数」は伸びて
いるが，「適合証の交付件数」，「整備したエレベーター数」は低下している。ただ
し，目標の達成度は調査対象者の状況や主観等に大きく影響されるものであること
から，中期的なスパンで推移を見守る必要があるので，概ね効率的と判断する。ま
た，介護保険制度による宮城県内の住宅改修費申請件数の推移は，平成１５年度
５，００８件，平成１６年度５，４５４件と継続して拡大傾向にあり，４つの業績指標のう
ち２つの指標が伸びてきていることから，概ね効率的と判断する。バリアフリー又は
ユニバーサルデザイン化された施設は着実に増加していることから，事業群は施策
に対して概ね効率的であると判断する。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

外出時に不自由
を感じている障害
者・高齢者の割合

A2
誰もが利用しやす
い施設や道路等
の整備

4
誰もが使いやす
い製品づくり

バリアフリー等を
進める専門家、Ｎ
ＰＯ、ボランティア
の育成

誰もが利用しやす
い情報の提供

5

3
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政策整理番号　4

政策評価

行政評価委員会政策評価部会の意見

施策評価

７
段
階
判
定

5

・鉄道駅舎等バリアフリー整備事業では駅のエレベーター整備に対して補助をしているが，バリアフリーにして障害者の
利用が増えているのかの評価が難しい。
　エレベータは障害者だけでなく，健常者でも荷物を持った人も利用する時に非常に便利である。根拠が必要だが，バリ
アフリーによる直接的な効果だけでなく，付帯的な効果も記載してもよいのではないか。

・施策の指標体系の整備ができていない。駅等のエレベーター整備補助事業は、移動する際のインフラとしての意義は
あるが、各種施設等の利用アクセスについても評価することが望まれる。
　県民満足度と重視度のかい離が大きいので、対応策について検討が望まれる。
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

おお
むね
適切

【施策群設定：適切】
生涯を健康に暮らすためには，健康を増進し発病を予防する「一次予防」，疾病の
早期発見・早期治療を図る「二次予防」，疾病の適切な治療や機能の回復・維持を
図る「三次予防」に係る対策を推進していく必要がある。政策を実現するため７施策
全てが必要と認められる。
【政策評価指標群：課題有】
「健康寿命」は指標としてはふさわしいと考えられるが，現況値を算出できないことか
ら，新たな指標の設定を検討している。施策６に「６５歳以上人口の中で重度要介護
者数（介護保険の要介護度４及び５の認定を受けている人の数）の占める割合」を
設定し，施策を適切に評価できるように改善した。必要性を「大」とした施策全てに
指標が設定されており適切である。
【施策群の有効性：おおむね有効】
政策全体の政策評価指標達成状況（判定不能：２指標）から「判定不能」，政策満
足度結果（中央値60点）から「おおむね有効」，社会経済情勢からは「おおむね有
効」と判定した。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

施策の
必要性

政策
評価

生涯を健康に暮らすための健康づくりと病気の予
防への取組

6080

1
健康づくりに関す
る意識の向上

評価原案

大34.2%

政策評価・シート（Ａ）の内容

おお
むね
適切

【県関与・事業群設定：適切】
本施策での県の役割は，県の健康増進計画である「みやぎ２１健康プラン」の推進
等に関する全県的な普及啓発，人材育成，環境整備を行うとともに，市町村及び関
係団体等への技術支援及び情報提供を行うことである。県民一人ひとりが生きがい
を持って充実した人生を健やかに暮らすことができるよう「みやぎ２１健康プラン」を
策定し，プランの重点項目である食生活，運動，たばこ対策等の各種普及啓発及
び環境整備事業の実施とともに市町村における健康増進計画の策定を支援し，市
町村の特色に応じた健康づくり施策の推進を図っている。健康づくりは，県民一人
ひとりが主体的に取り組むことが必要であるが，県がこれらの事業を実施すること
で，県民の健康づくりへの意識を高め，個人の取り組みを支援するものであり，施策
目的に沿った事業である。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は60点であり，有効であると判断する。政策評価指標「健康寿命」につ
いては，毎年算出できないため判定不能である。本県の老人保健事業の各市町村
における基本健診受診率は，平成12年49.8％，平成15年49.9％，平成16年51.4％
と向上しており，県民の健康づくりの意識の向上が見られる。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
政策評価指標は達成度を判定することができない。社会経済情勢データは，施策
の目指す方向に進んでおり，事業全体の業績指標・成果指標の推移と比して効率
的と認められる。事業は，概ね効率的に実施されていると判断される。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　健康寿命の延伸を図るため，引き続き県民の健康づくりの意識向上を図る必要が
ある。
　平成17年度に「みやぎ２１健康プラン」に掲げる目標（指標）の中間評価を行ったと
ころ，約半数の指標が改善されているものの，改善がみられない指標も半数近くあ
り，今後のプランの目標達成に向け，事業の重点化やより一層の効率化を図ってい
くことが必要である。

【施策・事業の方向性】
　平成17年度に「みやぎ２１健康プラン」の中間評価を実施したが，健康づくりと病
気の予防への取組のためには，より一層の県民意識の向上を図ることが必要であ
り，今後さらに事業を強化していく必要がある。
　健康づくりは県民一人ひとりの取り組みが重要であることから，栄養・食生活，運
動，たばこ等健康づくりに関する県民意識の一層の向上を図る。
　特に働き盛り世代への働きかけを強化するためには，職域保健との連携が必要で
あり，地域・職域連携体制を整備する。
　推進基盤となる市町村，関係機関との連携強化を図る。
　直接住民に働きかける市町村の役割が大きいことから，全ての市町村での健康増
進計画の策定と計画の推進についての支援を強化する。
　生涯を通じた健康づくりのための食育を推進する。

・・・ 2位

拡充

政策整理番号　5

政策名

健康寿命（６５歳
時の平均自立期

間）

重視度 満足度
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政策整理番号　5

施策評価

７
段
階
判
定

4

4

・政策評価指標は毎年度データが把握できないなど未整備であるので，適切な指標を検討してほしい。

・施策５「難病患者等の健康維持の支援」の満足度(満足度60点以上の回答者割合)が低い。評価の対象になっていない
ので，評価の対象にしてはどうか。どこかに課題があるから満足度が低いのではないか。なぜ満足度が低いのか，その原
因を検討することは必要ではないか。

・政策・施策の満足度を事業レベルに結びつけるには，政策・施策のレベルで圏域ごとや住民属性をある程度意識して
分析しなくてはいけない。ターゲットとする圏域や住民を絞らないと介入の効果があまり上がらない。県民満足度を向上さ
せるためには，全県一区ではなくて，満足度の低いところにターゲットを絞った方がいいのではないか。

・政策評価指標「健康寿命（６５歳時の平均自立期間）」は長期的には意味のある指標で良いと思うが，現況値を把握で
きるのが１５年に１回であり，毎年度の評価には使えないので，短期・中期的な指標など，適切な指標を検討してほしい。
　引き続き「健康寿命（６５歳時の平均自立期間）」を政策評価指標とするならば，線型で推計値をとるなどしてはどうか。
　または，ＢＭＩや喫煙率や要介護率など，複数の指標をレーダーチャートで見るようにしてはどうか。年度ごとにどのよう
な変化があるかを見ながら，介入の種類を変えていくということが根拠性があると思う。どのような指標を設定するかは，県
が重点をおくものや，禁煙対策などのなかなか対策が進まないものを設定してはどうか。

政策評価

行政評価委員会政策評価部会の意見
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

施策の
必要性

政策
評価

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

政策整理番号　5

政策名

健康寿命（６５歳
時の平均自立期

間）
・・・2

生活習慣病の早
期発見と予防

1.6%3

中

中

5
難病患者等の健
康維持の支援

歯と歯ぐきの健康
づくり

4
結核等感染症の
予防と正しい知識
の普及

44.2%1位

【県関与・事業群設定：適切】
本施策での県の役割は，全県的な普及啓発，人材育成，環境整備を行うとともに，
市町村が行う事業への財政的，技術的支援を行うことである。県民一人ひとりが生
きがいを持って充実した人生を健やかに暮らせることができるよう「みやぎ２１健康プ
ラン」を策定し，県民の健康づくりや生活習慣病予防の普及啓発事業，住民への健
康診査等を実施する市町村老人保健事業の補助，検診従事者の資質の向上を図
る講習，生活習慣病の罹患等の実態を把握し今後の対策ための基礎資料を作成
する事業，検診の精度管理により質の高い検診実施体制を整備する事業，健康的
な食生活を指導実践する栄養士・調理師等のマンパワー育成事業，女性特有の病
気等に対応するための健康相談事業等の事業に取り組んでいる。健康づくりは，県
民一人ひとりの取組が重要であるが，県がこれらの事業を実施することにより生活習
慣病の早期発見と予防対策をより推進するものであり，各事業は施策目的に沿った
事業である。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は60点であり，有効であると判断する。政策評価指標「健康寿命」につ
いては，毎年算出できないため評価不能である。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
政策評価指標は達成度を判定することができない。社会経済情勢データは，施策
の目指す方向に進んでおり，事業全体の業績指標・成果指標の推移と比して効率
的と認められる。事業は，概ね効率的に実施されていると判断される。政策評価指
標については達成度が評価できないが，施策満足度は高い。成果指標及び社会
経済情勢を示すデータから，一定の施策の効果が認められることから，事業群は概
ね有効と判断される。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　健康寿命の延伸を図るため，引き続き生活習慣病の早期発見と予防対策を推進
する必要がある。
　平成17年度に実施した「みやぎ２１健康プラン」の中間評価結果では，約半数の
指標が改善されているものの，改善がみられない指標も半数近くあり，今後の目標
達成に向け，より一層の成果を上げるため事業の強化を図っていく必要がある。

【施策・事業の方向性】
　平成17年度に実施した「みやぎ２１健康プラン」の中間評価でも，生活習慣病の発
症予防・重症化予防のためには，さらに対策を強化していくことが必要とされてお
り，この施策は次年度も重点的に取り組んでいく必要がある。
　健康づくりは県民一人ひとりの取り組みが重要であることから，生活習慣病予防に
関する県民意識の一層の向上を図る。
　特に働き盛り世代の健康意識が低いことから，これらの世代への働きかけを強化
し，ターゲットを絞った事業の展開を図る。
　直接住民と接する市町村の取組が重要であることから，市町村において，より一
層実効性のある事業が実施できるよう支援を行う。
　生活習慣病の早期発見につながる検診体制の充実，質的向上を図る。
　国では今後の生活習慣病対策の推進のため，メタボリックシンドローム（内臓脂肪
症候群）の概念を導入した対策の推進を打ち出し，現在進めている医療制度改革
の中でも，生活習慣病の予防を国民運動として展開し，都道府県健康増進計画に
メタボリックシンドロームの有病者・予備群等に関する目標を設定することが盛り込ま
れている。今後は，これに沿って対策を強化・推進していく。
　本県の総死亡数の３割を占め，死因の１位となっているがんの予防対策を強化す
る。

7位

4位

6位

中

2.2%

3.5%

大

拡充

おお
むね
適切
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政策整理番号　5

施策評価

７
段
階
判
定

政策評価

行政評価委員会政策評価部会の意見

4

・施策１と同様に，現在の指標では成果の測定が不十分なので，喫煙率やＢＭＩなど分かりやすく測定しやすい指標が必
要である。

・検診団体が行う検診の質のチェックに引き続き取り組んでほしい。

・健康診査の受診率が向上しているということだが，要精密検査の場合の受診率についても圏域別のデータを把握をもと
に受診率向上のための対策をとってほしい。
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

施策の
必要性

政策
評価

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

政策整理番号　5

政策名

地域リハビリテー
ションサービスの
提供

・・・
健康寿命（６５歳
時の平均自立期

間）

６５歳以上人口の
中で重度要介護

者数（介護保険の
要介護度４及び５
の認定を受けて
いる人の数）の占

める割合

・・・

7
薬物乱用防止啓
発活動の推進 5位 2.6% 中

おお
むね
適切

6 大3位 10.8%

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　本県のリハビリテーション資源（スタッフ，施設等）は全国的に下位に位置してお
り，この充実に向けた取組をさらに強化する必要がある。また，事業の有効性，効率
性をより一層高めるため，保健・医療・福祉関係機関・団体による連携の強化を図る
必要がある。

【施策・事業の方向性】
　今後，高齢化がより一層進展し，要介護高齢者等の増加が見込まれている。こうし
た中，障害の維持・改善を図り，自立した生活や社会参加等を実現するため，リハ
ビリテーションの重要性はますます増している。
　施策重視度が75点に対して，施策満足度は50点にとどまっており，県民は，県の
取組がまだまだ十分ではないと感じている状況にある。この背景には，本県のリハビ
リテーション資源が極めて乏しい状況があり，この改善に向けてより一層積極的な取
組が必要である。
　リハビリテーション資源の中でも，特に急性期・回復期における医療や在宅で生活
する人に対するリハビリテーションサービスを行う施設，並びに，これらを担う医師，
理学療法士，作業療法士，言語聴覚士等のスタッフが重要な役割を果たすことか
ら，これらの充実に向けた取組を重点的に強化していきたい。

拡充

【県関与・事業群設定：適切】
本施策での県の役割は，市町村等で対応困難な事例に対する技術支援，リハビリ
テーション従事者の資質向上等を図るとともに，全県的に高度で専門的なリハビリ
テーションサービスの提供を行う体制を整備することである。市町村等に対する支
援や人材の育成，専門的なリハビリテーション支援機能の整備，極めて不足してい
る状況にある医療・介護分野におけるリハビリテーションサービスの充実に向けた取
組等であり，すべて施策目的を実現するために必要な事業である。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度（中央値）は50点，満足度60点以上の回答者割合は32.6％にとどまっ
ており，事業群の有効性を確認することはできない。政策評価指標「健康寿命」に
ついては，毎年現況値を算出していない。「６５歳以上人口の中で重度要介護者数
（介護保険の要介護度４及び５の認定を受けている人の数）の占める割合」につい
ては，今回新たに設定したものであり，昨年度時点の目標値は設定していない。な
お，平成17年度の介護保険のリハビリテーション関連サービスの利用（提供）回数を
前年度と比較すると，訪問リハビリテーションは前年度比7.8％増，通所リハビリテー
ションは8.0％増となっており，要介護者の増加率5.3％を上回っている。また，リハビ
リテーション医療を行う医療機関や対応可能な病床（回復期リハビリテーション病
棟）や理学療法士・作業療法士を雇用・活用する市町村も増加しており，リハビリ
テーション体制が徐々に整備されてきている。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
継続事業については，約７割の事業においての効率性指標が改善しており，また，
下がった３事業のうち，リハビリテーション協議会については昨年度は他事業の予
算を活用したという特殊な事情があったこと，また，専門研修については１回当たり
の規模（参加者数）が増加したことが要因である。新規事業については，効率的な
運営を行い，当初の目標を達成している。事業群全体としては，社会経済情勢デー
タや効率性指標から見て概ね効率的であるといえる。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。
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政策整理番号　5

施策評価

７
段
階
判
定

政策評価

行政評価委員会政策評価部会の意見

3

・政策評価指標「６５歳以上人口の中で重度要介護者数（介護保険の要介護度４及び５の認定を受ける人の数）の占める
割合」は，推計値から減ずる割合としてはどうか。
　重度要介護者がこのままで放置すると平成22年度に４．７％になると推計されるところを，重度要介護者数を少なくしよ
うという政策の効果で４．４％に押さえ込むようにということが表現されないといけない。今の指標では，ただ重度要介護者
が増えていくように見えてしまう。

・リハビリテーションの効果を求める場合，この分野はマンパワーが必要な部分なので，人的資源に関する指標をとって
おく必要があるのではないか。また，連携の度合いを示す指標もあるとよいのではないか。

・入院期間の短縮で退院がかなり早まって，療養型の方でリハビリを必要とする人が増える可能性があるが，その場合に
看護師で対応できるかという問題がある。実態調査などの結果を見ながら，地域リハビリテーションの人的資源の確保を
検討してほしい。

・ＰＴ（理学療法士）・ＯＴ（作業療法士）の県内定着率が低いが，魅力的な医療施設がないと人材は県内に定着せず，県
外に流出してしまうのではないか。

・地域リハビリテーションの医療施設の拠点を整備するべきではないか。
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

県救急隊数に占
める救急救命士
運用隊の割合

A

活動救急救命士
に占める気管挿
管有資格者の割

合

A

活動救急救命士
に占める薬剤投
与有資格者の割

合

A

・・・
救急車現場到着
時間の全国対比

値

【施策群設定：適切】
政策を実現するため７施策全てが必要と認められる。しかし，本政策に含まれるべき
施策内容は非常に多岐にわたり，同一の枠組みで論ずるのは困難である。特に，
施策１「救急搬送体制の整備」については，政策２の施策３「救急医療体制の充実」
の枠組みの中で総合的に議論することが適切であるため，次期実施計画策定時に
施策体系の見直しを検討すべきと考えられる。なお，施策６「生活保護や雇用保険
など生活を保障する制度の充実」について，雇用保険に関する施策は国の施策で
あるため施策名を変更する必要がある。
【政策評価指標群：おおむね適切】
評価対象の２施策の指標は適切と判定した。施策３（事故のない安全で快適な交通
社会の実現）は17年度において違法駐車に係るシステムの構築のみを行ったため
評価できない。優先度が１位となっている施策２（犯罪のない安心して暮らせるまち
づくり）に指標が設定されていないことから，今後，妥当な指標の設定について検討
する必要がある。
【施策群の有効性：おおむね有効】
政策全体の政策評価指標達成状況（A：３指標，B：１指標，判定不能１指標）から
「おおむね有効」，政策満足度結果（中央値55点）から「おおむね有効」，社会経済
情勢からは「おおむね有効」と判定した。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

おお
むね
適切

2
犯罪のない安心
して暮らせるまち
づくり

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

満足度（施策）

県民が安心して安全な生活を送るための環境づ
くり

5580

1
救急搬送体制の
整備

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

おお
むね
適切

維持

【県関与・事業群設定：適切】
本施策での県の役割は，救急隊の増隊に伴う一般救急自動車の整備及び消防力
の整備指針を下回る団体の高規格救急自動車の整備につき，県単独補助を行い
整備を促進することである。救急業務高度化推進事業に関しては，メディカルコント
ロール協議会を運営し，また，救急救命士の養成を支援することである。高規格救
急自動車の整備や救急救命士の養成は，多額の費用を要するため市町村・消防
本部等が単独で行った場合には長い年数を要し，又は整備が行えないことが考え
られるため，救急搬送体制高度化を促進する観点から，県と市町村・消防本部が連
携して整備を進める必要がある。
【事業群の有効性：おおむね有効】
満足度は５０点で，施策満足度６０点以上が４１．４％で概ね有効と判断する。政策
評価指標「救急車現場到着時間の全国対比値」は，現況値未確定のため判断不
能。「県救急隊数に占める救急救命士運用隊数の割合」，「活動救急救命士に占め
る気管挿管有資格者の割合」，「活動救急救命士に占める薬剤投与有資格者の割
合」は目標値を達成し，各事業は概ね有効であったものと判断する。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
救急救命士による処置を受けた傷病者に占める1ヶ月後生存者の割合に向上が見
られる（H14　6.3％，H15　6.6％，H16　7.1％）等，施策の目指す方向に推移してお
り，効率的であると判断する。政策評価指標達成度と社会経済情勢データの推移
は事業の推移との相関性を示している。各事業も効率的に展開されていると判断で
きる。事業は施策の目的に対して概ね効率的に実施されていると判断できる。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　増加する搬送患者数や，救急業務の高度化に対応するためには，当該施策群は
妥当かつ有効であり，引き続き実施していく必要がある。

【施策・事業の方向性】
　搬送患者数が増加していく中，救急搬送体制の確立は必要不可欠であり，今後も
維持していくべき施策である。
　救急隊数，高規格救急車運用救急隊数ともに充実を図るため，市町村・一部事
務組合に対して補助を活用した整備を助言していく。
　救急救命士の育成のため，救急振興財団での講習の効率的活用を助言してい
く。
　気管挿管・薬剤投与を行う救急救命士の認定を円滑に進めるため，MC協議会，
消防学校及び消防本部間の連携を密にしていく。

施策の
必要性

政策
評価

大

52.5%

9.6%

1位

3位

大

政策整理番号　6

政策名

重視度 満足度
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政策整理番号　6

・政策評価（総括）で，「Ａ－１からＡ－３を総合的に検証した結果～」のような記述はあまり意味がない。評価の結果，ど
のような課題があるのかなどを記載してほしい。

・政策評価指標の体系化が不十分。施策２は県民満足度で優先順位の高い施策であるが，政策評価指標は設定されて
いない。

3

行政評価委員会政策評価部会の意見

・政策評価指標「救急車現場到着時間の全国対比値」の分析カードで，指標の選定理由に「単純な本県の救急搬送時
間の経年変化の比較では，救急搬送体制の充実の実態を示すものとは言えない」と言い切っているが，この記述はおか
しいのではないか。
　現場到着時間が長くなっていることは問題であり，現場到着時間は実態を示していることは間違いがない。

・医療機関や救急受入体制の整備は医療整備課が担当しているが，消防が把握している救急搬送の情報が提供されな
いと対応できないので，情報を共有して連携して対応してほしい。
　また，収容してから病院に送るまでの時間を把握しないと，連携情報としては使えない。

・確かに高規格救急自動車が行くことで救命率は上がるかもしれないが，やはり早く病院に搬送することが大事である。
救急車に収容してからの時間も把握して，医療整備課と共有して解決してほしい。

・救急車現場到着時間がどのような原因で時間が延びているのか分析しないと対策がたてられないのではないか。采配
が悪いことにより時間が延びているのか，しっかり采配されて効率的に動いているのに，救急電話が多すぎて搬送しきれ
ないのかなどをよく考察してほしい。

・救急車現場到着時間が延びる原因として確かに交通渋滞もあるかもしれないが，全ての原因が交通渋滞とは思えな
い。原因が交通渋滞と判断するには，救急車の走行距離や走行時間などのデータが必要だが，データがないのに交通
渋滞と判断するのは，単なる思いこみかもしれない。
　救急車の走行距離と時間を計ることにより平均時速が計算できるので，救急車の渋滞による影響を把握できるのではな
いか。

・全国平均に比べ，宮城県の救急車現場到着時間の悪化は少ないということだが，政策評価指標は全国平均との比較
をするよりも，現場到着時間を短くする目標にしてはどうか。全国的に救急車現場到着時間が長くなっているという傾向
であれば，目標を現状維持とか，少し長くなるように設定してもよい。

・政策評価指標「救急車現場到着時間の全国対比値」は救急車の現場到着までの時間になっているが，これでは救急
車が現場に到着しても病院に到着する間に１時間立ち往生した場合など，病院までの時間はカウントされない。大事なの
は，どちらかというと病院に到着するまでの時間だと考えられるが，なぜ現場到着までの時間にしているのか。

・救急の指標として「救急車現場到着時間の全国対比値」は有効だが，加えて「救急車に収容する時間がどのくらい
か」，「現場をスタートしてから病院までの搬送時間がどのくらいか」の３つくらいにしないと，問題が見えない。例えば，救
急隊は迅速に現場に到着しているのに結果的に病院の到着時間が遅い場合に，どこに時間がかかっているかが把握で
きる指標を作らなければならないのではないか。

・政策評価指標について検討しているのは評価に値する。

・４つの政策評価指標のうち達成度が判定できる３つの指標で達成度が「Ａ」なのに，政策評価指標達成状況からの施策
の有効性評価が「有効」ではなく「概ね有効」となっている。何かネガティブな側面があるから「概ね有効」なのだと思われ
るが，その記述はない。「概ね有効」と判断した理由を具体的に書くべきではないか。

政策評価
７
段
階
判
定

施策評価

3
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

満足度（施策）

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

施策の
必要性

政策
評価

政策整理番号　6

政策名

3 大
年間の交通事故

死者数

生活保護や雇用
保険など生活を
保障する制度の
充実

5

4位

大2.1%

維持

おお
むね
適切

【施策・事業の方向性】
　食の安全安心確保のためには、今後も継続して事業を推進していく必要がある。
　みやぎ食の安全安心県民総参加運動事業は、平成16年度途中から開始したもの
であり、社会経済情勢等からこの事業を引き続き着実に推進することが必要である。

【県関与・事業群設定：おおむね適切】
本施策での県の役割は，みやぎ食の安全安心推進条例に基づき、国、他都道府
県及び市町村と密接な連携に努めるとともに、食の安全安心に関し、県民が幅広く
主体的に関わることができるよう、県民の参加の促進に関する必要な施策を実施す
る役割を担っている。食の安全安心を確保するためには、消費者、生産者・事業者
及び行政が協働して取り組むことが必要であり、消費者が参加する「食の安全安心
消費者モニター制度」及び生産者・事業者が自ら取り組む「食の安全安心取組宣
言」を中心に「みやぎ食の安全安心県民総参加運動」を推進することは、本施策目
的を実現するために必要と判断される。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は６０点となっており、ある程度満足している状況となっていることから、
政策に対する施策の効果はある程度確認することができる。政策評価指標「食の安
心安全取組宣言者数」について，本事業は平成１６年度途中から登録受付を開始
したため仮目標値を達成できなかったが、平成２２年度目標値に向け今後事業を推
進することにより目標値達成は可能であると考える。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
本事業は平成１６年度途中から登録受付を開始し、また１７年度途中で指標を追加
したため、明確な比較判定をすることはできないが、取り組み宣言者数について
は、一定の増加が図られており概ね効率的と判定できる。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

食の安全安心取
組宣言者数 B

6位 3.2% 大

建築物の安全性
と適正な維持保
全の確保

事故のない安全
で快適な交通社
会の実現

4
食品や水道水な
どの安全確保

6

7
消費者被害の防
止

2位 17.6%

8.5% 中

5位

大

5.7%

7位
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政策整理番号　6

行政評価委員会政策評価部会の意見

政策評価
７
段
階
判
定

施策評価

・政策評価指標「食の安心安全取組宣言者数」は生産者（事業者）全体に占める宣言者数の割合を明記してほしい。

・満足度のかい離を圏域・年齢ごとに分析して，各圏域の産業などを考え合わせるといろいろなことが分かるので検討し
てほしい。

・「みやぎ食の安全安心取組宣言」の趣旨はよく分かるが，県のチェック機能として事業者には買い取り検査がある一方，
生産者には検査がない。チェック体制が十分でなく，罰則規定もない。消費者は「みやぎ食の安全安心取組宣言」のロゴ
マークがついた商品を行政が正当と認めたものと思うのではないか。
　宣言の信頼性を高めるには，生産者に対してもサンプル検査を行うなど県のチェック態勢の強化を図り，問題が起きた
場合には宣言を取り消すこともできるようなしくみをつくる必要があるのではないか。

4
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

3

おお
むね
適切

【施策群設定：おおむね適切】
政策目的実現のためには，性別，年齢，障害の有無にかかわらず，全ての人が社
会の対等な構成員として，自らの意志によって社会のあらゆる活動に参画する機会
が確保され，ともに責任を担う社会を実現する必要があり，各施策全てが必要と認
められる。
【政策評価指標群：おおむね適切】
３つの指標のうち２指標をおおむね適切と判断した。施策４の指標（高齢者のうち就
業・社会活動している者の割合）については，５年ごとの指標値であるため，施策の
有効性を評価するうえであまり適切とは言えない。施策を適切に評価できる指標を
検討したい。
【施策群の有効性：おおむね有効】
政策全体の政策評価指標達成状況（Ａ：１指標，B：１指標，判定不能：１指標）から
「おおむね有効」，政策満足度結果（中央値50点）から「おおむね有効」，社会経済
情勢から「有効」と判定した。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

施策の
必要性

政策
評価

男女共同参画社会の実現と全ての人が参加でき
る社会の形成

5070

障害者の社会参
加

1
男女がともに個性
と能力を発揮でき
る社会づくり

2
青少年の社会参
加

評価原案

大

9.5%

37.5%

4位

政策評価・シート（Ａ）の内容

おお
むね
適切

維持

【県関与・事業群設定：おおむね適切】
本施策での県の役割は，宮城県男女共同参画推進条例，宮城県男女共同参画基
本法により男女共同参画についての基本となる考え方，方向性を示し，県民等の考
え方の拠り所とすることである。女性の社会参加を促進するために県が率先して人
材の養成を行い，また，社会参加の重要性について県民，事業者に理解を深めて
もらうための意識啓発が重要であり，必要な事業である。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は５０点であり満足度６０点以上の回答者の割合も４０％を超えているこ
とから、事業の効果が全くなかったとは言えないが、今後、より多くの県民の満足度
を高めていくという点では課題が残る。政策評価指標「県の審議会等委員の女性比
率」は年々上昇してはいるが、仮目標には達していない。各事業の業績指標・成果
指標では，多くが増加傾向を示しており、総合的に判断して，事業は概ね有効と判
断する。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
政策評価指標は施策の目指す方向に推移しており、業績指標・成果指標の増加と
相関が認められる。また，各事業とも効率性が向上し、概ね効率的であると判断す
る。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。
【評価結果から抽出される課題と対応策】
　政策評価指標の目標値を達成するため、引き続き重点的に実施する必要がある。
　審議会等への女性参画については、医療関係等の専門性を必要とされる分野に
おいて女性の人材不足が認められ、課題となっている。そのため、引き続き女性の
人材養成とともに、人材の発掘をしていくことが求められる。こうしたことから、引き続
き重点的に実施する必要がある。

【施策・事業の方向性】
　この施策は、社会情勢や県民満足度調査の結果から見て非常に必要性が高いも
のであるが、男女がともに個性と能力を発揮できる社会づくりへの取組は即時に効
果が明らかになるものではなく、継続的な取組が必要である。
　県民にとって、市町村はより身近に感じられる存在であるため、これまで以上に市
町村との連携を強化し、引き続き重点的に取り組む必要がある。

5位 大4.5%

B

大

1位

政策整理番号　24

政策名

県の審議会等委
員の女性比率

重視度 満足度

36



政策整理番号　24

施策評価

７
段
階
判
定

3

3

・施策５は人権擁護の施策だが，他の施策と比べるとやや異質である。

・各施策の政策評価指標の整備が必要である。

・政策評価でそれぞれの施策がどの程度目的を達成したかということを総合的に判断するときに，県の関与の度合いなど
を施策ごとにウェイトを考慮して評価してはどうか。

・政策評価指標「県の審議会等委員の女性比率」は，任命権を持つ県が比率を上げようと思えば上げられる難点がある。

・例えば，県の幹部職員の女性比率は，男女共同参画の意識の徹底を把握するのに有用と思われる。

・政策評価指標は実際の社会の男女共同参画の状況をできるだけ反映するものにする必要がある。

・審議会の委員については県の努力により女性の登用が進んでいるが，実際の社会では，会社などでは男性が優遇され
ていて，それほど女性の登用は進んでいないのではないか。県は社会や経済界に対して男女共同参画の要請をするべ
きではないか。

・企業体における昇進，昇格，幹部登用などの面での男女共同参画に係るデータの把握と分析，検討が望まれる。

・ポジティブ・アクション推進事業で，入札で有利になるような具体的なメリットを与えると，形だけのポストをつくるようなこと
になるおそれがあるので，実態調査で確認してもらいたい。

政策評価

行政評価委員会政策評価部会の意見
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

施策の
必要性

政策
評価

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

政策整理番号　24

政策名

高齢者のうち就
業・社会活動して

いる者の割合
・・・

A

提供するサービス
に関し第三者評

価を実施した入所
施設の割合

5
女性や子ども、高
齢者や障害者等
の人権の擁護

4
高齢者がいきいき
と生活する社会づ
くり

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　政策評価指標の目標値を達成するため，取り組みを強化する必要がある。

【施策・事業の方向性】
　10年先の高齢化社会を見据え，団塊世代など元気シニアを対象とした取組を強
化する必要がある。
　平成17年度から「元気シニアのイキイキ生活応援プロジェクト」をスタートしている
が，団塊世代向けの核となる事業化やシニアカレッジアカデミー等に継続的に取り
組む必要がある。

【県関与・事業群設定：適切】
本施策での県の役割は，高齢者の生きがいと健康づくりのための各種事業を実施
するため，県・市町村及び民間で協力して設立した宮城県の「明るい長寿社会づく
り推進機構」である（財）宮城いきいき財団（現（社福）宮城県社会福祉協議会）のほ
か，市町村，県老人クラブ連合会等を支援することである。高齢者が行う様々な地
域活動のリーダーとなる人材の養成，高齢者のスポーツや文化活動を通じて交流
を深める場の提供など，元気高齢者の社会参加を促進する環境づくりのための象
徴的な事業となっており，すべて施策目的を実現するために必要な事業である。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は今回は50点になっている。満足度を高める事業は広汎で，県の事業
だけではないと考えており，県の取組みとしての限定した評価とすればやむを得な
いが，一定の効果はあり，おおむね有効と認められる。また，政策評価指標「高齢
者のうち就業・社会活動している者の割合」は現況値が把握できず判定不能であ
る。社会経済情勢を示すデータの推移からは，内閣府の調査では，H5：42.3％，
H10：43.7％，H15：54.8％と高齢者の社会参加活動は活発になっている。施策満足
度，社会経済情勢，業績指標，成果指標から一定の施策の効果が認められること
から，事業群は概ね有効と判定する。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
政策評価指標が判定不能であるが，業績指標，成果指標は施策の目指す方向に
進んでいると判断できるので，事業群は，おおむね効率的に実施していると判定で
きる。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

3位

2位

大

25.4% 大

21.9%

維持

おお
むね
適切

【県関与・事業群設定：適切】
本施策での県の役割は，国の第三者評価制度の提示に伴う具体の実施，市町村
が行う高齢者虐待防止の取組への支援をすることである。民間非営利団体による第
三者評価など先導的な権利擁護活動の支援，市町村が行う高齢者虐待防止の取
組への支援などの事業構成になっており，すべて施策目的を実現するために必要
な事業である。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度（中央値）は50点，満足度60点以上の回答者割合は42.5％である。ま
た，政策評価指標「提供するサービスに関し第三者評価を実施した入所施設の割
合」は，仮目標値に達し，着実に増加している。社会経済情勢を示すデータの推移
からは，県が行った身体拘束廃止取組状況調査では，介護保険施設等のうち，身
体拘束を行っている事業所の割合は，平成13年度72.8％，平成14年度64.2％，平
成15年度47.4％，平成16年度41.5％，平成17年度36.9％と着実に減少しており，施
設での権利擁護の取組が進んでいる。以上から一定の施策の効果が認められるの
で，事業はおおむね有効と判断できる。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
政策評価指標は目標値に達し，業績指標，成果指標でも施策の目指す方向に進
んでいると判断できるので，概ね効率的と判断できる。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

維持

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　政策評価指標の目標値を達成するため，引き続き重点的に実施する必要がある。
　介護保険や自立支援給付など，福祉サービスの在り方が大きく転換する中，利用
者が適切なサービスを受けられるかどうかが重要な課題となっている。こうした状況
においては，福祉施設のサービス内容に係る第三者評価は，サービスの質の維
持・向上に非常に重要な役割を担うものとなる。また，高齢者虐待の防止対策が求
められる中，地域単位の虐待防止のためのネットワークづくりなどの取組が求められ
ている。こうしたことから，引き続き重点的に実施する必要がある。

【施策・事業の方向性】
　高齢者の権利擁護を推進するため，これまで民間活動の支援，介護サービスの
第三者評価の推進を図ってきた。
　平成17年には，介護保険法の改正や高齢者虐待防止法が制定され，介護サービ
スの一層の質の確保・向上や，家庭や施設での高齢者虐待の防止に対する取組が
求められており，引き続き事業に取り組む必要がある。
　また，福祉サービスについては，平成18年度から新たに福祉サービス第三者評価
推進事業として，関係課による総合的な検討が開始されている。
　これらの方向性を踏まえて，引き続き事業を推進する。

おお
むね
適切
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政策整理番号　24

施策評価

７
段
階
判
定

政策評価

行政評価委員会政策評価部会の意見

4

3

・政策評価指標「提供するサービスに関し第三者評価を実施した入所施設の割合」は施策を評価するものとなっていな
い。第三者評価は必要だが，実施割合が指標になっているのはおかしい。第三者評価をしたからといって，人権が擁護
されるということではないのではないか。見直しは不可欠である。
　例えば，子どもの人権の擁護を考えた場合，政策評価指標は「虐待の件数」のような指標が適切なのではないか。

・「提供するサービスに第三者評価を実施している入所施設の割合」で対象となっている入所施設について，子どもや女
性が入所する施設と，高齢者が入所する施設では性格が異なるのではないか。高齢者が入所する施設と人権を侵害さ
れるおそれがある人が入所する施設とで評価指標を分けるべきではないか。
　全ての施設で第三者評価を導入するという目的かもしれないが，そうであれば子どもや母子についても，広く一般の人
が利用するような，保育所などの施設も対象にするべきではないか。

・政策評価指標はいろいろな形態の入所施設が混在しているが，虐待などの人権侵害の危険が起きやすい施設とそうで
はない施設があると思う。起きやすい施設と起きにくい施設を混在させて評価すると，起きやすい施設が隠れてしまう恐
れがあるので，分けて考えた方がよいのではないか。

・第三者評価体制整備事業について，第三者評価を実施する団体に補助をして何がどう良くなるのか，事業のアウトプッ
ト・アウトカムを整理してほしい。第三者評価を実施して情報提供をしても，それが利用者にほとんど使われていない場合
は，事業の成果は少ないのではないか。
　例えば，どのくらい利用されたかは，webサイトのアクセス数などで分かるのではないか。

・第三者評価の情報が多様にありすぎて，利用者が本当に使えるかどうかという問題はないか。その場合，専門家・コー
ディネーター（介護の分野ならケアマネージャーなど）が関わることで情報の解釈をしたり，情報に付加価値をつけること
ができるので，場合によってはむしろそちらを支援する方がよいかもしれない。

・みやぎシニアカレッジ運営事業は，高齢者が行う地域活動のリーダーとなる人材の育成が目的だが，シニアカレッジの
卒業生が何人リーダーになって活動しているかが把握されていない。受講者が卒業後にどのような活動をしているのかア
ンケート調査をするなど，目的が達成されているかどうかフォローするべきではないか。

・政策評価指標「高齢者のうち就業・社会活動している者の割合」は５年に１度の調査であり，１年間の変化が分からない
ので，毎年度把握できる指標を検討してほしい。
　「就業している者の割合」は高齢者の有業者数から把握できると思うが，「社会活動している者の割合」は，例えば，有
業者数と社会福祉活動や社会奉仕活動をしている人の数が連動しているなどのデータがあれば，「高齢者のうち就業・
社会活動している者の割合」の数値から推定できるのではないか。

・満足度のかい離を圏域・年齢ごとに分析して，各圏域の産業などを考え合わせるといろいろなことが分かるので検討し
てほしい。

・地域活動のリーダーを養成することはどんな意味があるのか。リーダーができることで，地域の高齢者にどんなメリットが
あるのかが分からない。

・地域のリーダーとしてのニーズは多いのではないか。例えば，県庁の中でも「地域にこういう高齢者のリーダーがいてく
れたらいい」というニーズはあるのではないか。そういうニーズの情報をシニアカレッジの受講者に提供すれば，卒業者は
「こういうことを自分はやっていきたい」という風に動いていくのではないか。何もなければ地域のリーダーとは何かも分か
らず，受け皿もないので，なかなかリーダーにはなれないかもしれない。

・高齢者の自立を促すならもっと幅広く事業を展開するべきではないか。
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

おお
むね
適切

【施策群設定：おおむね適切】
政策目的（地球環境の保全）の実現に向け，１～３の各施策はその主要な課題の直
接的解決に向けて，また４～６の各施策は課題解決の環境整備等に関連し欠くこと
のできないものである。なお，政策目的に照らし，その実現のためには様々な施策
アプローチが相乗的に効果を発揮する必要があり，事業対象等が重複する施策構
成となっていることが阻害的な意味を持つものではない。政策重視度の高さ（８０：重
要）に対し満足度が低く（５０：やや不満），県民はこの分野での県の政策対応の強
化を求めているものと考える。
【政策評価指標群：おおむね適切】
施策１の指標（１人当たり温室効果ガス年間排出量）は各種関連施策の取組を通じ
て実現を目指す政策目標の達成度そのものを示すものであり，中長期的に施策の
有効性を評価する上では適切なものである。施策２の指標（自然エネルギー等導入
量（原油換算kl））については，前回の評価結果を踏まえ，施策の成果をより直接的
に表現できる自然エネルギー等の導入量を評価指標とすることに変更するととも
に，評価に当たってより早期に把握できる実績値を施策の成果指標として参照でき
るような改善に取り組んでいる。
優先度２位の施策についても優先度１位の施策の具体化の中で（例：脱・炭モデル
事業は環境に配慮した事業活動促進に向けた取組である。）一体的に推進してい
ることから，おおむね適切である。
【施策群の有効性：おおむね有効】
政策全体の政策評価指標達成状況（B：１指標，判定不能：１指標）から「判定不
能」，政策満足度結果（中央値：５０）から「おおむね有効」，社会経済情勢からは
「おおむね有効」と判定した。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

施策の
必要性

政策
評価

地球環境の保全 5080

1
地球温暖化の原
因となる二酸化炭
素等の削減

評価原案

大26.5%

政策評価・シート（Ａ）の内容

おお
むね
適切

維持

【県関与・事業群設定：適切】
本施策での県の役割は，その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの
排出抑制等の施策を推進することである（地球温暖化対策の推進に関する法律第
４条）。県レベルの地球温暖化対策としては、地域における大規模事業所としての
県自らの率先的取組のほか、県全体の温室効果ガスの推移の状況や将来目標を
県民に提示し、県民、事業者等それぞれの立場、責任（温室効果ガス排出状況）に
応じた自主的な取組を促す普及啓発活動が中心となるものである。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は５０点（やや不満）となっているが、満足度60点以上の回答者割合が
41.8%であり，概ね有効である。政策評価指標「1人当たり温室効果ガス年間排出
量」は2001（平成13）年から微増(0.2%)の状況である。過去１０年間で２割以上の増
加だったのに比べ、横這い傾向となっている。ただし、統計データ収集時期との関
係で、直近の施策の評価数値が３～４年ズレることから、前年度の施策の有効性を
直接判断する指標としては不適。 なお、県が率先実行の一環として取組んでいる
県庁舎からの二酸化炭素排出量削減（空調管理徹底等）に関連しては、2005（平
成17）年は前年度比4.5%の排出量削減（前々年度比でも2.4％）を実現している。県
内における地球温暖化対策を推進するために県が有志市町村等と設置・運営して
いる県地球温暖化対策地域協議会への市町村加入率が向上（H16末：４３％⇒H17
末：８６％）した。県協議会とは別に、市町村や事業者レベルで独自の活動を行う地
域協議会も増加しつつある。（H16末：２協議会⇒H17末：４協議会）
【事業群の効率性：おおむね効率的】
事業費が漸減傾向にある中、社会経済情勢データ、業績指標・成果指標の数値が
拡大（向上）してきていることから事業群の効率性は向上しつつあるものと考える。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

【施策・事業の方向性】
　地球温暖化の原因となる温室効果ガス、特に二酸化炭素の排出削減は県民一人
ひとりに課せられた課題で，環境政策上も非常に大きな意味を持つ。特に、民生部
門等の排出量の増加傾向が著しく、排出削減のための誘導施策を継続的かつ幅
広く講じていく必要がある。
　平成17年2月16日には、先進国における温室効果ガス排出量の具体的な削減義
務を取り決めた京都議定書が発効し、国全体としてその達成に向けた取組を進める
ことが喫緊の課題となっている。こうした状況を踏まえ，平成16年3月に策定した
“脱・二酸化炭素”連邦みやぎ推進計画（新・地球温暖化対策地域推進計画）を柱
とし，現在取り組んでいる二酸化炭素排出削減に向けたモデル事業の成果等の全
県的な波及や，宮城県地球温暖化防止活動推進員を活用した普及啓発活動の拡
充を図り、地域レベルから温室効果ガス排出削減の成果をあげていきたい。

B 1位

政策整理番号　8

政策名

１人当たり温室効
果ガス年間排出

量

重視度 満足度
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政策整理番号　8

施策評価

７
段
階
判
定

5

4

・施策群の設定はおおむね妥当であり，いくつかの課題はあるが，概ね順調に政策が実行されていると思われる。

・県民満足度調査からは「環境に配慮した生活様式，事業活動の促進（施策番号６）」に対する要望が第２位と高く、ま
た、65歳未満、県北部地域では優先度１位であることから、次回からの具体的指標設定とともに目に見える活動推進の
検討が望まれる。

・県民満足度（政策）は過去５年の内でもっとも低く，重視度と満足度のかい離も３０と非常に大きい。にもかかわらず，概
ね有効とすると，奇異な印象をもたれるのではないか。「課題あり」として，猶，どの方向に改善を進めるか適切な対応を
示す方が，より良い評価といえるのではないだろうか。

・指標そのものが有効であるか，あるいは指標に多少問題があっても対応が適切であるかによって有効性を認めるのか
の判別が出来るような判定表が望ましい。

・政策評価指標「１人当たり温室効果ガス年間排出量」は昨年度と同じであるが，特に本年は電力消費値も提示し，より
排出量に占める排出源を把握しやすくしていることは評価できる。今後，その他の排出源についても状況把握できれば，
より的確な政策･対応に益すると考えられる。
　あわせて，炭酸ガス排出量年次推移とも照らし合わせることにより，効果予測も可能となると思われる。

・政策評価指標「１人当たり温室効果ガス年間排出量」のデータが数年前のものであるため判定不能との評価がされてい
るのは，何のための指標であるかとの疑問を呈されることになる。数値の確定には若干遅れを伴うのは致し方ないが，政
策評価のための速報値，あるいは報告累積値のようなものを評価値に使えないか検討をお願いしたい。

・事業番号１「みやぎ地球温暖化対策地域推進事業（地域協議会，温暖化防止活動推進員）」の業績指標（推進員の活
動実績）と成果指標（県庁舎管理に係る二酸化炭素排出量）の結びつきが薄く，事業効率を評価するには問題がある。

・脱・二酸化炭素連邦みやぎ形成事業で，事業費(630万円)は昨年度(1,391万円)に比べて半減したが，成果（二酸化炭
素排出削減量）は９８９トンで昨年度から変化していない。事業に対する効果が不透明である。

・普及啓発運動の内容を吟味して，県民の重視度と満足度のかい離が小さくなるように取り組んで欲しい。

・ＣＯ２削減の対策の効果が直接的ではないからかもしれないが，県がどのように関与しているのかよく分からないので，
目標達成のための有効で具体的な対策がないように思われる。グリーン購入や環境家計簿などがＣＯ２削減にどういう効
果があるのか検証して欲しい。

・目標達成は直接的には社会経済活動規模ともあいまって難度が高いが，個別の事業の取組みには小規模ながら効果
も見られている。

・モデル地区における事業の試みは適切である。直接的な効果としては小さいが，住民参加企画が増えていることは今
後の意識変容に効果が期待できる。

・車の増加を止めることができないならば，タクシーやバス業界へアイドリングストップなどについて指導をしてはどうか。省
エネ・クリーン環境・健康などのメリットだけでなく，ガソリン代の減少など企業利益向上の見地からもアイドリングストップの
導入を検討するよう働きかけて欲しい。異論はあるかもしれないが，内外地域例の検討をして欲しい。

政策評価

行政評価委員会政策評価部会の意見
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

施策の
必要性

政策
評価

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

政策整理番号　8

政策名

3

環境に配慮した
生活様式、事業
活動の促進

5
環境教育の推
進、環境情報の
提供

オゾン層の破壊
の原因となるフロ
ン対策の推進

4
国際的な環境保
全活動への積極
的な関与

6

自然エネルギー
等導入量（原油換

算kｌ)
・・・2

新エネルギー等
の導入促進 18.4%3位

【県関与・事業群設定：適切】
本施策での県の役割は，国の動向やその役割分担等を踏まえ、地域として積極
的、効果的に自然（新）エネルギー等の導入促進に取組むため地域（県）レベルで
の自然エネルギー等導入の将来の見通し、導入目標、重点事業を整理、提示する
基本計画の策定や、自然エネルギー等の導入促進に向けた普及啓発活動、市町
村の関連施策への助言等を行っているものである。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は５０点（やや不満）となっている。平成17年度に新たな政策評価指標
「自然エネルギー等導入量」を設定したばかりであり，その経年変化からの事業群
の有効性判断はできない。ただ，県内の太陽光発電からの売電件数は順調な伸び
（H16 ： 3,486　⇒　H17 : 4,490 ）を見せており、また、その伸び率についても東北6
県の平均（前年比25%)よりも高く（同29%）なっており，この間の県の普及啓発活動が
その成果の一端を担っているものと考える。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
事業費を抑制する中で、社会経済情勢データ、業績指標・成果指標の数値が拡大
（向上）してきていることから事業群の効率性は向上しつつあるものと考える。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

【施策・事業の方向性】
　地球温暖化問題は、京都議定書の発効などを受けて近年の環境政策上の重要
なテーマになっている。その原因とされる二酸化炭素の排出削減に向けては、化石
燃料の消費に依存した社会構造の変革が必要であり、解決策としては自然エネル
ギー等の導入や省エネルギーの促進が中核となる。
　一方、この分野での実効性ある成果は一朝一夕に得られるものではなく、その推
進に向けた不断の取組が望まれる。多額の経済（社会）的負担を要するこの分野に
おいて、現在の県の施策、事業に関する予算は極めて限られた規模ではあるが、
県民の過度の負担を招くことなく施策目的を実現するためにも、普及啓発や地域で
の様々な取組を促す施策、事業を着実に進める必要がある。
　平成17年度には、宮城県の今後の自然エネルギー等の導入促進に向けた基本
計画を策定している。平成18年度は、これを具体化する各種事業の調査・検討（エ
ネルギーの地産地消や県施設でのESCO事業等）を行うこととしており、次年度はそ
の結果に基づく事業展開を積極的に推進する予定である。

大

5位

4位

6位

大

2位 24.1%

6.6% 中

大7.4%

16.1%

大

維持

おお
むね
適切
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政策整理番号　8

施策評価

７
段
階
判
定

政策評価

行政評価委員会政策評価部会の意見

5

・新たな政策評価指標「自然エネルギー等導入量」の設定は大いに評価できるが，自然エネルギーには，バイオマスとし
ての木材などの燃焼によるエネルギーも含まれている。この量が占める割合が非常に大きいので，この施策の成果である
新エネルギーの太陽光による発電量が評価されにくいのが問題である。そのため，これらによる，エネルギー量を別個に
表示することも検討すべきである（特に，政策評価指標分析カードのグラフの表示を検討する必要がある）。
　今後なお，自然エネルギー導入量と事業費とのバランス，業績指標，成果指標との整合性などの見地から，指標内容
が適正であるかの確認が必要と考えられる。

・新エネルギーとしての太陽光発電が経済的に成り立つかどうかについて，検証する必要がある。特に，経済的に成り立
たない時には，どのような点を改善するかなどの提案も必要である（例えば，ドイツでは，売電量が少ないほど高価で電
力会社が購入している）。

･県民の重要度と満足度のかい離が大きい。原因分析を行い，適切な施策に反映するよう望まれる。

・当面太陽光発電設備の設置促進は進んでいるが，コスト・ベネフィット（費用便益）の見地からも導入促進のための施策
検討が求められる。
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

おお
むね
適切

【施策群設定：おおむね適切】
本政策は，県民一人ひとりの生活活動や事業者の事業活動を通して，大気汚染，
水質汚濁，土壌汚染，地盤沈下，騒音・振動・悪臭などの都市・生活型公害などを
未然防止し，また改善を図り，環境に対する負荷を軽減しようとするものである。７つ
の施策はこの政策目的に沿ったものと判断できる。
【政策評価指標群：おおむね適切】
３指標とも施策の有効性の把握に合致しており，今後も継続する。また，必要性を
「大」とした施策の大部分に指標が設定されている。
【施策群の有効性：おおむね有効】
政策全体の政策評価指標達成状況（A：２指標，B：１指標）から「おおむね有効」，
政策満足度結果（中央値50点）から「おおむね有効」，社会経済情勢から「おおむ
ね有効」と判定した。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

施策の
必要性

政策
評価

環境負荷の少ない地域づくりの推進 5080

1 大気環境の保全

公共用水域（河
川・湖沼・海域）の

水質
A2

河川や湖沼、海
等の水環境の保
全

評価原案

大

28.8%

13.0%

1位

政策評価・シート（Ａ）の内容

【県関与・事業群設定：おおむね適切】
本施策での県の役割は，公共用水域の水質を常時監視し、その結果をもとに施策
の推進を図ることである。下水道整備・家畜排せつ物処理施設整備等は、県内の
河川、湖沼、海域の水質を保全するための事業であり、施策目的を実現するために
必要な事業である。環境に対する県民の関心度は高いことからも、公共用水域の保
全は社会情勢に適応した事業である。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は５０点であり，県民はより上位の環境を求めていると思われる。政策評
価指標「公共用水域（河川・湖沼・海域）の水質」は全環境基準点（河川６９地点・湖
沼１２地点・海域４７地点）におけるＢＯＤ及びＣＯＤの年平均値の平均は１．７mg/lと
目標値を満足している。環境基準達成率（河川）、下水道普及率の向上、家畜排せ
つ物処理施設の整備数が増加していることから施策の目指す方向に向かってい
る。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
下水道及び家畜排せつ物処理施設等の整備を進め、政策評価指標を満足してい
る。事業群は概ね効率的に実施していると判断できる。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

おお
むね
適切

維持

【県関与・事業群設定：適切】
本施策での県の役割は，大気汚染防止法の運用、公害防止条例の整備・運用、自
動車交通公害防止計画の策定・事業実施・進行管理を行うことである。大気汚染物
質の主たる発生源となっている自動車交通について、国、市町村、民間団体との連
携を図り、総合的な対策の推進を図っている。自動車交通公害という急速に発達し
た車社会の弊害を改善することは、全国的にも国、地方公共団体、業界が積極的
に取り組んでおり、本県の社会経済情勢にも適合している。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度55点で，満足度60点以上の割合は43.8%だった。政策評価指標「窒素
酸化物排出量（自動車からの）」の平成17年度の値は8,956ｔと目標を達成していな
いが、毎年着実に減少しており、各事業は概ね有効であったと判断する。また，本
県の低公害車保有率は東北６県で一番高く、施策の効果があったものと判断され
る。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
政策評価指標は施策の目指す方向に推移していることから、事業は施策の目的に
対して概ね効率的に実施されていると判定される。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　大気環境の保全は、県民の健康を保護し生活環境を保全する上で重要であり、
環境基準が一部達成されない状況にあることから、引き続き推進する必要がある。
　大気汚染の要因となっている自動車排ガスからの窒素酸化物等の削減対策を引
き続き推進する必要がある。

【施策・事業の方向性】
　自動車交通公害防止計画(平成9年～平成17年)の点検評価を行い、平成18年度
内に次期計画を策定し新たな目標を定めて対策を推進することとしており、方向性
は維持とする。
　車社会の急激な発展は、窒素酸化物等による大気汚染だけでなく、二酸化炭素
排出量の増加を招き、地球温暖化の一因にもなっていることから、大気汚染だけで
なく地球温暖化対策の視点も加えて施策を推進する。

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　公共用水域の水質保全は飲水など直接県民の生活や健康に関わるものであり、
政策評価指標の目標達成維持のため、引き続き重点的に実施する必要がある。
　この施策の基本となる公共用水域の水質監視データの収集・解析及び生活排水
対策である下水道整備を今後も実施していく必要がある。

【施策・事業の方向性】
　県民の水質保全に対する重視度が高いこと、また、公共用水域における閉鎖性
水域の環境基準達成率が低いことから、引き続き推進していく。
　湖沼、内湾などの閉鎖性水域では、水質の悪化が顕在化しているため、中小河
川の直接浄化などのハード事業や水生生物など生態系を利用した浄化方法の具
体化等、より効果的な水質保全施策を継続して推進する必要がある。

B

大

維持

おお
むね
適切

4位

政策整理番号　9

政策名

窒素酸化物排出
量（自動車から

の）

重視度 満足度
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政策整理番号　9

施策評価

７
段
階
判
定

4

4

5

・施策２の政策評価指標「公共用水域の水質」は目標値を達成しているが，湖沼など水質環境が悪い水域もあるので，こ
れらが評価できるような指標が求められる。
　また，この指標は満足度とのかい離が大きい。水質を示す指標としては妥当な指標と思われるが，満足度における実感
は身近な水路の清流化により改善できるので，今後水環境も代表できる指標を検討してほしい。

・施策推進のため，総合的な見地からの，生活排水処理，水循環保全などへの取り組みが，市町村などとも連携しより一
層推進される必要がある。

・ぎばさ（アカモク）による水質浄化を図ると共に，ぎばさの食料としての利用についても検討している。その成果は早期に
水質の改善に反映されないが，県の事業の発展と努力は評価できる。

・ 満足度調査の結果を見ると，施策７「環境負荷を減らす仕組みづくり」が優先度の３位(19.3%)となっている。県民はこの
施策を必要と感じているが，政策評価指標が設定されておらず，評価はされていない。
　この施策は評価すべきと思われるが，現状ではそれぞれの施策で適切な環境にやさしい（負荷削減など）事業として展
開されていると思われる。今後もそれぞれの施策に含めて評価するのか，適切な指標を設定して施策７で評価するのか
検討してほしい。

・県民満足度調査では重視度８０に対し満足度５０とかい離度が高く，課題がある。市町村職員の満足度も考えると，特
に，仙南，気仙沼・本吉地区においてその傾向が強い。地域特性を生かした施策が，地域重点的にも行われるよう検討
を要する。

・施策１の政策評価指標「窒素酸化物排出量（自動車からの）」は，現行環境基準で達成しにくい窒素酸化物濃度を用い
ている。県全体でなく都市部と渋滞地を重点的に測定している自動車排気ガス測定局測定値による評価もあり概ね妥
当。ただし，大気汚染指標として窒素酸化物だけでは住民にわかりにくいので，サブ指標として炭酸ガスなどのごく一般
的な指標を併記することが望ましい。

・窒素酸化物排出量の目標値6,608ｔに対して，現況値が8,958ｔと目標を達成していない。目標値達成のための有効な事
業が求められるが，直接的な事業は事業１（自動車交通公害防止計画進行管理事業）のみで，基礎的・予防的事業が
主では成果はあまり期待できないのではないか。

・市町村などとの連携による事業の促進は評価できるが，パーク＆ライド事業にしてもその利用者が1,000以下であり，そ
の増加傾向も小さいので，更なる施策の発展（パーク場からライドまでの利用のしやすさなど）が望まれる。

・エコドライブ運動の推進は妥当だが，ラジオスポットのみでなく，その他企業への指導，クリーンディーゼル，黒煙規制な
どの手段の活用の徹底を図る事業も必要ではないか。

・低公害車の保有台数は208,590台（全体の18％）とその普及率は増加してきており，事業の効果が上がってきている。

政策評価

行政評価委員会政策評価部会の意見
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

施策の
必要性

政策
評価

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

政策整理番号　9

政策名

3

A
ダイオキシン類排
出量（一般廃棄物
焼却施設からの）

ダイオキシン類や
ＰＣＢ廃棄物等の
化学物質の低減
及び適正処理の
推進

5

7
環境負荷を減ら
す仕組みづくり 3位 19.3% 大

適切

悪臭の防止

土壌汚染や地盤
沈下の防止

4
騒音や振動の防
止

6 大

5位

7位

6位

中

2位 26.7%

3.3% 中

中5.9%

2.8%

【施策・事業の方向性】
　環境負荷の低減に対する県民の要望は高く，また，事業の効果が顕著に現れて
いることから，当面はこの事業を維持することが望ましい。
　一般廃棄物処理施設の立入検査を実施し，ダイオキシン類の排出基準に適合す
るよう継続して指導する必要がある。
　一般廃棄物焼却施設の新設及び改造を確実に実施させるために重要な事業で
あることから，次年度以降も維持させる必要がある。

維持

【県関与・事業群設定：適切】
本施策での県の役割は，市町村の意向を踏まえ施設整備に対する補助を行うほ
か，ダイオキシン類の発生抑制に向けて，事業者及び市町村の指導を行うことであ
る。一般廃棄物焼却炉及び一般廃棄物最終処分場から排出されるダイオキシン類
の濃度を低減することで，環境負荷の少ない地域づくりを推進する事業である。廃
棄物処理施設から排出されるダイオキシン類に対する社会的関心は高く，事業目
的はこれに合致した事業である。
【事業群の有効性：有効】
施策満足度は55点であり，事業の有効性が認められる結果となっている。政策評価
指標「ダイオキシン類排出量（一般廃棄物焼却施設からの）」は，仮目標値を大幅に
達成している状況である。ダイオキシン類対策の強化にともない，一般廃棄物焼却
施設のみならず，産業廃棄物焼却施設及び小型焼却施設ともに，高度な除外施設
設置が困難なことから，施設数は減少傾向にあり，このことからもダイオキシン類の
発生抑制が図られており，有効である。
【事業群の効率性：効率的】
業績指標は維持傾向にある状況下で，大きな成果を挙げている。このことは，すで
に施設の廃止及び改善が進んだことによるものと考えられるが，成果指標は高く，
事業は効果的であると言える。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「適切」と判断する。
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政策整理番号　9

施策評価

７
段
階
判
定

政策評価

行政評価委員会政策評価部会の意見

4

・ダイオキシンについては，県の指導のもと市町村での焼却施設からは，基準を大幅に下回る値となっており，今後も持
続できると判断されるが，目標をもっと高く設定しても良かったのではないか。

・平成10年に31箇所あった一般廃棄物焼却炉中，恒久対策基準達成施設は13箇所だった。平成17年には，平成14年
のダイオキシン類排出規制強化対策をへて，19施設に集約されているというが，集約化によりその当時の40分の1以下の
のダイオキシン排出量となっている。ダイオキシン類などの対応は一般廃棄物に関しては十分な成果をあげた。
　今後は一般廃棄物のみを対象とする段階から産業廃棄物をも含めて年間焼却量，原単位，実測値を基に排出量に対
応する必要な段階になっていると考えられる。維持だけでなく対応の拡充を考えるべきではないか。

・ダイオキシン対策事業は，有効に機能している。広域化計画は遅れているが，市町村の合併などによって再計画がなさ
れているので，今後の推進状況に期待したい。

・ＰＣＢその他の化学物質の低減、適正処理については，今後県が適正に関与すべき課題である。全国ネットワークの中
での処理計画の立案と、実施が必要と思われる。
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

政策整理番号　10

政策名

自然環境が保護
されている地域の

割合

7.2%

A

大

3位

5位

6位 6.1% 中

中

維持

【県関与・事業群設定：おおむね適切】
本施策での県の役割は，自然公園関係法令の各種事業の事業主体，自然公園等
の指定地域での中心的な関与である。各事業は，自然環境保全における特に重要
な地域に係るものであり，関与は概ね適切である。県民の自然環境に対する関心が
高まる中，近年，自然と共存しながら持続的な発展が可能な地域社会を目指すとい
う意識が浸透し，その実現に向けた必要性の高い事業である。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は６０点と高い数値となっており有効と判断される。政策評価指標「自然
環境が保護されている地域の割合」は指標制定以来，達成度はAであり有効と判断
する。伊豆沼・内沼保全対策については，横ばい傾向にあるが毎年，計画的に実
施されていることから概ね有効である。栗駒山の保全対策は，１４年度に指標に係る
事業を実施して以来，維持・補修に努めている。
【事業群の効率性：課題有】
伊豆沼・内沼環境保全対策事業は，業績指標の割合の動きは少ないが継続的に
実施していることから，概ね効率的と判断される。栗駒山自然景観修復事業は対策
工事や植栽工事が１４年度までに終了し，現在は維持管理補修程度の事業費と
なっており，事業費に対する業績指標の割合による効率性の判断は難しい。個別
の事業については，毎年，計画的に実施しており，効果は上がっているが，業績指
標，成果指標による効率性は認められないことから課題有と判断する。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

【施策・事業の方向性】
　自然環境の保全・再生については，それぞれの地域ごとに個別の施策を継続的
に実施することが有効である。また，自然環境の保全を巡る社会情勢の変化に対応
するため，従来策定の基本方針等の見直しが必要である。
　現在，実施している伊豆沼・内沼環境保全対策事業を継続して実施するとともに，
個別の保全・再生事業として，蒲生干潟自然再生事業を平成18年度以降実施する
予定である。また，金華山復元対策など，それぞれの地域の特性に応じた自然環
境の保全・再生の施策を積極的に展開する。
　近年，希少野生動植物の保護や生物多様性など，自然環境の保全を巡る社会環
境の変化に対応するため，現在の「自然環境保全基本方針」の改正を18年度中に
予定している。同様に，「伊豆沼内沼自然環境保全基本計画」についても，見直し
を行っている。

評価原案

中

34.5%

18.4%

1位

政策評価・シート（Ａ）の内容

おお
むね
適切

2
身近な緑の保全・
再生・創造

4
野生動植物の保
護

施策の
必要性

政策
評価

豊かな自然環境の保全・創造 5580

景観・歴史的環境
の保全

1
自然公園等の優
れた自然環境の
保全

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

おお
むね
適切

【施策群設定：おおむね適切】
６施策全てが必要と認められる。なお，景観・歴史的環境の保全は，優れた景観や
歴史的環境を保全することにより，自然環境と一体となった豊かな環境を創出する
ものである。
森林の持つ二酸化炭素吸収源としての機能や身近な緑の保全や再生は，地球温
暖化対策に直接，効果を発揮するものであり，対策における重要な位置付けがなさ
れており，施策の担う役割は大きい。
【政策評価指標群：おおむね適切】
３指標とも存続としており，今後も継続する。なお，予算措置と密接に関係のある施
策６（みどりとふれあえる空間の面積）は前回から面積の増加がなく，今後も目標の
達成は厳しい状況にある。
また，かい離度の高い施策や優先度・重視度の高い施策に指標が設定されてい
る。なお，施策２は優先度が高く，必要性も高い施策になっていることから，今後，
取組について検討を進める。
【施策群の有効性：おおむね有効】
政策全体の政策評価指標達成状況（A：１指標，B：２指標）から「おおむね有効」，
政策満足度結果（中央値55点）から「おおむね有効」と判定した。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

3

重視度 満足度
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政策整理番号　10

政策評価

行政評価委員会政策評価部会の意見

・市町村，ボランティアなどとの協力により環境保全がなされており，高く評価される。県の関与，事業群の設定は妥当で
ある。

・政策評価指標「自然環境が保護されている地域の割合」の妥当性について概ね適切と自己評価しているが，この施策
で展開されている事業は面積保持よりも自然保護地域の保全と悪化した生態系の復元が事業群の内容であるため，指
標とのずれを起こしているといえる。
　自然環境の保全は面積のみで測れるものでなく，生態系の保全が確保されていることが重要である。当面，自然保護
対象の地域の縮小を食い止めることは必要であるが，今後優れた生態系保全を示すサブデータの提示が可能になること
が望ましい。

・各事業は少ない予算で、水質浄化を図ったり、ヨシ・ササの侵入を除去することにより湿原保全がはかられた。ＰＲ効果
が大きく、県民の認識も高く、期待も大きいものと判断される。
　事業群の有効性は長期の観察を要するので，水質データなどの提示が今後事業の有効性の判定に役立つのではな
いか。

・施策の設定はほぼ妥当であるが，施策２「身近な緑の保全・再生・創造」と施策６「自然とふれあう場や機会の提供」の区
別がわかりにくいので，県民に理解されているかどうか疑問である。

・重視度が年々高くなってきているのに比べて，満足度が低い（５５点）。このような満足度の低下の原因は県民の優先度
と関係するのではないか。県民の自然環境保全意識の向上によるのみならず，施策２に関連する身近な地域の開発など
による緑の喪失，里山･農地の減少による可能性もある。
　この点で，施策２には指標を設定せず，施策６にのみ政策評価指標「森林公園等の面積」をあげるのは適切ではないと
考えられる。
　ニーズの把握，再確認を行う必要があるのではないか。

・施策２の県民優先度は1位である。「身近な緑とは何か」を把握した上で，その保全･再生･創造にふさわしい指標を検討
すべきではないか。

・漫然と従来の指標を使用するばかりでなく，その推移から，有効な政策であるかどうか評価する必要がある。

・指標とする数値の変動や推移が，どの程度施策の直接的有効性に寄与するかというフィードバックデータがない。その
ため，有効性の判定が的確に行なえない。根拠に基づいた有効性評価を提示する意識をもっと高めて欲しい。

施策評価

７
段
階
判
定

4

5
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

政策整理番号　10

政策名

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

施策の
必要性

政策
評価

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

【施策・事業の方向性】
　最近，森林セラピーなど，森林の持つ効能が見直され，県民の自然に対する関心
は高くなっており，自然とふれあう機会や場を提供することが必要と考えられる。
　みやぎ未来の森林整備事業（七ツ森地区）については，既存取得地の森林などを
計画的に整備し，県民の学習・保健増進等に供することが必要である。また，早期
に今後の利活用の方針を決定することが必要である。
　生活環境保全林については，市町村と連携を図りながら計画的に事業を推進す
る。
　河川事業については，自然とのふれあう場や機会の提供を行うために必要なソフ
ト事業であり，今後とも事業の推進が必要である。

維持

【県関与・事業群設定：おおむね適切】
本施策での県の役割は，計画に基づいて生活環境保全林整備事業・みやぎ未来
の森整備事業の実施・森林公園内で観察会や森林林業について解説する人材の
育成・自然観察会・地域づくりの支援を行っている。各事業は自然とふれあう場や
機会の提供という目的に沿った事業である。特に「市民の川づくり支援事業」は，河
川に関する様々な市民団体の活動や河川を題材とした総合学習の支援を実施す
ることにより，貴重な自然環境である水辺空間にふれる場や機会を提供している。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は，５０点と中程度であり，満足度60点以上と回答している割合が4割を
超えていることから概ね有効と判断する。政策評価指標「みどりとふれあえる空間の
面積（森林公園等の面積）」のこれまでの達成度は，生活環境保全林事業によると
ころが大きいが，１６年度以降の公共事業の縮減により，面積が増加できず，今後も
厳しい状況である。
【事業群の効率性：課題有】
個々の事業については，必要な事業であり，政策評価指標の達成に寄与するもの
であるが，事業の性質上，成果指標が設定できず，活動による成果が見えないこと
や業績指標も一部設定できないことから事業の効率性については，課題有りと判断
する。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

【県関与・事業群設定：適切】
本施策での県の役割は，国との連携を図り，市町村・森林所有者等に対する補助
制度の周知及び実施に際しての指導・助言を行うことである。健全な森林の育成を
目指す目的からして，全てが施策目的を実現するために必要な事業である。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は５０点であり，満足度６０点以上の回答者も３３％程度であることから，
事業を一層推進し県民の満足度を高めていくということが課題である。政策評価指
標「民有林の人工林間伐実行面積割合」はここ数年達成度は上向きの状況であっ
たが，今回の現況値は，仮目標値を１０．６ポイント下回った結果となった。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
豊かな森林づくり推進対策事業は，事業量・事業費は減少しているが，効率性は前
回とさほど変化はない。くらしを守る森林整備対策事業は，前年度に対して事業量
は増加し，事業費は減少しているが，コスト削減等に取り組み，効率性を高めてい
る。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

維持

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　政策への期待と充実感とが不均衡であり，一層の間伐推進が必要である。
　森林の持つ多面的機能を発揮させるためには，森林の適正な管理が必要であ
る。事業１は，補助事業として森林所有者を支援し間伐等の事業を推進するととも
に，森林の適正な管理を促すものである。事業２は，保安林の機能の維持増進を図
るため県が直接事業を行うものであり，多面的機能増進に有効である。

【施策・事業の方向性】
　森林を健全に育成するためには，事業の実施が不可欠である。
　森林の有する多面的機能の高度発揮を図るため，「間伐等推進３ヶ年対策事業」
を強力に推進していく。

おお
むね
適切

19.3%

中

2位 大

4位 13.4%6

おお
むね
適切

森林の適正な管
理 B

B

民有林の人工林
間伐実行面積割

合

みどりとふれあえ
る空間の面積（森
林公園等の面積）

自然とふれあう場
や機会の提供
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政策整理番号　10

政策評価

行政評価委員会政策評価部会の意見

施策評価

７
段
階
判
定

・成果を示すデータなどが示されていないため，保養休養･レクレーションの場として充分に有効性を発揮したかについ
ては判定できない。また，これも判定できる内容ではないが，少額予算で適正に維持できているか疑問である。

・政策評価指標「みどりとふれあえる空間の面積（森林公園等の面積）」は，公園の面積をこれからも増加させることは困
難なうえ，行政の対応がこれとは異なったもの（公園等の維持管理整備などに注力している）なので，今後も検討すべき
ものと思われる。
　たとえば，利用者数，利用者の声分析など，自然とのふれあいを示すほかの指標の検討も必要ではないか。

・森林の保全は重要であるが，その補助金の使い方を十分チェックすべきである。人工林に対する補助金の詳細なデー
タを示すことが重要ではないか。県のデータを少し整理すると，植林時に51.6万円/ha， 間伐など 12.6万円/ha， 枝打ち
12.5万円/ha　などの補助金があり，これらが売却されるまで，どの程度の補助金が支給され，それによる収入がどのくら
いなのかを把握することが必要である。それに対応する計画（ＣＯ２吸収、緑のダムなどの効果を明記して，森林税などの
導入など）の検討が必要ではないか。

・この事業によって人工林の生育環境が保全された状況を行政で調査するとともに，補助金を受けた林業の人々からの
報告も検討すべきではないか。間伐などの補助金を交付するのみでなく，そのチェックもする必要がある。

・間伐による下草･低木生育の水源涵養機能や土砂の流出機能の重要性が強調されているが，混交林造成についての
検討も必要ではないか。税金を使う行政の説明責任をきっちり果たすことにより県民からの理解も得られると考えられる。

・事業群の目的については妥当性があると考えられる。しかし，その事業の成果を評価する事がなければ，関与が適切と
は言いがたい。タイムラグがあっても成果指標となるものを提示できるよう調査すべきではないか。成果指標がなければ
事業群の有効性や効率性などを判定できない。

・県民の施策重視度が高く，満足度とのかい離は大きい。そのかい離の原因を明らかにし，かい離を小さくするための方
策が採られるべきである。

・事業群の有効性の判定について，満足度が低いことをもっと重く受けとめるべきではないか。課題ありが半分あるのに，
概ね有効と判定しているが，甘い評価ではないか。

・整備水準を示す指標としての間伐実行面積割合は今年度低下したが，気候により達成率が左右される指標で有効性
を判定するのは問題があるので，工夫してほしい。

・政策評価指標「民有林の人口林間伐材実行面積割合」は森林を守るために大切な作業を示している。その数値が民
有人工林の適切な管理の一端を担うものであることは疑うまでもない。だからこそ，同時に適正な管理が民有人工林にお
いて行われているか否かを示すデータも必要である。
　結果としての間伐事業の有効性（すなわち，投入された事業費が，５年後，10年後，さらに後世に役立った事）を示すた
めに，事業費を投入した山がその後にどのようになっているか，投入前や投入しなかった山と比べることの出来るデータ
を経時的･時系列で比較できるようにする必要があると考えられる。

3

3
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

C
１日１人当たりご

み排出量

産業廃棄物排出
量 C

政策整理番号　11

政策名

おお
むね
適切

拡充

【県関与・事業群設定：適切】
本施策での県の役割は，県民，市町村，事業者に対して，廃棄物の排出抑制・再
生利用に係る普及啓発及び支援を行うことである。循環型社会形成推進基本法を
はじめ，各種リサイクル法等が整備・施行され，事業者並びに県民の意識が高まっ
ており，適切な事業である。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は60（満足度60以上の割合：50.9％)と高く，これらの事業は有効である
と考える。政策評価指標「一人一日当たりごみ排出量」は平成１３年以降減少傾向
にあり，全国平均の前後を推移しており，平成１５年度は一時増加に転じたものの，
平成１６年度は減少した。政策評価指標「産業廃棄物排出量」についても若干増加
したものの指標との目標のかい離度はわずかであるが減少した。（なお，産業廃棄
物排出量に係る目標値は，平成１５年度を基準年として平成１７年度に再設定し，
排出抑制に一層努めることとしている。）目標値とのかい離は大きく一層の施策の推
進が必要と考えられるが，現状は目指す方向に進んでおり，概ね有効とする。
また，産業廃棄物の排出量が平成１５年度は全国的に増加し，一日一人当たりのご
み排出量は減少傾向にあるが，最終処分場の逼迫状況等から一層の排出抑制を
行う必要がある。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
評価指標は目標とのかい離が見られるが，平成１７年度は若干かい離が減少してお
り，業績指標・成果指標も改善方向で推移していることから概ね効率的に実施され
ていると考えられる。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　ごみ処理に関する主体である市町村の取組や，産業廃棄物処理に関する主体で
ある事業者自らの取組を一層促進するための施策を充実・工夫する必要がある。
　市町村に対して，事業効率化の技術的支援やレベルアップ，情報提供等の支援
を継続的かつ充実して行う必要がある。
　ごみ排出量は，個々人の意識の問題などで左右されるため，子どもから大人まで
演劇・講習会・各種行事を通じて環境教育や普及啓発を行うことで，県民の意識を
「ごみ問題」に向け，県民個々人の自主的な取組を促す。
　産業廃棄物排出量の削減についても，景気等により排出量は左右されるものの，
排出企業や業界に対し，産学官が連携した技術的支援体制の整備や情報の提
供，再生資源利用製品の普及や拡大等による廃棄物の再資源化の誘導をセットで
推進する必要がある。従って，循環型社会を支える産業分野として不可欠なリサイク
ル産業の振興を図る事業や，リサイクルシステム等の基盤環境の整備事業を一層
推進する必要がある。

【施策・事業の方向性】
　環境負荷の少ない循環型社会を形成するためには，廃棄物の排出量を低減しな
がら再生利用率を高めることが緊急の課題である。県は，排出者自身による再資源
化や廃棄物の資源としての流通を促進するとともに，リサイクル産業の集中的な配
置やリサイクル施設の設置を支援する。
　県民の生活におけるごみの減量化は重要な課題であり，これまでの普及啓発活
動の頻度や内容の拡大充実を図るとともに，制度の改善（条例，有料化）など，より
効果的な施策の展開を研究・検討する。

大10.2%6位

循環型社会の形成 6080

1
廃棄物の排出量
の抑制

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

満足度（施策）

施策の
必要性

政策
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政策評価・シート（Ａ）の内容

おお
むね
適切

【施策群設定：適切】
大量生産，大量消費，大量廃棄型の社会経済システムの定着により，ごみの排出
量やエネルギー消費量が増加し，環境への負荷も大きくなっていることから，廃棄
物の排出量の抑制・リサイクルの促進など，環境への負荷の少ない循環型社会を
目指しており，県が率先して，省資源・省エネ対策を推進するとともに，普及啓発活
動を積極的に展開し，県民・事業者の環境負荷の少ない生活様式や事業活動へ
の転換を促進する施策となっている。
【政策評価指標群：おおむね適切】
廃棄物対策は排出抑制を最優先することが基本であるが，一般家庭等におけるご
みの排出量や排出されたものを資源としてリサイクルされる割合を指標とすること
は，県民自身が理解しやすい指標であり適当である。廃棄物の排出量は，事業者
が日常の営業活動の中で確認できる指標であり，「産業廃棄物の再生利用率」は，
排出した廃棄物の再資源化・利活用している状況であることから，指標とすることは
適当である。「不適正処分された産業廃棄物の残存量」は，発見された廃棄物の適
正処理の推進結果として，施策の成果を示す指標として適当である。
必要性を大とした施策は，上記指標群により評価はできるが，施策４，５についても
今後，設定の検討が必要である。
【施策群の有効性：おおむね有効】
政策全体の政策評価指標達成状況（A：１指標，B：１指標，C：２指標，判定不能：１
指標）から「おおむね有効」，政策満足度結果（中央値60点）から「有効」，社会経済
情勢から「おおむね有効」と判定した。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

重視度 満足度
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政策評価

・政策評価指標「１日１人当たりごみ排出量」は 施策目的に適い，社会・経済状態の現状把握としては良い指標である
が，事業には直接廃棄物排出抑制にかかわる事業がない。事業内容との対応からするとあまりに間接的との感が否めな
い。

・一般・産業廃棄物の排出量の抑制についての県の具体的な対応が見られない。事業の多くは施策２のリサイクルに関
する事業と思われる。

・ごみの排出抑制やリサイクルは市町村が独自に計画を立て，実施している。県はそれらに対して指導ができればよい
が，政令指定都市である仙台市も県内のそれ以外の市町村も含めて，目標を達成したかどうかを自己評価している。市
町村と連携し協力して排出量抑制やリサイクルの目標達成のため努力しているとしているが，そのための事業を記載して
はどうか。

・事業の有効性については成果指標が事業番号１（ごみ減量化・リサイクル普及啓発演劇上演事業），４（環境情報シス
テム構築事業）を除き示されていない又は必ずしも有効性を示す指標でないため，明確に判断することはできない（たと
えば、奨励金交付後の事業者の状況が提示されていないなど）。

・間接的効果を期待した事業については，県のほか市町村の企業立地促進奨励金，工業立地促進資金融資制度や，
企業立地促進貸付制度などの全体像が把握できるデータの提示が望まれる。
　たとえば，エコファクトリー立地促進事業などについては，県は市町村の判断による申請にしたがって支援している。こ
のようなケースでは，審査実態把握がさらに厳密に行われ，地域住民の理解の下，優良企業が選定されるよう県がより適
切な関与を行うべきである。この点，県の現在の関与は改善の余地があると思われる。

施策評価

・県民優先度の高い(２位)施策５「県民や民間団体などの自発的なリサイクル活動の促進」，４，５位だがかい離度(３０)の
高い施策４「資源循環に配慮した企業活動の促進」，施策６「限りある資源の持続的な利用」に政策評価指標が設定され
ていない。今後の検討が必要である。

・各施策で実施している事業がほとんど全ての施策に関連しており重複している。無理に関連事業を入れず，関連してい
ても主たる施策に事業を分類・整理することも検討してはどうか。
　現状の記載のままとするにしても，施策の中で重要な事業から順番に記載するなど工夫して欲しい。
　また，関連他課との連携事業の場合は，その全体内容がわかるよう記載して欲しい。

・施策１「廃棄物排出量の抑制」は，困難ではあるが意識的に働きかけていかなければならない。しかし，施策の内容は
むしろ環境負荷低減をめざしているものであって，必ずしも量的抑制に適切に対応したものとは考えられない。また，県
の重視度は高いが，県民優先度は低い。県民のニーズを分析して，施策と県民の考え方とのずれを小さくする努力，お
よび施策としての重視度順位の見直し，再編も検討すべきであろう。

・各施策は政策目的に沿っており概ね妥当と思われる。県民重視度(８０点)と満足度(６０点)とのかい離も２０とそう大きくな
い。
　しかし，地域による満足度の差(たとえば，仙南地区での一般県民の満足度は５０点と低い)からこのままの施策でよい
か，改善する余地はないかなどが十分に解析されていない。地域にあった施策を検討する余地があると思われる。

4

3
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大

拡充

適切

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　目標達成のためには，県民，事業者，行政それぞれが廃棄物のリサイクルに取り
組んでいかなければならない。
　施策群は，県民・事業者自らの事業活動によるごみの減量化・リサイクルを推進す
るもので，ごみ処理の主体である市町村の取組や産業廃棄物処理の主体である事
業者自らの取組を促進したり，資源循環システム構築を支援する等継続的かつ広
範囲に行う必要がある。
　ごみ減量化のためには，県民個々人を含む各排出主体の自主的な取組が重要
であり，ごみリサイクルに重要かつ直接的な事業を実施する市町村に対して，事業
効率化の技術的支援やレベルアップ，情報提供等の支援を継続的かつ充実して
行う必要がある。また，廃棄物のリサイクルに係る取組は，個々人の意識の問題など
で左右されるため，子どもから大人まで演劇・講習会・各種行事を通じて環境教育
や普及啓発を行うことで，県民の意識を「ごみ問題」に向け，県民個々人の自主的
な取組を促す。
　ごみ及び産業廃棄物に係る事業群は，「循環型社会」へ向かう基盤となるものであ
り，行政がイニシアティブをとり推進すべきものである。

【施策・事業の方向性】
　環境負荷の少ない循環型社会を形成するためには，廃棄物の排出量を低減しな
がら再生利用率を高めることが緊急の課題である。
　一般廃棄物に関しては，市町村の取組に対する支援・助成の充実についても検
討する必要がある。
　産業廃棄物に関しては，平成17年度から負担措置としての税と支援措置としての
技術開発等に対する補助を導入している。これらを効果的に推進し，排出者自身に
よる再資源化や廃棄物の資源としての流通を促進するためのシステム構築やリサイ
クル産業の集中的な配置等を支援するとともに，情報の提供や廃棄物の再生利用
等を促進する。
　これまでの普及啓発活動の頻度や内容の拡大充実を図るとともに，制度の改善
（条例，有料化）支援など，より直接的かつ効果的な施策の展開を研究・検討する。

【県関与・事業群設定：適切】
本施策での県の役割は，県民，市町村，事業者に対して，廃棄物の排出抑制・再
生利用に係る普及啓発及び支援を行うことである。循環型社会形成推進基本法を
はじめ，各種リサイクル法等が整備・施行され，事業者並びに県民の意識が高まっ
ており，各方面（農業，畜産，建設，下水道，環境教育等）にわたって適切な事業と
なっている。
【事業群の有効性：有効】
施策満足度は60（満足度60以上の割合：55.6％)と高く，これらの事業は有効であ
る。政策評価指標「産業廃棄物再生利用率」は目標値の前後を推移しており有効と
考えられ，もう一つの指標「ごみのリサイクル率」は，目標値とはやや離れているもの
の，全国平均より高く，向上しており有効である。また，廃棄物に係る最終処分場の
逼迫状況等から一層のリサイクル・再資源化を行う必要があり，事業群はこれらを推
進する構成となっており有効である。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
政策指標等各種データは，施策の目指す方向に進んでおり，事業全体の業績指
標，成果指標の推移を考慮しても，効率的に事業が実施されていると考える。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「適切」と判断する。

35.4%1位

A
産業廃棄物再生

利用率

ごみのリサイクル
率 B

2
廃棄物の資源化
によるリサイクル
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・産業廃棄物では，法律によって事業者自ら行うことになっているので，かなりのリサイクル率が達成できている。
　一方，一般廃棄物では目標に達していない。直接的にリサイクルを実施するのは市町村であるが，県の指導力を発揮
する余地があると思われる。
　なお，一般廃棄物については，県と市町村との話し合いがあるとのことであるが，具体的に記述しないと評価の対象と
はならないので，これらを事業に加えるなど検討して欲しい。

・平成11年以来，政策評価指標(産業廃棄物再生利用率)現況値は仮目標値を上回っており，有効と認められる。しか
し，全国的には産業廃棄物排出量が横ばいから減少傾向にある中，再生利用率は約５割で(直接再利用率21％)あり，
宮城県における設定値を基準とした評価で，施策の有効性を測ってよいか問題である。
　また，宮城県における再利用率頭打ちの状況改善がどの方策により可能かを今年度施策の来年度における評価に
よって見つける必要がある。

・政策評価指標「ごみのリサイクル率」の計算に仙台市分を入れているが，県の関わりが他の市町村と異なるので除外し
てはどうか。

・事業番号６（畜産環境総合整備事業），10（地域リサイクルエネルギー資源利用促進事業），11（地域におけるバイオ
ディーゼル利活用推進事業）に関しては成果指標が間接的なため，有効性は直接的には評価できないが，実施による
効果がある程度期待される状況と思われる。

・この施策に対する優先度の高い地域で，県民満足度が低い(たとえば仙南，仙台，気仙沼・本吉の一般県民および登
米の市町村職員など)ことは，単に関心・意識の高低のみではなく，事業の実施との関連も検討されたい。

・畜産環境事業，下水道・公共事業に関しては15.8億、50.8億円と大型事業である。本県の汚泥排出量が多いことからも
一定の成果が期待される。特定財源によるものであるならば財源による事業の明示と目標，年度計画明示によりさらに目
標値達成への寄与を明らかにすることが可能であろう。

4
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13.9%
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大

5位

大

4位 11.8%

10.6% 大

【県関与・事業群設定：適切】
本施策での県の役割は，県民，市町村，事業者に対して，廃棄物の適正処理に係
る普及啓発及び支援を行うことである。循環型社会形成推進基本法をはじめ，各種
リサイクル法等が整備・施行されたことに加え廃棄物処理法も改正により罰則が強
化されたこと等により，排出事業者や処理業者の意識が高まっており，適切な事業
となっている。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は55であり，事業の有効性が認められる結果となっている。政策評価指
標「不適正処分された産業廃棄物の残存量」は平成１７年度に指標を変更したた
め，評価できない。廃棄物処理法の罰則が強化されていること，また循環型社会形
成推進基本法をはじめ，各種リサイクル法等の整備・施行に伴う適正処理の推進が
進んでおり，社会情勢と施策の目指す方向が一致している。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
全体的には事業費の削減傾向の中で，前年度並みの業績指標が維持されている
ことから，効率的に事業が実施されているもの判断できる。平成１７年度から変更し
た政策評価指標での判断はできないが，社会経済情勢及び事業費に対する業績
指標から判断すると，事業群は「概ね効率的」であると判断できる。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　政策評価指標の目標値を達成するため，各事業を継続的かつ重点的に実施する
必要があり，廃棄物の適正処理の推進は，県組織だけでなく市町村，県民を巻き込
んだ総合的な取組や事業が必要である。
　政策評価指標の目標値の達成は，排出事業者及び処理業者の意識によるところ
が大きいが，行政が適正処理の推進に取り組む意義は大きい。

【施策・事業の方向性】
　環境負荷の少ない循環型社会を形成するため，廃棄物の適正処理を推進するこ
とが必要不可欠である。
　不法投棄対策としては，第一に，廃棄物処理制度についての普及・啓発活動及
び事業者への指導により，未然に発生防止することが重要である。また，違反行為
が発生した場合は，早期発見・早期対応により事態の拡大を防止するとともに，悪
質な事案については厳格に対応することが必要である。さらに，現在の産業廃棄物
の処理過程では，安い業者に廃棄物が流れて結果的に不法投棄・不適正処理に
つながるという構図があるため，このような構図を廃し，違反行為がなされない処理
システムを構築していくとともに，優良な事業者の育成が求められる。

中

3位

2位

4
資源循環に配慮
した企業活動の
促進

6

県民や民間団体
等の自発的なリ
サイクル活動の
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廃棄物の適正処
理の推進

維持

限りある資源の持
続的な利用
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3
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・・・
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・ 新指標は「不適正処分された産廃の残存量」としており，県の適正処理に対しての努力が分りやすくなった。しかし，村
田町での100万トン以上の残存量を含んでいるので，具体的な対策の効果が分りにくいのでこれを別に記述しておくなど
の工夫が必要である。

・施策３の指標「不適正処分された産業廃棄物の残存量」は，当面の問題に対してはそれなりに評価できるが，次のよう
な問題点があると思われる。
　この指標は累積していた不法投棄産業廃棄物と新規の発生量の合計を見ていくものと考えられる。当面、累積量が多
い場合には，年々これらに対し適正処理が行われることにより減少が見られるであろうが，新規発生のみとなった場合は
有効な指標とはなりえないと考えられる。また，ほかの県や地域との比較や，事業により適正処理がどれ位推進されてい
るか，未然防止効果はあったかなどの効果の評価にも結びつけられるようにするには，将来的には両者の絶対量合計を
みるだけでなく，当該年度産業廃棄物に占める新規不適正処分産業廃棄物割合，現存産業廃棄物(不適正処理累積量
＋当該年度新規発生量)に占める不適正処理産業廃棄物率，その他の指標の可能性なども検討してゆく必要があると考
えられる。

・政策評価指標「不適正処分された産業廃棄物の残存量」の全国残存量と県残存量の比較は無意味である。

・不正処理予防・新規発生抑制強化のための直接的事業（事業８産業廃棄物適正処理監視指導員設置事業、事業10
産業廃棄物処理システム健全化促進事業，事業11産業廃棄物不法投棄監視強化事業，事業13産業廃棄物処理事業
者指導強化事業）はそれなりの有効性があると考えられる。更なる対応を推進されたい。

・産業廃棄物などの県外からの移入，県内からの移出の把握は現在できない状況であるが，対応を検討する必要がある
と思われる。

・補助事業の有効性については評価が困難である。事業後のフォローを一定年限後に行う必要がある。

・廃棄物の適正処理には，何らかのトレーサビリティ機能を必要とする。このような機能を発揮させるためのシステム構築と
予算化の推進が望ましい。

4
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

総合学科等の新
しいタイプの県立

学校数
A

児童生徒の学習
意欲・学習理解度

（小学校）
　（正答率６０％以
上の問題数の割

合）

C

　（授業が分かる
と答えた児童生

徒の割合）
A

　（平日に家庭等
で学習時間（３０
分以上）を確保し
ている児童生徒

の割合）

B

児童生徒の学習
意欲・学習理解度

（中学校）
　（正答率６０％以
上の問題数の割

合）

A

　（授業が分かる
と答えた児童生

徒の割合）
A

　（平日に家庭等
で学習時間（１時
間以上）を確保し
ている児童生徒

の割合）

C

生徒の学習意欲・
進学達成率（高等

学校）
　（平日に家庭等
での学習時間が
２時間以上の生

徒の割合）

B

　（現役進学達成
率の全国平均と

の乖離）
・・・

外部評価実施学
校（小・中・高）の

割合
A

政策整理番号　22

政策名

適切

【県関与・事業群設定：適切】
「県立学校整備推進事業」，「学校活性化プロポーザル事業」，「キャリア教育総合
推進事業」，「学校評価支援事業」「基礎学力向上事業」の対象は県立高校であり，
設置者として主体的に実施すべき事業である。また，「中高一貫教育推進事業」，
「学校活性化プロポーザルモデル事業」は市町村の区域を越えた広域的な検討を
要したり，全県のモデル校として取り組む事業であることから県が中心的な役割を担
う必要がある。各事業は，生徒の多様な能力，適性，ニーズに対応し，個性や能力
を伸ばす教育を展開するという共通の目的を有しており，いずれも施策の実現に不
可欠である。
【事業群の有効性：有効】
施策満足度は５０点だったが，一定の効果はあったと考えられる。政策評価指標
「総合学科等新しいタイプの県立学校数」は仮目標値を上回っている。「児童生徒
の学習意欲・学習理解度（小・中学校）」中，学習状況調査における正答率６０%以
上の問題の割合は小学校においては仮目標値を下回ったものの，中学校におい
ては仮目標値を若干上回った。授業内容理解度は小学校・中学校とも仮目標値を
上回り，予習・復習や学習への興味は小学校・中学校とも仮目標値を下回った。
「進学達成率（高等学校）」は仮目標値を若干下回るものの，前年より０．３ポイントト
アップした。「外部評価実施学校（小・中・高）の割合」は仮目標値を１７ポイント上
回った。目標を達成している状況であり事業群の有効性が認められる。
【事業群の効率性：効率的】
政策評価指標の達成状況からは効率的と言える。新しい学校の設置については，
事前に多額の費用を要するため単純に効率性を論じられないところがあるが，他の
事業に関しては事業費を大幅に増やすことなく業績指標を上げることができてい
る。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「適切」と判断する。

【施策・事業の方向性】
　特色ある学校づくりは，今回の学習指導要領の改訂の中で第4の柱として位置付
けられており，社会情勢にかなった時宜を得たものである。
　中高一貫校は，平成16年4月現在で全国に152校あるが，本県では，平成17年4
月にようやく2校目が開校したところであり，全県の教育機会の均等化を図るため，
早期に増設が必要である。また，多彩なカリキュラムを備えた総合学科等の新しい
タイプの学校のさらなる増設が必要である。
　学校活性化プロポーザル（モデル）校は，全国的にも注目を集めているが，事業
終了に当たってそのノウハウを継承しさらにレベルアップした事業を新規に展開し
たい。
　キャリア教育総合推進事業は，確実に活用が進んでいるのでさらに力を入れ，生
徒の望ましい職業観の育成と進路意識の高揚に努めていく。
　学校評価支援システムは，ソフトウェアにさらに改善を加え，平成18年度当初にシ
ステムを県サーバーに移管し本格稼働させる。
　学力向上については，小中学校においては児童生徒の学力の定着状況を継続
的かつ的確に把握し，その結果を教員の資質向上及び授業改善に生かすととも
に，家庭との連携を強化しながら家庭学習の充実を図るなど，具体的な取組の一
層の推進を図る。また，高校においては学校ごとの数値目標を設定しており，機会
を捉えて家庭学習の確保を指導していく。

維持

大18.7%2位

個性・創造性・豊かな心を培う教育の推進 5080
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特色ある学校づく
り
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適切

【施策群設定：適切】
本政策は，主に学校教育の充実を目指したものであり，創造性に富んだ個性豊か
な人材を育成する上で，本政策を構成する施策は必要不可欠なものである。政策
の重視度が８０点に対し，満足度は５０点にとどまり，かい離度は３０と非常に高い。
教育基本法改正の動向など，教育に対する国民の関心は高く，かい離度の高さは
期待の表れと受け止めたい。
【政策評価指標群：適切】
７施策に対して１０の政策評価指標を設定している。１施策に対して複数の指標を
設定するなど，施策の有効性を評価する上で適切であると考えられる。
県民が必要性をかなり感じている施策１，２，６，７に指標を設定しており適切であ
る。また，より良い指標の設定について検討していく考えである。
【施策群の有効性：おおむね有効】
政策全体の政策評価指標達成状況（Ａ：１１指標，Ｂ：４指標，Ｃ：３指標，判定不能：
１指標））から「おおむね有効」，政策満足度結果（中央値50点）から「おおむね有
効」，社会経済情勢から「有効」と判定した。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

重視度 満足度
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政策整理番号　22

行政評価委員会政策評価部会の意見

政策評価

・学習意欲・学習理解度あるいは進学達成率などを政策評価指標として設定しており，これを向上させようという政策へ
の意気込みが感じられる。

・政策評価指標「外部評価実施学校の割合」は、適切と思われる。

・政策評価指標の「家庭での学習時間を確保している割合」を小学校，中学校，高等学校と比較してみた場合に中学
校，高等学校で落ち込みが見られる。中学生，高校生に勉強させる手だてとして，県教委などが主導的に対策を打ち出
さなければ，中学，高校の自学自習率は伸び悩むのではないか。

・「早寝・早起き・朝ごはん」という生活の基礎基本づくりの上に，家庭学習の習慣づけのために行われている「家庭学習
記録ノート」のような取組を加えていくことなどで，幼・小学生から高校生まで含めて，生活の基礎的なリズムを作るという
観点からの教育の立て直しが必要ではないか。

・職業専門高校に限らず，普通科でも職業人を呼んで，生徒に社会的視野を与え，進路探しをさせるような取組をもっと
進めても良いのではないか。単に社会人講師の教える日数や時間数を増やせば良いというものではなく，それによって
何を目指して何を成果とするかが大切で、専門教育だけでなく「自分探し」の観点を入れてはどうか。

・学校評価事業の「学校評価支援システム」について，小中学校の学校評価に活用できないのか。
　例えば，学力テストの結果をグラフ集計する場合，各高校が近隣の小中学校からデータを預かり，データのインプットと
グラフ等のプリントアウトを行うという協力関係が取れれば，各校がテストの都度外部の業者に発注するよりは効率的かと
思う。小中高連携の学力対策の契機にもなるのではないか。

・施策６と施策７は重複するところがあり，それをうまく統合すればよりよいと思われる。施策６と７は，この政策全体に影響
を及ぼす施策だと考えられ，この施策をより具体的に実行していけば重視度と満足度のかい離は減少すると思われる。
　これらの施策は，現代の日本が求めている教育の根幹を担っている施策と思われる。

・施策の設定は概ね妥当と思われるが，政策重視度と満足度のかい離が大きいのは，施策群の設定より，各事業群の有
効性・効率性に課題があるからではないか。

施策評価

７
段
階
判
定
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施策の
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政策
評価
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政策評価・シート（Ａ）の内容

大

維持

おお
むね
適切

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　施策満足度は50点である。不登校児童生徒の出現率は，小学校においては
0.3％台で，全国の不登校児童生徒の出現率より低い。中学校においては，2.8％
台で微増している。施策満足度が低いこと，出現率が下がらないこと，不登校等は
特定の児童生徒に特有の問題があることによって起こるものではなく，どの児童生
徒にも起こりうるものであることを考えると，今後とも未然防止のための事業に積極的
に取り組むことが求められている。
　不登校の状況が継続することは，本人の進路や社会的な自立のために望ましいこ
とではない。事業の設定に当たっては，不登校状態の解消に向けた取組について
も充実させていく必要がある。事業群の有効性，効率性を今後高めていくために
は，中学校スクールカウンセラー全校配置実現を含め総合的に事業を展開し，市
町村教育委員会の不登校対策事業を支援していく必要がある。

【施策・事業の方向性】
　不登校の未然防止及び早期解消のためには，悩みを抱えた児童生徒及び保護
者への広範な相談体制の整備や，不登校児童生徒への学校復帰に向けた支援の
ほか，児童生徒一人一人が互いに認め合い，尊重し合いながら生活する環境づく
りが求められている。そのためには，従来の相談体制整備や不登校児童生徒支援
に加え，思いやりの気持ちなどを育む心の教育が不可欠である。
　平成19年度においても，道徳教育の充実など心の教育を図る「子どもの心すこや
か育成事業」として展開し，相互の関連を図りながら総合的に不登校対策を進めて
いく。さらに，中１不登校出現率減少を目指すために，小中学校間連携はもちろ
ん，学校・家庭・地域・関係機関等との一層の連携を深め，未然防止の観点から生
徒指導総合対策事業を拡大し，不登校児童生徒の再登校への支援を進めていく。

【県関与・事業群設定：おおむね適切】
本施策での県の役割は，すべての児童がそれぞれ自己実現を図り，社会の構成員
として必要な資質，能力の育成を図るという義務教育制度の趣旨のもと，不登校は
どの児童生徒にも起こりうることとしてとらえ総合的に事業展開することである。特に
必要な市町村に対して県の具体的な指導が必要である。不登校児童生徒の不登
校状況の解消及び未然防止に関しては長期的な取組が求められていることから，
心の悩みを抱えた児童生徒や保護者に対していつでも支援できる態勢が整備され
ている。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は50点である。政策評価指標「不登校児童生徒の在籍者比率（出現
率）」のうち小学校は目標達成したものの，中学校は目標を達成できなかった。
不登校児童生徒の全国出現率は小学校が0.32(本県0.30)，中学校が2.73(本県
2.82)であり，本県の小学校不登校児童出現率は全国より低いが，中学校は高い状
態にある。本県における不登校児童生徒に対して，指導の結果登校できるように
なった人数が毎年増加しており，取組の成果が現れてきている。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
政策評価指標等の成果は，施策の目指す方向に向かっており，事業全体の業績
指標もおおむね適切である。事業群もおおむね効率的と判定できる。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

11.2%4位

A
不登校生徒の在
籍者比率（出現

率） 小学校

不登校生徒の在
籍者比率（出現

率） 中学校
C

2
不登校児童生徒
等への支援
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政策整理番号　22

行政評価委員会政策評価部会の意見

政策評価

施策評価

７
段
階
判
定

・政策評価指標「不登校児童生徒の在籍者比率」はひとつの指標と考えられるが，不登校児童生徒への支援の施策が
有効であったかを把握しきれないのではないか。不登校児童生徒への支援の効果を表す指標が求められていると思わ
れる。

・中学校１年生で不登校の発生が増加するのは全国的な傾向であるが，小学校までの児童と教員との人間関係のあり方
と，中学校に入ってからの取り締まり的な生徒指導のあり方を含めた人間関係のあり方との違い，小中の学校文化の違い
が一つ大きい要因なのではないかと思う。何らかの方策はとれないものなのか。

・中学校・高校くらいになると，青年期教育という別の視点からの指導も必要となってくることから，部活動などを含めた
様々なストレスが子ども達に加わるということはどうしても出てくる。小中学校のより日常的な交流によって，両者の文化を
融合調和する方策を考える必要があるのではないか。スクールカウンセラーを導入すると言っても，受け入れる側の教員
の体質とのズレがあれば，生徒の側は違和感を持たざるを得ないのではないか。

・小学校までは成績による序列なども余り意識しないで過ごしていた子ども達が，中学校で急にそう言った序列を意識せ
ざるを得ないなど，人間関係の変化だけではなく，受け入れなければならないことも多く，厳しいと言えば厳しいが，子ど
も達にはそういう新しい青年期のステージに移っても生き抜いて欲しいと思う。しかし，そのステージの切り替わりの際にこ
こまで課題が出ているのであれば，何らかの方策があっても良いのではないか。例えば小中学校をつなぐ教員の交流、
教科専門担当や課外活動などの交流がより細やかにあっても良いのではないかと感じる。

・不登校児童生徒への支援に対する各事業の有効性や効率性をより鮮明にし，費用対効果がどのように表れているのか
検討する必要があるのではないか。

・補助金削減を受けやすい施策のひとつと思われるので，県としてどのように位置づけるかが重要である。

4
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施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

政策整理番号　22

政策名

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

満足度（施策）

施策の
必要性

政策
評価

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

【県関与・事業群設定：適切】
本施策での県の役割は国の指導の下，県立大学を設置・運営することである。事業
内容は宮城大学に新たに食産業学部を設置することであり施策目的を実現するた
めに必要である。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度や政策評価指標「県立大学卒業生の就職率」からは宮城大学新学部
設置事業の有効性を判断することはできないが，学生の教育・研究環境の向上を
図るため，事業の継続は必要である。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
政策評価指標及び社会経済情勢データから効率性を確認できないが，事業は計
画どおり実施されたので，おおむね効率的であると判断できる。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

縮小

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　宮城大学食産業学部は開学して2年目を迎えるが，まだ，一部で仮設校舎を暫定
使用しているため，完成年次（平成20年度）まで施設面での不足が見込まれる。

【施策・事業の方向性】
　宮城大学新学部設置事業では，現在，前年度に引き続き校舎等の整備を実施し
ており，平成18年度末で終了する予定である。

おお
むね
適切

5.6%

5.4%

おお
むね
適切

大

7位

中

1.8% 大

【県関与・事業群設定：適切】
本施策での県の役割は，国の動向を踏まえながら，「障害児教育の充実」を目指し
各事業を展開しているが，さらにこれを進めるため，基本理念を「障害の有無によら
ず，全ての子どもが地域の小・中学校で共に学ぶ教育を子どもや保護者の希望を
尊重し展開する」とする「宮城県障害児教育将来構想」を策定し，「特別支援教育」
を推進することとあわせて，ノーマライゼーション社会の一層の推進を図ることであ
る。事業群は，盲・聾・養護学校において医療的ケアを要する児童生徒への看護師
の派遣や，障害のある児童・生徒が通常の学級に在籍して学習するシステムづくり
をモデル的に実施するとともに，盲・聾・養護学校の児童生徒が居住地の小･中学
校で共に学習活動を実施する「共に学ぶ学習システム整備事業」，障害児教育に
対する教員の資質向上を図るための「共に学ぶ教育研修充実事業」などであり，こ
れらは障害のある児童生徒の教育的ニーズに応じて適切な教育的支援を行うととも
に，障害の有無によらず地域で共に学ぶことができる教育環境づくりを推進すること
を目的とするものであり，施策目的を十分に踏まえた事業である。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は50点，満足度60点以上の割合は39.3%であり，おおむね有効であっ
た。政策評価指標「県立盲・聾・養護学校在籍児童生徒が居住地等の小・中学校
において児童生徒と学習活動を通し交流した割合」は１３．１％であり，目標値を上
回った。政策評価指標からは有効と判断するが，それ以外の指標からも事業の有
効性が伺える。総合的に判断して，事業の有効性はおおむね有効と判断する。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
政策評価指標からは判断できないが，社会経済情勢データからはおおむね効率
的，効率性指標からは効率的と判断でき，総合的におおむね効率的だと判断す
る。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　県では，国の動向を踏まえながら，「障害児教育の充実」を目指し各事業を展開し
ている。さらにこれを進めるため，基本理念を「障害の有無によらず，全ての子ども
が地域の小・中学校で共に学ぶ教育を子どもや保護者の希望を尊重し展開する」と
する「宮城県障害児教育将来構想」を策定し，「特別支援教育」を推進することとあ
わせて，ノーマライゼーション社会の一層の推進を図るため，教育関係者のみなら
ず，広く県民の理解を求めるとともに意識啓発を推進する。

【施策・事業の方向性】
　少子化の進展で児童生徒数が減少する中で，盲・聾・養護学校の児童生徒数は
僅かではあるが増加している。
　次年度以降も「宮城県障害児教育将来構想」実現のため，施策の更なる拡大が
必要である。
　国においても「特殊教育」から「特別支援教育」への転換を図る方向性が示される
など，障害のある児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた質的な充実も必要と
なっている。
　教育関係者のみならず，広く県民の理解を求めるとともに意識啓発を推進し，ノー
マライゼーション社会の一層の推進を図る。

5位

6位

4
私立学校教育の
振興

大学等高等教育
の充実

障害児教育の充
実

拡充

B
県立大学卒業生

の就職率5

3

県立盲・聾・養護
学校在籍児童生
徒が、居住地等

の小・中学校にお
いて、児童生徒と
学習活動を通し
交流した割合

A
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政策整理番号　22

行政評価委員会政策評価部会の意見

政策評価

施策評価

７
段
階
判
定

・政策評価指標「県立大学卒業生の就職率」について，全国的に見れば就職率が上向いている状況の中で，宮城大学
に関しては今まで順調だった就職率が下がり，陰りが見えてきたようにも受け取れる。
　就職指導についてキャリア開発室の奮闘は感じられるが，さまざまな学生たちがいるわけで、その職業観などを内面か
らどう構築していくのかが今後の課題ではないか。

・卒業後に起業して活躍する人材が出ているということや，看護学部の就職状況の良さが，大学全体にも良い刺激を与
えているように思える。
　しかしながら，大学の目指すべき方向性として，一つのステージが終わり，次のステージに向けてどうすべきかを検討す
る時期に来ているのではないかという感じもある。これはどのように認識されているのか、またどのように行政は対応してい
るのか。

・新しい食産業学部では，「食文化の普及」の施策との連携が求められる。

・文部科学省の特別支援教育の推進の有効性を障害児と健常児との交流の指標で測定するには，無理があると思われ
る。

・障害児教育の充実を考えた場合，健常児との交流もひとつの指標であるが，教育現場で困っていることは，軽度発達
障害児等の普通学級在籍児童生徒をどのように教育していくかではないか。この施策の充実を考えた場合，そのように
施策を実行していく指標を打ち出すことが緊急の課題と思われる。

・特殊教育から特別支援教育に移行する中で，現場の教員の対応はなかなか大変だと聞いている。
　必要な条件が整わないまま進めると，かえって特別支援教育がマイナスの方向に働いたり，事件・事故が起きる恐れも
あるのではないか。国の方針で人員の加配が十分でなく，校内の支援体制強化で対応しているとのことだが，そのような
方法でやり通せれば良いが，長く続けるには無理があるように感じられる。退職教員を活用するなどの方策は考えられな
いか。

・市町村が，特別支援教育についてどこまで丁寧な対応を出来るかについては疑問もある。何らかの独自の方策を県教
委で立て，それに則って進めないと，体制が整わない中で特別支援教育を進めることには，事故・事件が発生し，その結
果学校は「やる気がない」といった批判にさらされるといった事態になりかねないのではないか。

・軽度発達障害児は，人口比４～５％と言われている。しかも普通学級に在籍することが多い。従来の障害児の概念では
定義できないダークゾーンに在籍する児童生徒たちである。このような子どもをどう教育していくか，なんらかの施策が求
められていると思われる。障害児教育の研修会等の事業があるが，教育現場にどれほどの効果があるか疑問である。
　しかも，このような子どもは現場では何らかの問題行動を起こすことが多く，教員の能力，その子の保護者や関わり合っ
た子どもとその保護者たちへ対応できる教育の充実が求められている。

4
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施策
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施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
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優先度
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施策の
方向性
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満足度（施策）

施策の
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政策
評価

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

全授業日数中、
社会人講師等が
教えている日数
の割合（小学校）

A

全授業日数中、
社会人講師等が
教えている日数
の割合（中学校）

A

全授業日数中、
社会人講師等が
教えている日数
の割合（高等学

校）

A

１０日以上授業公
開日を設定してい
る学校の割合（小

学校）

A

１０日以上授業公
開日を設定してい
る学校の割合（中

学校）

B

１０日以上授業公
開日を設定してい
る学校の割合（高

等学校）

A

【施策・事業の方向性】
　開かれた学校づくりの必要性・重要性は，県民満足度調査の結果から認識でき
る。今後は，施策・事業について地域住民や県民の理解と支持を一層得られるよ
う，社会人活用や学校公開について情報提供に努めたり，事業内容を工夫していく
ことが必要と考える。

維持

【県関与・事業群設定：適切】
本施策での事業群は，「キャリア教育総合推進事業」，「特別非常勤講師制度」，
「学校評価支援推進事業」，「小中学校学力向上推進事業」であり設置者である県
が主体的に推進すべき事業である。どの事業も児童生徒と地域を意識して推進さ
れ，地域に開かれた学校づくりという共通の目的を踏まえており，施策の実現に重
要な位置を占めるものである。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は50点である。一方，政策評価指標「全授業日数中，社会人講師が教
えている日数の割合」は目標を達成した。「１０日以上授業公開を設定している学校
の割合」では中学校が目標未達成であるものの小学校と高校は目標達成している
ことから，全般的に事業群は施策実現に効果があったと判断する。事業成果である
社会人講師の活用回数は，小学校では減少傾向にあるものの，他は上昇してい
る。開かれた学校づくりという施策自体は前進していると判断できる。
【事業群の効率性：効率的】
政策評価指標達成度や業績指標及び成果指標の多くは施策の目指す方向に進
んでおり，事業費に対する業績指標の割合から見ても，事業は効率的だと判断す
る。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「適切」と判断する。

3位 14.5% 大6

適切

地域に開かれた
学校づくり
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政策整理番号　22

行政評価委員会政策評価部会の意見

政策評価

施策評価

７
段
階
判
定

・施策の目的がはっきりしており，県の関与と事業の設定は妥当である。また，政策評価指標と施策の有効性が連動して
おり，妥当である。

・ひところとは比較にならないほどに学校を開放し，順調に進めているにもかかわらず，県民にはあまり認識されていな
い。この認識のズレをどう考えるか。
　学校評議員，特別非常勤講師などと言う形で，学校側も社会からの指導・助言を求めていると思うのだが，学校は閉じ
られたものであるというイメージが社会的に先行しており，取り組みについては余り認知されていないように思われる。

・「地域学習支援センター設置事業」は人気が高い。これは県教委のヒット商品になりつつあるように思われる。
　ひところ，図書館から受験勉強する人達が閉め出されるということもあったが，どんな形であれ，学習の習慣付けが重要
だと思われ，やはり勉強しやすい条件の場を作れば，子ども達も変わってくる。ただ，ボランティアの手助けがなければ出
来ないという側面もあるが「地域学習支援センター設置事業」で県立高校の校舎を利用するというのは面白い発想だっ
た。
　中国などでは，夜遅くまで学校が開放され，子ども達は好きなだけそこで学習できるようになっている。学習の習慣づけ
と言う意味では，塾とはまた違う，いつでも学習できる場を準備すれば，子ども達はやる気を出すのではないか。

5
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施策
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優先度
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満足度（施策）
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政策
評価

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

A

小・中学校におけ
る「学社連携・融

合事業」の実施割
合

7
地域社会と学校
教育との協働の
推進

1位 41.0% 大

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　学力・体力の低下，青少年の凶悪犯罪の増加，ニート・フリーター問題，不登校，
いじめ，校内暴力，生活習慣の未定着，虐待等，子どもたちの教育をとりまく新たな
教育課題が噴出する中，「個性・創造性・豊かな心を培う教育の推進」を強力に進
めなければならない。

【施策・事業の方向性】
　この政策に属する7つの施策の中で，県民の優先度は1位の41.0％と，2位の
18.7％を大きく引き離しており，施策重視度も80点と高いことから，県民はこの施策
の必要性をかなり感じている。
　噴出する新たな教育課題には，もはや学校だけでは対応しきれる状況になく，今
まさに，家庭・地域と学校が協働して地域全体で教育活動を展開することが必要で
あり，この施策を強力に推進していかなければならない。
　家庭・地域と学校が協働し地域全体で教育活動を展開していく「地域社会と学校
教育との協働」を，県内全市町村，全学校区に広めていくために，施策・事業を拡
充していく。

おお
むね
適切

【県関与・事業群設定：適切】
本施策での県の役割は，市町村及び各学校区で，地域社会と学校教育の協働を
推進するための環境整備と普及啓発である。地域と学校の協働について，取組の
継続性や内容の深まりを考慮したとき，組織を位置づけた協働の奨励は施策目的
にあっている。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は55点と低調だったが，政策評価指標「小・中学校における「学社連
携・融合事業」の実施割合」は目標値を大きく上回った。各市町村，地域，学校が
地域と学校の協働の趣旨を理解し実践に力をいれたものと考えられる。施策はおお
むね有効だったと判断する。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
政策評価指標は施策の目指す方向に推移しており，業績指標及び成果指標の増
加の推移と相関が認められる。各事業は概ね効率的に実施されていると判定でき
る。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

拡充
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政策整理番号　22

行政評価委員会政策評価部会の意見

政策評価

施策評価

７
段
階
判
定

・「みやぎらしい協働教育推進事業」について，MAP（みやぎ・アドベンチャー・プログラム）では指導者養成を行っていた
かと思うが，その取組とはつなげられないのか。

・ニート・フリーター対策としても，青年期の教育が非常に影響が大きいと考えられ，協働教育が効果を有してくる可能性
はある。生きることの意味を実感しながらの学びが出来れば，単なる机上の教育とは子ども達の感じ方も変わってくると思
う。

・今の若い学生などと接すると，人のために役立ちたいという想いを強く持っていると感じる。そういった「場」を与えること
で，いきいきと活動ができるようになるので、「13歳の社会へのかけ橋づくり事業」はぜひ成功させて欲しい。

・現在は小中学校での取組であるが，高校でも同じような取組は出来ないものか。モデル校として1・2校でも良いので，よ
りダイナミックな取組ができるということで示して行ければ非常に良いと思う。小中学校は伝統的に地域に支えられている
と言う面があるが，高校は地域と疎遠であることが多い。地域との協働教育といった事業を契機にして地域とつながる，県
民大学の開放講座などを通じて地域とつながることを考えないと，次の時代の経営は厳しいのではないか。

・保護者が不安に思っている「子どもの安全」について，地域住民の協働をより進めていけば目に見える有効性が得られ
ると思われる。

・この施策は，地域社会と学校教育の連携を目指すものであり，県民から強く求められている施策と思われる。そのこと
は、満足度調査の結果からも，政策評価指標が仮目標値を大きく上回っていることにも表れている。狭い意味の知識教
育だけではなく、人間教育の施策であり、その有効性は大きい。県民が求めている児童生徒の社会との協働に適切な事
業展開をしている。事業群もきめ細かく検討されておりその有効性は大きいと思われる。

・施策を構成する事業群の目的が明確であるので効率性が高い。

・県民満足度調査結果を見ると，施策７の優先度が非常に高いというのは，従来の地域が崩壊していくことへの危機感，
もう一度地域や学校を作り直していくことの必要性を感じる県民が非常に多いことを示しているのではないか。
　安全・安心の問題も含めて，地域全体が疲弊し，崩壊し，地域の教育力も減退していく中で，地域と学校をどうにかして
立て直すということを県民が待ち望んでいるのではないか。

・学校では様々な事件・事故が発生しており，「地域の安全性」に対する地域住民の協力を欲しているのではないか。
　「安全・安心の地域づくり」はこの施策の３つ目の柱として据えられるのではないか。実際には現在実施している事業も
その意味を含んでいると思われる。

・「みやぎらしい協働教育推進事業」の県レベルでの協働推進組織「みやぎらしい協働教育推進会議」のメンバーには安
全・安心の面で関連があると思われる警察等が含まれていない。趣旨がずれる点はあるかも知れないが，「地域と学校と
の協働教育の推進」を県レベルでも大々的に進めるのであれば，安心・安全に関する取組までを想定した組織の再編も
あり得るのではないか。防犯協会など，他の組織と重複する部分はあるかと思うが，その点については整理の上検討願
いたい。

・従来は学校側のメリットに着目した取組が多かったが，「みやぎらしい協働教育推進事業」については，地域の方々が
取組に参加することで自らの成長と発達につながるという生涯学習のサイクルでもある点が従来の取組と異なる点であ
る。

7
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

大

3

生涯にわたって学び楽しめる環境の充実 5070

生涯学習に関す
る様々な情報提
供システムの充
実

行政、大学及びＮ
ＰＯ等生涯学習に
関わる様々な機
関・団体のネット
ワーク化

1

みやぎ県民大学
受講者数（累計）

公立図書館にお
ける図書資料貸

出数（県民一人当
たり）

B

おお
むね
適切

【施策群設定：適切】
政策を実現するためには５施策全てが必要である。少子高齢化が進展している中，
教育分野において生涯学習の重要性は今後さらに増していくと予想される。
【政策評価指標群：適切】
２指標ともに適切であり今後も継続する。また，重視すべき施策に指標が設定され
ている。
【施策群の有効性：おおむね有効】
政策全体の政策評価指標達成状況（Ａ：１指標，Ｂ：１指標）から「おおむね有効」，
政策満足度結果（中央値50点）から「おおむね有効」，社会経済情勢からは「有効」
とした。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

満足度（施策）

施策の
必要性

政策
評価

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

多様なニーズに
対応した学習機
会の提供

A

4
生涯学習を支援
する関連施設の
整備・充実

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

おお
むね
適切

拡充

【県関与・事業群設定：おおむね適切】
本施策について，「みやぎ県民大学事業」においては，「出前講座」をはじめ，市町
村と共催して行う講座を増やすとともに，ＮＰＯ法人等の民間法人に講座を委託す
る「自主企画講座」を充実させるなど，連携・協力を推進する取り組みに努めてい
る。それぞれ，学習機会の提供及び生涯学習の環境整備という施策目的を実現す
るために必要な事業である。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は５０点であったが，６０点以上の回答者の割合は５０％近くあり，事業
自体が有効ではなかったということではない。ただ，みやぎ県民大学講座のより一
層の拡充や町村への図書館設置を求める県民の意見を反映した結果と思われる。
また，政策評価指標「みやぎ県民大学受講者数」（累計）については，49,288人とな
り，目標値（49,000人)を達成している。「公立図書館における図書館資料貸出数」
については，３．７冊で目標値（３．８冊）を達成出来なかった。このことは，目標が
チャレンジ的目標値であり，公立図書館数が増えないと実現がかなり難しい目標と
したためである。その他，個々の事業の業績指標や成果指標の数値は順調に推移
しており，事業については概ね有効と認められる。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
政策評価指標の推移と業績指標・成果指標との相関が認められ，各事業の効率性
指標も高くなっていることから，事業はおおむね効率的に実施されているものと判断
できる。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　政策を構成する施策の設定は適切であり，政策目的を果たすためにも有効である
と認められる。このことから，政策評価指標の目標値を達成するためにも，引き続き
この施策を重点的に実施していく必要がある。

【施策・事業の方向性】
　少子高齢化の進展等，今後，生涯学習の重要性はますます高まっていくことが予
想される。
　広域的に，かつ多様なニーズに対応した学習機会を提供するみやぎ県民大学推
進事業については，多くの県民からの要望に応えるためにも，講座を拡充する必要
がある。
　文字活字文化振興法の施行により，県として市町村図書館の支援に力を入れて
いかなければならない。図書館は，生涯学習を行うための基幹施設であり，新設等
も含め，市町村図書館への支援については拡充していく。
　以上，生涯学習施策については，拡充の方向で行いたい。

13.8%

2
地域の主体的な
生涯学習を支援
する人材の育成

3位

5位

4位

1位

5

31.3% 大

中

2位

大

6.5%

17.6%

29.8%

中

政策整理番号　23

政策名

重視度 満足度
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政策整理番号　23

5

5

施策評価

・政策評価指標「公立図書館図書資料貸出数」は，公民館の図書の貸し出し数が反映されていない。公民館の利用者
数と貸し出し数の関係を政策評価指標とすることも可能ではないか。

・みやぎ県民大学の受講者数の分析や図書館の利用者数の分析をすることで新たな政策評価指標設定の可能性が生
まれるのではないか。

・指標「公立図書館における図書資料貸出数」が伸び悩んでおり，県図書館の施設を充実するという手法もあるとは思う
が，市町村に対し何らかの支援を行う手法も考えられる。各市町村が図書館を設置する呼び水となるような施策はないも
のなのか。打開策としてすぐ思いつくのは補助金であるが，図書館の設置率が低い宮城県として打てる手はないのか。
　図書館づくりのよい事例を他市町村にも提供し刺激を与えることで，市町村同士がサービスを競うような形が望ましい。

・高校の学校図書館と県図書館をつないだネットワーク貸出を試験的に実施（現在は高校の生徒のみが対象）している
が，今後地域に開放できるようになれば，図書館のない地域の住民も利用出来る可能性が出てくる。難しいかもしれない
が，利便性からすればさらに身近な小学校図書室と連携出来ればよい。

・「みやぎ県民大学推進事業」での高等学校開放講座の集客力は悪いのか。それぞれの高等学校がもう少しその気にな
るといいと思う。また，教員にとっても交際幅が広がり職能成長にもいいのではないだろうか。

・「みやぎ県民大学推進事業」で，単位を取得し，資格試験などにパスした人を何らかの形で認定し，生涯学習のリー
ダーとして活用していくことは考えられる。他県で採用している「生涯学習指導者」といった資格制度を設けるなど，何ら
かのシステムが必要かと思われる。

・基本票の県民満足度分析カードから何らかの仮説が立てられないだろうか。圏域別、男女別、年齢別に分析して今後
の対策をよりていねいに立ててはどうか。

行政評価委員会政策評価部会の意見

７
段
階
判
定

政策評価

・各事業において高等学校や団体（ＮＰＯ）等の協力を得て事業の展開をしており，県関与の適切性と事業群の妥当性
は妥当である。

・「みやぎ県民大学推進事業」について，平成17年度は平成16年度と比較して事業費が約2/3程度に減額されている
が，主催事業会場数は逆に増加している。予算減額の中でも，開催回数を減らさないなどの努力をしていることが確認で
きた。

・みやぎ県民大学の受講生のニーズは多様化していると思われるが，概ねそのニーズに対応していると思われる。

・政策評価指標の「みやぎ県民大学受講者数」と「公立図書館における図書資料貸出数」の目標設定が右肩上がりと
なっているが，現実的に達成が困難になるのではないか。実態に即したより適切な指標を検討してはどうか。

・政策評価指標について，設定している目標値が妥当であるかどうかを判断できるデータはないか。例えば読書率の全
国値との比較で目標値を設定するなど，全国レベルで比較できる指標があれば良いと思う。
　そうすることで，学校と連携して読書活動を展開するなど，実績を上げるための努力につながると良いと思う。

・政策評価指標「公立図書館資料貸出数」は，新しい図書館が３つできたのにも関わらず期待したほどの伸び率が見ら
れない。このことは新しい図書館を作れば，貸し出し数が伸びることを意味していない。利用者という「受け身の指標」な
ので施策の有効性を計りにくい面がある。
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

政策整理番号　26

政策名

大

拡充

おお
むね
適切

1位

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　県民満足度調査結果では，施策満足度が50，施策重視度が70と，かい離が大き
い。県民の文化芸術振興事業に対する期待が高度化しており，県として芸術文化
への一層の積極的な取組が必要である。

【施策・事業の方向性】
　住民との協働による行政運営を目指す県や市町村にとって，地域社会の活性化
が課題となっている。地域の祭礼，伝統行事，住民の地域に根付いた創作活動等
は，地域住民の結びつきを強め，地域間交流を生み出すものであることから，本県
においては，文化芸術の力で地域社会を活性化する必要がある。
　次年度は，地域文化及び県民の文化芸術活動の持つ力をそれぞれの地域の活
性化につなげるために，教育分野，観光分野等他分野においても文化を念頭に置
いた施策を，これまで実施してきた事業に加え，さらに推進していく必要がある（例
えば，子どもの文化芸術活動を活かした地域づくり，文化芸術を活かした産業，観
光による地域づくり，文化芸術施設等を核とした地域づくりなど）。

評価原案

大

25.1%

37.6%

2位

政策評価・シート（Ａ）の内容

【県関与・事業群設定：おおむね適切】
本施策での県の役割は，文化芸術振興ビジョンに基づく県内の総合的な施策の策
定・実施，全国的な団体との連絡調整である。県民より多くの人が文化芸術に接す
る機会を得た。
【事業群の有効性：おおむね有効】
満足度（中央値）は，５０点と中位だが，同６０点以上の回答が４３．７％と低位なた
め，満足度を高める点で課題がある。政策評価指標達成状況「県立文化施設への
入場者数と芸術文化事業への参加者数」は，平成１７年の仮目標値をほぼ達成し
た。
また，平成１５年内閣府世論調査によると，日常生活の中で，優れた文化芸術を鑑
賞したり，自ら文化活動を行ったりすることは，大切だと思うか聞いたところ，「大切
だ」とする者の割合が86.2％で，平成８年の前回調査の92.1%からは低下している
が，大切だと考えている国民が大多数だった。以上のことから概ね有効と判断する
が、価値観の多様化により，県民の文化・芸術活動への取り組み方も高度化・多様
化しており，事業の展開についてはそのような状況に対応していく必要がある。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
事業が定着し県民の支持を得た結果，入場者数が増加している状況から，その成
果が政策評価指標に現れているものと思われる。費用対効果において高い効率性
が認められる。各事業は効率的に実施されており，入場者数等の増につながった。
事業群は施策の目標に対して概ね効率的であると思われる。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

県立文化施設へ
の入場者数と芸
術文化事業への
参加者数（主催事

業参加者数）

B2

美術や演劇など
文化・芸術活動に
親しむための環
境づくり

施策の
必要性

政策
評価

地域の誇りとなる文化・芸術の保存や振興 5070

1
文化財、伝統文
化の保存・継承・
活用

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

おお
むね
適切

【施策群設定：適切】
県民が日頃行っている創作活動や表現活動，美術や演劇などの文化・芸術活動に
親しむための環境づくりなど政策目標に合った施策であり，政策目的に合致する。
県民満足度調査の結果，重視度は高く，文化の重要性に関心が集まっている現れ
とみることができる一方で，満足度は低い。性別・年齢別等でもあまり差異は見られ
ない。これは，これまでの事業の積み上げの中で，目標が段階的に高度化すると思
われること，また，県民が多様なライフスタイルを指向することから，多岐にわたる需
要に発展していくものと考えられる。
ライフスタイルの変化やいわゆる団塊の世代の人材の現役引退等により，県民の行
う文化・芸術活動も今後ニーズが増え，多様化することが予想され，文化芸術活動
にふれる機会や活動の発表の場を設けることにより，県内の活動が飛躍的に拡大
することが期待される。
【政策評価指標群：おおむね適切】
各個人の多様な価値観や満足度が反映されるような指標を検討する必要もあると
思われるが，施策の性格上，短期的には県民満足度調査に反映しにくい面や，施
策を支える事業の工夫次第で県民満足度調査に今後どのように反映されるのか，
推移を見る必要があると思われるので，しばらくは，事業内容の工夫を図るなど，事
業推進に力を注ぎ，状況を見極めたい。なお，重視すべき施策には殆ど指標が設
定されている。
【施策群の有効性：おおむね有効】
政策全体の政策評価指標達成状況（Ｂ：２指標）から「おおむね有効」，政策満足度
結果（中央値50点）から「課題有」，社会経済情勢から「おおむね有効」と判定した。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

重視度 満足度
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政策整理番号　26

政策評価

行政評価委員会政策評価部会の意見

・施策２，３の目的が違うのに，政策評価指標が同じなので，政策評価指標で何を測定するのか不明瞭になってしまう。
入場者数と参加者数は，数の意味が違うのでそれを区別した指標を検討するべきではないか。

・政策評価指標の目標値の設定が右肩上がりだが，現実的には達成困難な目標なのではないか。
　設定された目標値を全国レベルや世界レベルなどと比較するなどして，目標設定の根拠を示して欲しい。

・団塊の世代の大量退職により生じてくる人々が，地域社会でも自立した生活ができるようにしていく取り組みも必要では
ないか。多少自分のお金を出しても，文化的取り組みとして，自分の絵の展覧会を開催したいという人も出てくるかも知れ
ない。この種のものをうまくとりこんで，個にとどまらず，「子ども」や「地域」をキーワードに広く文化的活動を企画してもら
い，そのような場合には県も支援するという方法も考えられる。ぜひそのような事業を実現して欲しい。

・団塊の世代が大量に退職する2007年問題に対して，何か積極的な構想があってもよいのではないか。例えば、食文化
の企画が今年で終わりであるが，この種の企画か，市民手作りの芸術活動とか，次の時代の市民文化を創っていくような
企画がほしい。

施策評価

７
段
階
判
定

3

3

・政策評価指標「県立文化施設への入場者数と芸術文化事業への参加者数」については，右肩上がりの目標設定が現
実的かどうかという観点と，文化芸術の振興を測る指標として適切かどうかという観点から，修正を検討してほしい。

・県民のニーズに合ったイベントを行う企画力が，指標の増加と今後の施策の有効性の鍵を握るのではないか。施設内
部の者の知恵だけで進めようとしても限界があるのではないか。若い人々にメンバーに入ってもらい，意見を述べてもらう
と言う取り組みも必要ではないか。
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

政策整理番号　26

政策名

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

施策の
必要性

政策
評価

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

9.7%

7.4%

縮小

おお
むね
適切

おお
むね
適切

中

4位

5位

3位

中

6位 3.2%

16.6% 大

大

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　県民満足度調査結果では，施策満足度が50点で，施策重視度とのかい離が20点
と大きい。県民の文化芸術振興事業に対する期待が高度化しており，県として芸術
文化への一層の積極的な取組が必要である。

【施策・事業の方向性】
　住民との協働による行政運営を目指す県や市町村にとって，地域社会の活性化
が課題となっている。県民参加の文化祭等による地域活性化という形で施策を展開
して，地域社会の活力を再生する必要がある。
　次年度は，地域文化及び県民の文化芸術活動の持つ力をそれぞれの地域の活
性化につなげるために，引き続き芸術協会など県内文化団体の文化活動への支援
を継続していく。

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　社会経済情勢等からこの取組の必要性に対する認識が高まってきており，国や市
町村，地域有志等により類似の取組がそれぞれに行われるようになっている。しか
し，事業内容は類似しているが，施策目的は伝統的生活文化の保存，地場農産物
の消費拡大，自律的・健康的な食生活運営能力の向上と様々である。しかも取組に
当たっては多様な手法があることから，相互の関連性の確保や役割分担の明確化
はなされていない状況にある。
　「事業」としての有意性，有効性は明白ではあるものの，類似の取組が各組織に
おいてばらばらに行われていることから，現場では少なからず混乱が生じている。
　そのため，県全体の視野に立った，施策レベルでの分類及び総合化が必要なも
のと思われる。

【施策・事業の方向性】
　食文化をメインとした予算事業の取組は終了して，18年度以降はこれまでのモデ
ル市町村での取組成果を庁内の産業経済や教育分野での食育の総合的な取組の
中に取り入れていってもらう。
　これまでのモデル市町村での取組成果を踏まえたアドバイス等をしていき，その波
及効果を図る。

【県関与・事業群設定：おおむね適切】
本施策での県の役割は，県内市町村の取組への支援である。事業は地道であるが
施策目的を着実に踏まえた事業である。
【事業群の有効性：課題有】
満足度（中央値）は，５５点と中位だが，同６０点以上の回答が４３．６％と低位なた
め，満足度を高める点で課題がある。政策評価指標「食文化の醸成に取り組む市
町村の割合」は仮目標値に達しなかった。他市町村への広報がさらに必要であると
思われ，今後これまでの成果を情報発信することにより波及効果を図っていく。
業績指標・成果指標が増加せず，課題がある。
【事業群の効率性：課題有】
政策評価指標の推移では増加傾向が止まっており，課題がある。効率性を確認す
ることはできない。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

【県関与・事業群設定：おおむね適切】
本施策での県の役割は（社）宮城県芸術協会，宮城県，仙台市，仙台市教育委員
会，河北新報社，（財）宮城県文化振興財団と共催し，県民の優れた芸術文化活動
の発表の場と鑑賞機会を提供することである。県民が日ごろ行っている創作活動や
表現活動を促進する上で必要であり施策目的に合致する。
【事業群の有効性：おおむね有効】
満足度（中央値）は，５０点と中位だが，同６０点以上の回答が３４．２％と低位なた
め，満足度を高める点で課題がある。また，政策評価指標「県立文化施設への入場
者数と芸術文化事業への参加者数」は，平成１７年の仮目標値をほぼ達成した。成
果指標推移から，事業（宮城県芸術祭）が定着し県民の支持を得た結果，入場者
数が増加している状況から，その成果が政策評価指標に現れているものと思われ
る。費用対効果において高い効率性が認められる。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
事業が定着し県民の支持を得た結果，その成果が政策評価指標に現れているもの
と思われる。費用対効果において高い効率性が認められる。また，予算的に制約を
受けつつも，入場者数等の増加がみられたことから，概ね効率的といえる。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

4
食文化等の生活
文化の保存・継
承・活用

6

文化・芸術活動を
創造・先導する人
材の育成

県民が行う創作
活動や表現活動
への支援

海外との文化交
流等の推進

5

3

維持

県立文化施設へ
の入場者数と芸
術文化事業への
参加者数（主催事

業参加者数）

B

食文化の醸成に
取り組む市町村

の割合
B
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政策整理番号　26

政策評価

行政評価委員会政策評価部会の意見

施策評価

７
段
階
判
定

・政策評価指標「食文化の醸成に取り組む市町村の割合」は「市町村の割合」を指数に取っているため，きめの細かい分
析ができにくく，施策の有効性が性格に反映されていない可能性がある。そのためこの施策で取り組んだ事業は，実態
はより大きな波及効果があると思われ，指標とのかい離が生じているのではないか。
　市町村単位ではなく、「企画数と参加者数」を指標とすれば参考になるのではないか。

・ようやく「食育」の重要性が認知され，県教委でも「早寝・早起き・朝ごはん」というキャッチフレーズで，生活のリズムを作
ることで成績向上につなげようという取り組みを始めるなど，食育の基本に戻ろうということでやっている。これまでの事業
の積み重ねを花も実もあるようにつなげたいところである。

・教育委員会では地域と学校の連携プランが進められており，こちらの事業では食育を通じて学校・地域・家庭の関係を
再構築しようということであれば，ぜひ協力関係を持って強力に進めて欲しい。各地域で行われている「点」の取り組みを
「線」に結ぶ取り組みを県の部局横断では行って欲しい。

・施策の県民満足度が55点，県民の評価はそれほど低くない。分かりやすい取り組みであるためなのか。「みやぎ食育の
里づくり事業」が終了するのは惜しい気もする。観念的な事業とは違って，県民自ら嬉々として参加しているように見え
る。

・政策26全体にも関わることだが，団塊の世代がこれから大量退職を迎えることになる。食育の観点から見て，この世代の
男性向けの料理教室の開催など，食の面でいかに自立させるかというのも重要ではないか。「誰かに作ってもらわなけれ
ば食べられない」のではなく，「自分の食事は自分で作る」ということで，生活の可能性を広げるというのは大切だと思う。

・災害が発生した場合にも，常日頃から「ものの食べ方」を訓練等で学んでいれば安心である。各地域で，年に1回でも
「炊き出し」のような行事があれば子どもの生きる力もつくのではないか。今後食育を進める健康対策課で行うのか，防災
担当課で行うのかといった問題はあるが。ここまでつないできたものをさらにつなげていって欲しい。

・政策評価指標について，県民に「親しんでもらう，観てもらう，聴いてもらう」ことを主たる目的としている施策２と同一の指
標としているが，施策３は目的からしても，主体的に自ら文化芸術活動に取り組んでいる人の人数などを指標とするのが
望ましいのではないか。

・記載内容からは，新しい文化芸術の動きへの支援が何もなされていないように受け取られるが，県は財団法人宮城県
文化振興財団を通じて，県民のサークル活動への支援助成費を支出している。
　県からの直接補助ではなく，財団を通じての間接補助のため，基本票には記載されないということなのであろうが，県の
この施策に対する取組内容がもっと見えるように，県民への文化芸術活動への支援の状況についても示して欲しい。

・「宮城県芸術祭」の事業費は，既成団体への助成金ということだが，何か今までにない新しい活動をしたいと考える人に
支援することはできないか。

3

3
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

意欲ある農林漁
業者・経営体数

・認定林業事業体
数

B

意欲ある農林漁
業者・経営体数

・新規農林水産業
就業者数

B

意欲ある農林漁
業者・経営体数
・認定農業者数

意欲ある農林漁
業者・経営体数

・専業的漁業経営
体数の割合

A

A

政策整理番号　14

政策名

おお
むね
適切

大

12.3%

38.1%

3位

1位

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

【県関与・事業群設定：おおむね適切】
本施策での県の役割は，国の計画に基づき，県職業能力開発計画を策定し，県立
高等技術専門校で職業訓練を実施するほか事業主等の行う認定職業訓練を支援
することである。製造業等の発展を担う人材の育成のためには，労働者自らの職業
能力の向上を図ることが必要であり，新たな技能・技術の習得や向上のため企業の
職業訓練を支援することは適切である。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度が５０点と低いため，施策の効果を確認することはできない。政策評価
指標「技能検定合格者数（累計）」は平成１６年度に引き続き受験者数が多く，目標
を達成できた。また，事業所・企業統計調査では平成８年から平成１３年，平成１６
年と事業所数，従業員数とも減少傾向にある。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
事業費が減少する中で，業績を堅調に確保しており，概ね効率的と判断できる。政
策評価指標も堅調に推移し目標を達成していることから，概ね効率的と判断でき
る。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

おお
むね
適切

維持

【県関与・事業群設定：おおむね適切】
本施策での県の役割は，農林水産業の組織活動支援や青年農業者育成センター
と一体的な活動を行い、農林水産業者の育成支援を図ることである。競争力のある
優れた経営体の育成や、農林水産業の後継者育成を進めるなどの共通の目的を
有しており、全て施策目的を実現するために必要な事業である。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は50点であり、満足度60点以上の割合も40％以下であり、効果の発現
に時間を要するため県民の実感に繋がっていないと考えられ、今後より多くの県民
の満足度を高めていくという点では課題が残る。政策評価指標「新規農林水産業就
業者数」は改善傾向にあるが、平成１６年度目標にはやや遠い状況である。一方、
「認定農業者数」「専業的漁業経営体数の割合」の達成度はＡである。また，青年農
業者育成センターと一体的に行っている就農相談会での就農相談件数はH15が59
件、H16が74件、H17が55件と横ばい傾向であるが、新規就農候補者や認定就農
者は増加傾向にあり、事業が適切に設定されている。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
政策評価指標は目的を達成し，多くの業績指標や成果指標はほぼ堅調に推移して
いることから，おおむね効率的だと判断される。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　農林水産業新規就業者は多様化しており、それに対応しうる施策となるよう検討
が必要である。
　農林水産業を行う上で求められる能力も高度化・多様化しており、それを支援する
事業の検討が必要である。

【施策・事業の方向性】
　来年度も重点的に取り組むとともに、新規就業者の実践力がさらに養えるよう、県
内農林水産業者のより強い協力のもとに新規就業者育成・確保が進められるよう検
討する。
　農林水産業の人材の育成は重要課題であり，その確保・育成に向け施策を集中
することとしていることから，引き続きこの施策を重点的に展開するとともに、新たな
研修教育システムを進め，4つの政策評価指標の目標値達成や政策目的の達成を
図る。

大

維持

新しい時代を担う産業人の育成 5070

1
農林水産業の発
展を担う人材の育
成

技能検定合格者
数（累計） A

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

満足度（施策）

施策の
必要性

政策
評価

おお
むね
適切

【施策群設定：おおむね適切】
政策を実現するため５施策すべてが必要と認められ，政策目的に沿っており妥当で
ある。政策目的を実現するためには，第１次・２次・３次産業の各分野においてそれ
ぞれ総合的な施策の展開が必要であり，適切な施策の体系であると認められる。
【政策評価指標群：おおむね適切】
設定した４指標とも適切であり今後も継続する。必要性は５施策すべて「大」であり，
継続的に取り組む施策５を除いて指標が設定されていることからおおむね適切であ
る。
【施策群の有効性：おおむね有効】
政策全体の政策評価指標達成状況（Ａ：４指標，Ｂ：３指標）から「おおむね有効」，
政策満足度結果（中央値50点）から「おおむね有効」，社会経済情勢から「おおむ
ね有効」と判定した。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

2
製造業等の発展
を担う人材の育成

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　少子化の影響で，生産年齢人口は平成8年から，労働力人口は平成10年から減
少しているが，団塊の世代が一斉に60歳定年を迎えることにより，労働力人口減少
の加速や熟練した技能が承継されることなく失われるという，「2007年問題」が懸念
されている。製造現場を中心に多くの企業が危機感を有しており，職業キャリア形
成のための施策が必要となっている。
　労働者に求められる職業能力が多様化・高度化する中で，的確なキャリア形成を
推進するためには，ニーズに応じた多様な職業訓練・教育訓練の場が求められて
いる。このため，ニーズを踏まえた中小企業の職業能力開発の支援や求職者ニー
ズに対応した公共職業訓練の充実に取り組む必要がある。

【施策・事業の方向性】
　施策及び各事業は，人材育成を図る機能を果たしており，拡充する方向で継続
する。

重視度 満足度
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７
段
階
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定

施策評価

・政策評価指標の「新規農林水産業就業者数」は目標と実績がかい離している。業界の疲弊を反映しているものと思わ
れるが重要な分野であり，一層の取組が必要である。

・政策評価指標「新規農林水産業就業者数」については，各分野の内訳数も併記して欲しい。

・「専業的漁業経営体数」の政策評価指標分析カードで指摘されているように，「専業的漁業経営体数の割合」は指標と
して漁業の実態を正しく反映しておらず、注意して利用する必要がある。

・農林水産業の振興は重要な位置を占めているが，その基本をなす人材育成が魅力に乏しい。一部積極的な取組みも
あるが，全体的には関係課が多く何に力を入れているのかわからない。具体的かつ重点的な施策が望まれる。

・農業実践大学校における教育は農業経営者のリーダーを育成するために質の向上が望まれる。

・新規農林水産就業者数の増加については課題が多く，より体系立った取組みが必要と考えられる。特に新規農業就業
者については，農業出身者と非出身者に分けて具体的な施策のあり方を検討するとともに，農業実践大学校のカリキュ
ラムや研究内容についても，さらに工夫を加えて欲しい。

3

行政評価委員会政策評価部会の意見

政策評価

・事業の有効性を判断する社会経済情勢データとして使用している製造業事業所数や従業員数は，今後も大幅に増加
させていくことは難しいと考えられるので，有効性についての別の判断基準が必要と思われる。

・高等技術専門校における科目間の人気にばらつきが大きく，時代のニーズにあうように定員の見直しやカリキュラムの
検討等が必要である。

・産業技術総合センターにおける人材育成研修はテーマが時代の要請にあっており，企業での成果が期待される。

・産業界のニーズにマッチし，企業の実態からかい離しない能力開発をさらに進めていく必要がある。そのためには企業
と連携し，巻き込んだ能力開発の方法をさらに推進して欲しい。

・施策１の政策評価指標は「認定農業者数」に偏っており，これは必ずしも農林水産業全体の人材育成の成果をあらわ
すものではない。他の産業も含めて，それぞれの産業人の育成達成度をあらわす政策評価指標の設定を工夫してほし
い。

・施策５「人材育成に必要な指導者の育成」については，県民の優先度も２位と高いので，政策評価指標の設定を検討し
てみてはどうか。

・全体として県側の育成体制が産業界の変化やスピードに適切に対応できていない面が散見される。今後さらに，産業
界と提携したり，産業界を幅広く巻き込んだ外部資源活用型の能力開発方法を大胆に推進する必要がある。

3

4
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

政策整理番号　14

政策名

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

満足度（施策）

施策の
必要性

政策
評価

おお
むね
適切

大7.8%

【施策・事業の方向性】
　この施策の事業等によりＩＴ（情報技術）を活用する中小企業は増えたが、企業間
でのＩＴ格差が拡大してきていることから，支援内容を企業のニーズに合わせながら
事業を継続していく必要がある。
　企業の需要に応じ，また需要を掘り起こし，事業を継続する。企業のIT格差は拡
大しているが，中位以下のレベルの企業を主な対象に設定し，広く対応していく。

【県関与・事業群設定：おおむね適切】
本施策での県の役割は，ITコーディネーター等の企業訪問，経営者向けセミナー
の開催である。県内の人材育成に向け県が主体に行っているものであり，適切であ
る。
経営者がIT知識を有する人材を確保するために，県が施策を設定し，かつ浸透さ
せることは適切である。
【事業群の有効性：おおむね有効】
満足度は50点と「やや不満」であるが、満足度60点以上の回答者の割合も40％程
度あることから、事業の有効性がある程度認められる。政策評価指標「情報技術活
用による経営革新をめざして専門家の派遣を受けた中小企業数」は平成17年度の
専門家の派遣を受けた中小企業数は21社であるが，目標値を下回ってしまったが，
達成割合としては約92%となっている。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
業績指標・成果指標及び事業費に対する業績指標の割合は，施策の目指す方向
に進んでおり，全体としては一定の効率性は確保されていると思われる。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

9.2% 大
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ＩＴ(情報技術)等社
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な指導者の育成

商業・サービス業
の発展を担う人材
の育成
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5

3

商業・サービス業
の人材育成につ
ながる事業への

参加者数等（研修
受講者数等）

A

情報技術活用に
よる経営革新をめ
ざして専門家の派
遣を受けた中小

企業数

B

【県関与・事業群設定：適切】
本施策での県の役割は，国と適切な役割分担の下，中小企業関係団体等を積極
的に活用し，効果的な人材育成事業，中小企業支援センターや中小企業関係団
体への財源的支援・地域商業活力創造事業（若手マネジャー等実践研修事業）を
実施することである。県内商業界の中核を担う中小小売・サービス業を営む経営者
等の管理能力の向上、地域の商業リーダーとなる人材の育成、受講者派遣企業の
業績の向上を目的とするものであり、施策目的を実現するために必要な事業であ
る。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度50点と平均的な値であるが、満足度60点以上の割合が35.0%と平均値
以下である。政策評価指標「商業・サービス業の人材育成につながる事業への参
加者数等（研修受講者数等）」は，経済情勢が厳しい中でも、研修関係の予算があ
る程度確保されている状況であり、好評なものの枠は、伸びている。今年度、平成２
２年度の目標については、上記を踏まえ、平成１７年度の数字を参考に目標値を増
やす方向で検討する。目標を達成していることから有効と判定できる。また，平成１６
年度商業統計調査結果で見ると、事業所数31,717事業所（前回比▲3.1%）、従業員
数228,037人（前回比▲3.7%）、年間商品販売額10兆2432億円（前回比▲6.3%）と
なっており経営環境は厳しい状況である。地域の商業リーダーとなる人材の育成は
必要である。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
政策評価指標各種データは、施策の目指す方向に概ね進んでおり、効率性指標も
向上している。施策の目的に対して効率的に実施されていると判断される。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　社会経済情勢の変化に対応した、各産業分野の人材育成を推進する必要があ
る。
　地域商業の発展や活性化を図るために、地域活性化の中心的役割を担う中小商
業・サービス業者への研修事業を提供することは有効であるので、効率化を図り引
き続き支援していく。
　各研修担当機関（国、県、民間団体）の役割分担や事業間に重複はないものの、
各機関の連携と協力を図り、研修受講者（商業・サービス業者）への研修内容の充
実、有効性の確保及び効率的な事業運営が求められていることから、支援機関間
の連絡調整機能の強化を推進していく必要がある。

【施策・事業の方向性】
　施策重視度は70点だが、この政策の中での県民の優先度は最も低い。さらに、有
識者（市町村職員）の優先度では、登米、石巻圏域で0％となっており、この施策の
認知度を高めることも必要である。
　各支援機関が実施する事業については、事業開始以来、受講者の評価が高いこ
とから引き続き取り組む。
　なお一層の研修内容の充実、有効性の確保及び効率的な事業運営に努めるた
め、他の支援機関との連携・協力体制の整備を進める。
　低迷する地域中小商業・サービス業の振興の推進役となるリーダーの育成事業の
必要性及び有効性は認められているので、各市町村への施策の広報等を行うとと
もに、引き続き県民及び事業参加者のニーズの把握に努め、支援内容の充実を図
る。
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施策評価

行政評価委員会政策評価部会の意見

政策評価

・商店街のコミュニティ機能を充実させ，商業者だけでなく住民が幅広く参加できる拠点をつくる施策を推進して欲しい。

・商工会議所・商工会の指導員の資質向上が極めて重要であり，県としてそのための支援を強化する必要がある。

・事業環境は厳しく，経営者の意識改革が必要である。若手マネージャ研修で大手スーパー等への派遣を実施している
のは適切である。このような研修をもっと増やしていくことが望ましい。

・専門家派遣事業のＩＴ活用経営革新支援事業はＩＴを活用して経営革新を行う事を狙ったものであり，人材育成を主目
的としていない。産業技術センター等において行っているＩＴ系研修事業の方がよりこの施策に近い事業ではないか。

・「情報技術活用による経営革新をめざして専門家の派遣を受けた中小企業数」は達成度Ｂではあるが，これは派遣内
容の見直しによるものであり，支援の実態については一定の評価ができる。

・派遣や支援の内容がますますＩＴそのものにとどまらず、それを戦略や経営と一体化したものへと変化しているため，
チームでの対応や経営者の経営ビジョンを明らかにしながら，ＩＴを効果的に活用していくよう施策の体系を見直していく
ことが必要になっている。

3

4
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

政策整理番号　15

政策名

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　政策評価指標の目標値を達成するために，今後も重点的に事業を実施していく
必要がある。
　妥当性，有効性，効率性については，政策目標，施策目標に合致した事業を実
施するものであり，今後，知的財産の創造・活用・保護を含め，重点的に事業を実
施していく必要がある。

【施策・事業の方向性】
　ＭＥＭＳ等マイクロテクノロジー産業の地元定着・集積と自動車関連産業の集積に
よる，地域産業のクラスター的展開を推進しているが，そのためには，県内の中小
企業のものづくりの基盤技術の高度化支援等が必要であり，この施策は次年度も特
に重点的に取り組むべきである。
　県内の中小企業のものづくりの基盤技術の高度化を進め，また知的財産の重要
性を認識し，知的財産の創造・保護・活用等による競争力の強化が必要であり，こ
の施策は特に重要であり重点的に取り組みたい。

拡充

【県関与・事業群設定：適切】
本施策で県は，国の支援策等を活用しながら事業を推進し，中でも，産業技術総
合センターは，技術面での企業支援，大学等との連携を推進し，基盤技術高度化
センターを設立した。また，平成１８年３月に策定した「みやぎ知的財産活用推進方
策」を推進していくこととしている。施策目的は、産学官連携による技術の普及であ
り、目的に沿うものである。生産のグローバル化が進む中，国内生産は高度な技術
分野や付加価値の高い技術分野と，かなり限定的になってきている。国内では，産
業振興の地域間競争が活発になってきており，知的財産の活用も重要になってい
る。新技術，高度技術の企業への普及は，県としても積極的に取り組むべき分野で
あり，企業と大学等との連携を進めるこの事業は，時流に適した事業である。
【事業群の有効性：有効】
事業としては平成１７年度から開始された。これまでは，関連事業に付随し非予算
的に政策評価指標と同様の目標のもと実施してきた。満足度は５２．５点，満足度60
点以上の回答者の割合は44.3％であり，それぞれの平均「５１．１点」「３９．４％」を
上回っており，概ね有効と判断する。政策評価指標「先端・基盤技術高度化支援事
業における産学連携グループ（研究会等）数」は企業ニーズとしても産学連携によ
る技術移転・技術開発に関する要望が高いため，目標として設定した数値を上回る
結果となっているもので，有効と判断する。
【事業群の効率性：効率的】
政策評価指標や社会経済情勢のデータ等の推移と，業績指標と成果指標の推移
からは判断が不能であるが，平成１７年度から指標設定し，初年度の実績から目標
を上回っており，その点で効率的と判断した。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「適切」と判断する。

10.3%

20.1%

中

1位

大

5位

2位

6位

中

4位 11.0%

9.8% 中

中

評価原案

中

14.5%

32.9%

3位

政策評価・シート（Ａ）の内容

2
普及を推進する
施設の整備

4
技術に関する情
報の迅速な提供

6

施策の
必要性

政策
評価

適切

高度な産業技術の普及推進 5070

各産業分野の課
題やニーズの適
切な把握

早く確実な技術移
転

1
普及活動を推進
する専門的技術
者の養成

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

適切

【施策群設定：適切】
地元企業への産業技術の普及には，企業のみの技術革新のみならず，大学等の
新たな技術の企業への移転を積極的に進める必要がある。高度な産業技術の「普
及」を具体的に進める場合には，企業等の課題やニーズを把握し，最新の技術情
報などを企業に情報提供し，その結果として企業への技術移転が進められるもので
あり，施策３，４，５，６は相互に連携して進められるべきものである。
【政策評価指標群：適切】
大学等の研究機関における新技術の企業への移転を図る上では，適切な指標で
ある。なお，指標が設定されているのは施策６「産学官連携による技術の普及」のみ
であるが，新技術，高度技術の企業への普及は技術立国日本の命題であり，本県
では，東北大学をはじめとする多くの大学を有していることから県内産業の振興の
ために重点的に取り組むものである。
【施策群の有効性：有効】
政策全体の政策評価指標達成状況（Ａ：１指標）では「有効」，政策満足度結果（中
央値50点）から「おおむね有効」，社会経済情勢から「有効」と判定した。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「適切」と判断する。
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政策整理番号　15

政策評価

行政評価委員会政策評価部会の意見

・政策評価指標「先端・基盤技術高度化支援事業における産学連携グループ（研究会）数」は新しく設定されたものだ
が，達成度から施策の有効性が評価でき適切である。

・この施策は重要であり，支援機関との連携による事業推進は成果が期待される。

・基盤技術高度化支援センターの設置は，極めて効果的・機動的な取組みであり，今後の成果を大いに期待したい。

・活動内容が地味で県民の目に見えにくいことから，積極的な情報公開や広報活動を進めて欲しい。

・この政策は産業活性化の起爆剤として期待されており，施策群の設定は妥当である。

・施策評価指標が設定されている施策は６施策中１施策のみであり，他の施策への政策評価指標の設定が課題である。

・施策１～３の農業分野の試験研究機関（農業振興課担当）についても高度な技術の速やかな移転が従来にも増やして
必要となっていることから，具体的な取組みを期待したい。特に消費者サイドを意識した取組みがもっと必要である。

施策評価

5

７
段
階
判
定

4
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

施策の
必要性

政策
評価

産業間の連携と地域資源の活用による産業活力
の創出

満足度（施策）

5070
おお
むね
適切

【施策群設定：適切】
政策を実現するため７施策すべてが必要と認められる。特に政策目的を達成するた
めには，ビジネスとしての農林水産業の取組みや農村や森林がもつやすらぎや憩
いの場の提供など，多面的な機能を観光資源として活用する取り組み，さらには地
域経済の拠点としての商店街の活性化を一層支援する必要がある。施策４，５，６は
施策２，３を補完する施策として一体的に推進する必要がある。
【政策評価指標群：おおむね適切】
既に目標値をクリアしたものがあり，見直しを検討する必要がある。必要性を「大」と
した５つの施策のうち４つに指標が設定されており適切である。
【施策群の有効性：おおむね有効】
政策全体の政策評価指標達成状況（Ａ：３指標，Ｂ：１指標，判定不能：１指標）から
「有効」，政策満足度結果（中央値50点）から「おおむね有効」，社会経済情勢から
「有効」と判定した。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

1
農林水産物の付
加価値の向上

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

適切

拡充

【県関与・事業群設定：適切】
本施策において，県は平成13年10月にみやぎ食と農の県民条例基本計画を策定
しアグリビジネス関連事業を推進するとともに，平成15年3月にフードシステム連携
強化・循環推進基本計画を策定した。この施策での県の役割は，農業と食産業との
連携を図るため「地域フードシステム連携構築」の主体にアグリビジネス経営体を位
置づけ支援機関ネットワーク化を図ることである。企業的アグリビジネス経営体育成
支援事業は，支援機関のネットワークやモデル経営体の育成には重要であり，アグ
リビジネス創造型生産基盤整備支援事業は，アグリビジネスを担う人材への動機付
けや掘り起こしで人材確保・育成は重要であり，ふるさと食品活性化ネットワーク支
援事業は，志向者や実践者に対する支援で，両施策を一体的・体系的に行うことに
より，より施策評価指標の向上が図られる。また，グリーン・ツーリズム推進活動事業
では，都市との交流や体験型グリーン・ツーリズムを通してビジネスチャンスを拡大
するものである。
【事業群の有効性：有効】
施策満足度は50点であり，事業群は概ね有効と考えられる。政策評価指標「アグリ
ビジネス経営体数」は平成１７年度に見直した指標であり，平成１７年度は現況値で
あることから判定不能である。また，農林水産物の付加価値の向上に取り組む県内
のアグリビジネス経営体数は平成14年～16年の3年間で15増加（H14：160→H16：
175）しており，施策の目指す方向に向かっている。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
平成17年度に政策評価指標を見直したため，判定することができない項目はあるも
のの，事業費に対する業績指標の割合（効率性指標）からみると効率的といえること
から，全体としては概ね効率的といえる。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「適切」と判断する。

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　今後も政策評価指標の目標値を達成するため，引き続き重点的に実施する必要
がある。
　現事業群は，指標値向上に直接的な効果をもたらしており，今後とも継続的な施
策の展開が必要であるが，これまでのソフト施策の効果を活かすことや農家レストラ
ン，農産物直売所など今日のアグリビジネスの多様性を踏まえ，さらには今後の指
標値の向上を考慮すると，ハード施策の充実が望まれる。

【施策・事業の方向性】
　農産物価格の低迷による所得の確保対策やリスク分散を行う観点からも，２次・３
次産業部門を取り入れた，本県農業の新しい経営の展開方向を示す意義は大き
い。また，これまでの施策展開により，対象者や地域の動きも見られることから，この
施策を推進する事業を拡充していく必要がある。

大16.3%・・・ 3位

政策整理番号　16

政策名

アグリビジネス経
営体数

重視度 満足度
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4

・「年商１億円以上の農業経営体数」を指標としてモデル経営体やアグリビジネスへの取組みを支援することが推進され
ており，今後の成果に大いに期待したい。

・年間１億円以上の売上を達成できる経営体を派出することを成果目標としているが，中堅規模の事業者も元気の出る
施策が望まれる。政策評価指標は今回見直したため達成度は把握できないが，引続き積極的な取組みが必要である。

・地産地消の促進と農村の活性化に産直販売所が有効な役割を果たしているが，行政の支援は窓口が色々あり，効率
的ではない。

・地方振興事務所の果たすスピーディな現場対応や各地の状況にマッチしたアイデアの創出が重要になると思われるた
め，この面での一層の努力を望みたい。

政策評価

・施策４・５・６には特に政策評価指標が設定されていないが，知事の提唱する「富県戦略」を実現するための重要な施策
であり，また２００８年の「デスティネーション・キャンペーン」に向け本格的な取組みが期待される施策といえる。特に施策
６は県民の優先度は７位と低いものの，全体の施策群の中心的エンジンとしての役割を果たすものと考えられるため，戦
略的な取組みが必要である。

・消費者の活動範囲が急速に拡大している中で，農村も商店街も衰退が著しい。この流れを止めるためには，地域資源
を有効に活用して地域の魅力を広く打ち出し，消費者との交流を盛んにする施策の充実が望まれる。施策が細切れに
なっており，象徴的な施策がない。

行政評価委員会政策評価部会の意見

施策評価
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
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施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

施策の
必要性

政策
評価

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

政策整理番号　16

政策名

観光客入込数3

拡充

地域資源を活用
した観光産業の
振興

地域資源活用事
業創出件数 A

A

2
農林水産業や観
光産業などの産
業間の連携

【県関与・事業群設定：適切】
本施策での県の役割は，各事業を通じ，市町村や民間団体への活動支援，情報発
信等を行うことである。本県が有する農林水産物などの多彩な地域資源を活用し，
生産から加工，流通，販売までの地域の様々な産業の連携や交流を促進し，地域
が一体となった産業活動の展開により，産業活力の創出を図ることを目的としてお
り，すべて施策目的を実現するために必要な事業である。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は50点であり，満足度60点以上の割合は37％と低い状況にある。県民
の満足度は低く，今後より多くの県民の満足度を高めていくという点では，課題があ
るものと言える。新商品の開発や交流施設の設置などが順調に伸びており，政策評
価指標「地域資源活用事業創出件数」は，平成17年度の目標値を大幅に上回り，
平成22年度の目標も達成した。また，農畜産物，木材，水産物の輸入拡大や国内
の産地間競争の激化などにより，生産量や所得が減少するとともに，担い手の高齢
化や後継者不足が深刻化するなど，持続的な経営を維持することが困難な経営体
も増加しつつある中で，地域における農林水産業や観光産業などの連携により，地
域特有の資源の付加価値を高めるなどの，地域特性を生かした産業振興の展開を
促進する必要があり，事業の有効性がある。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
地域産業を取り巻く厳しい環境の中で，事業は概ね効率的に展開されていると判
断できる。また，政策評価指標データは，施策の目指す方向に進み，事業全体の
業績指標・成果指標の傾向を上回って推移しており，概ね効率的だと認められる。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

15.3%5位

2位

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　政策評価指標の目標値に達したものの，施策に対する県民満足度が高くない
が，施策の主な内容が県外の旅行者に対するものであり，県民に直接アピールでき
ないことが原因となっている可能性が非常に高いことを考慮すべきである。
　観光立県行動計画の基本理念に基づき，社会情勢の変化に即応可能な観光需
要の形成のため，みやぎ観光戦略プラン（アクションプラン）を平成18年度に策定
し，的確に事業を展開する必要がある。

【施策・事業の方向性】
　今後とも経済波及効果が高い観光産業の振興に関する事業の展開を図ることが
有効であることから，引き続き重点的に実施する必要がある。観光産業のもたらす
経済波及効果は高く，自然，歴史・文化，温泉，食など地域資源の活用による観光
振興は，地域産業全体の振興の起点となり得るものである。
　観光立県行動計画の基本理念に基づき，社会情勢や観光客のニーズの変化に
対応すべく策定する「みやぎ観光戦略プラン」により的確に観光産業の振興を図
る。
　また，県内各地への誘客には，観光基盤の整備は勿論のこと，その地域に住む
人が自分の地域に誇りと愛着を持ち，自信を持って紹介できる魅力的な地域となる
ことが重要である。したがって，県内の交流人口を増やすこと，特に仙台圏域の県
内各地への誘客により，宮城の良さを再認識するなど「地域力」や県全体の観光地
のレベルアップ（観光力）の向上を図る。
　併せて，平成20年度に開催されるデスティネーションキャンペーンを核とした国内
外からの観光客の誘致を積極的に進める。

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　地域の産業振興を進めるため，各地域の特色を活かした地域主導による取り組み
を重点的に推進する必要がある。
　地域が一体となった産業振興を推進するため，地域産業を担う農林漁業者，中小
企業，各事業者が組織する団体等それぞれの主体に対し，重点的に支援を行う必
要がある。

【施策・事業の方向性】
　地域の産業振興を継続的に進めるため，事業者間の連携を促進し，農林水産，
観光等地域資源を活かした多様な取り組みにより，地域の産業活動の活性化や産
業の創出を図る必要がある。
　地域内の産業間連携を促進するため，県，市町村，民間の関係者が連携し，地
域ごとの特徴を生かした事業展開を図る必要がある。
　新たな地域産品の開発やコミュニティビジネス，新規作目生産等，経営体の新た
な事業展開への支援が必要である。

【県関与・事業群設定：おおむね適切】
本施策での県の役割は，国，市町村，民間団体と連携を図り，観光立県行動計画
推進プロジェクト事業を実施することである。観光立県行動計画において，観光振
興の４つの基本的方向を示し，これに基づく事業群を５か年戦略プロジェクトにおい
て内容・バランスとも十分検討・実施しており，全て施策目的を達成するために必要
な事業である。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度（中央値）は，５０点であり，概ね有効である。政策評価指標「観光客入
込数」は，目標値に達成しているので，各事業は効果があったと判断する。また，一
つの目安として，県内における観光消費額（推計）では，宿泊費，飲食費等の直接
消費額が，H15年４，８７２億円からH16年５，０８６億円と２１４億円の伸びを示してい
る。また，観光消費額がもたらす各種産業の誘発効果（推計）においてもH15年３，
２６５億円からH16年３，６１８億円と３５３億円の効果を表しており（以上：観光統計概
要より），施策の効果があったものと判断できる。以上から，当該データにおいても
好調に推移しており，有効と言える。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
政策評価指標は目標を達成しており，また，全般的に業績指標・成果指標とも概ね
効率的と判断できる。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

17.2%

大

拡充

おお
むね
適切

おお
むね
適切

大
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政策評価

行政評価委員会政策評価部会の意見

施策評価

3

4

・政策評価指標「地域資源活用事業創出件数」は十分に目標をクリアしているものの，今後は事業の数だけでなく，内容
が問われる段階に入っていくものと考えられるため，その面にも配慮した目標値を設定する必要がある。

・地域資源の活用，特産品の開発，販売等により地域の活性化，交流人口の拡大につながる。成果をあげるためには認
知度を高めることが重要である。広く情報を伝えるための支援が不足しているのではないか。

・地方振興事務所の更なるイニシャティブに期待するとともに，より「産業間の連携」を戦略的に生かした取組みを増やし
ていく必要がある。

・山形県と連携を深めていることは評価できる。なお他県にも広く呼びかけ，東北地域一体となって魅力を打ち出す努力
が望まれる。地域資源，食材等の開発が有効であり，広く情報を発信し，官民一体となって集客に努めることが重要であ
る。

・「観光客入込数」はこの数年順調に増加しており，２００８年のデスティネーション・キャンペーンに向けたさらに積極的な
取組みを期待したい。

・特に「地域資源を活用した」の部分にもっと力点を置いた政策的テコ入れが必要である。この点では施策４・５・６との結
びつきが不可欠であるため、これらの施策群の強化を期待したい。
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政策整理番号　16

政策名

【県関与・事業群設定：適切】
本施策での県の役割は，市町村やＴＭＯなどと連携し，若手商業者グループの育
成を図るとともに，中心市街地をはじめとする商店街に事業拡充等各種補助金を交
付し，地域商店街の活性化を支援している。事業の実施にあたり，地域経済への波
及効果や地域商業の活性化への貢献などを重視しており，施策目標を実施するた
めに必要な事業である。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は50点と「やや不満である」となっている。政策評価指標「中心市街地
活性化基本計画策定地区数及びＴＭＯ認定数」において，ＴＭＯ認定数は目標に
到達できなかったが，基本計画策定地区数は達成できた。また，全国で新たに中
心市街地基本計画策定市町村数は２６市町村，ＴＭＯ認定は11団体であり，平均
すると各都道府県でそれぞれ１市町村（団体）以下であり，設定した事業群は有効と
判断できる。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
事業全体の業績指標，成果指標の相関が認められないが，政策評価指標等各種
ﾃﾞｰﾀは，施策のめざす方向に進んでいるので，概ね効率的と判定できる。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

維持

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　この政策の中で最も県民の優先度が高い施策であることから，政策評価指標とし
て掲げた目標値を達成するため，継続して実施する必要がある。
　この施策を実行するのに必要な事業群が網羅されており，商店主や団体等をい
かにやる気にさせ，組織化するかが課題であることから，市町村等関係機関との連
携を密にし，事業の推進に努める。

【施策・事業の方向性】
　郊外大型店やロードサイドショップの台頭により，中心市街地をはじめとする中小
商店の活力は衰退傾向にあることから，更なる支援が必要である。
　少子高齢化社会の到来、消費者ニーズの変化など、日々激変する商業環境に対
応するため、新しいビジネスモデルの構築に対する側面支援を継続することの意義
は大きい。
　中心市街地活性化法の改正が予定されていることから、改正内容及び地域の要
望を踏まえ，県の役割及び支援内容を再検討する必要がある。
　空洞化し衰退傾向にある地域商店街における活性化に向けた動きに対しては，
県として引き続き支援していく必要がある。
　取り組み地域が拡大していくよう事業誘導していく上で，県の役割が益々重要とな
る。
　特に，活性化に向けた計画の熟度の高い地域や事業実施による効果が高いと考
えられる地域に対しては，中心市街地の活性化を核とした各種商業振興施策を集
中的に展開していく必要がある。
　より地域に密着した消費者ニーズに応えられる店作りを行えるようなソフト事業を
充実していく。

おお
むね
適切

農林水産業者、
商工業者、ＮＰＯ
などによる地域
ネットワークの形
成

5

7
魅力ある商店街
づくりによる商業
の振興

1位 18.6%

A
中心市街地活性
化基本計画策定

地区数

ＴＭＯ認定数 B

大

地域資源を活用
するための情報
集積・情報提供

4
地域間の連携に
よる地域産業の
育成

6 中

6位

4位

中

7位 7.7%

16.2% 大

8.1%
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政策整理番号　16

７
段
階
判
定

政策評価

行政評価委員会政策評価部会の意見

施策評価

3

・まちづくり三法の改正や市町村合併の影響などでなかなか具体的な成果が見えてこない不透明な状況に直面してい
る。今後は古川や丸森の事例などを分析するとともに、合併が大幅に進んだ県北を中心にどう中心街を再生するのかの
県としての戦略の練り直しが必要になってくるのではなかろうか。

・商店街の魅力づくりを真剣に考え，内部から積極的に行動を起こすリーダーの育成が急がれる。少子高齢化，車社会
に対応した街づくりを行うための効果的な支援策が望まれる。
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

3

A

全立地件数に対
する先端技術を
有する企業の割

合

物流、情報通信、
エネルギー等産
業活動に必要な
基盤の整備

5

おお
むね
適切

【施策群設定：おおむね適切】
政策を実現するため６施策全てが必要である。富の創出と雇用の確保のため，企業
誘致の拡大について政策５「戦略的な企業誘致」により推進する。
施策６「物流，情報通信，エネルギー等産業活動に必要な基盤の整備」は施策４
「企業活動に必要な工業団地等の基盤整備」と一部重複する部分はあるが矛盾は
していない。
【政策評価指標群：おおむね適切】
先端技術を活用した高付加価値製品を製造する工場等の立地は，産業の集積と
県民所得の向上や雇用の場を創出するために重要であり，政策評価指標として適
切である。なお，必要性を「大」とした施策に指標が設定されており，適切である。
【施策群の有効性：おおむね有効】
政策全体の政策評価指標達成状況（Ａ：１指標）から「おおむね有効」，政策満足度
結果（中央値50点）から「おおむね有効」，社会経済情勢から「おおむね有効」と判
定した。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

施策の
必要性

政策
評価

産業基盤の整備による生産力の強化 5070

戦略的な企業誘
致

林道など林業に
必要な基盤の整
備

1
ほ場整備等農業
に必要な基盤の
整備

4
企業活動に必要
な工業団地等の
基盤整備

6

2
漁港、漁場等水
産業に必要な基
盤の整備

評価原案

大

11.4%

21.2%

4位

政策評価・シート（Ａ）の内容

中

6位

3位

4位

大

1位 30.3%

11.4% 中

中3.9%

20.4%

大

2位

【県関与・事業群設定：適切】
本施策での県の役割は，先端技術産業を優遇した奨励金制度を新設し、戦略的な
企業誘致活動に取り組むことである。県内外の立地有望な企業への誘致活動と戦
略的なＰＲ活動等による事業構成となっており、全て施策目的を実現するために必
要な事業である。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は50点であり、満足度60点以上の回答者割合も30％以下であるので，
今後のより多くの県民の満足度を高めていくという点で課題が残る。政策評価指標
「全立地件数に対する先端技術を有する企業の割合」は、達成度Ａとほぼ順調に推
移している。立地有望な企業に対してＰＲ資料を効果的に活用しながら訪問等を行
うとともに東北大学等との連携を密にした戦略的な企業誘致を図る。また，企業の
設備投資に明るい動きが見られ、本県への企業立地件数は増加傾向にある。先端
技術を有する企業の立地圏域は、仙塩地域２社、大崎地域２社、石巻地域１社、気
仙沼地域１社である。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
政策評価指標等各種データは、施策の目指す方向に推移しており、事業全体の業
績指標、成果指標も概ね適切である。以上から、事業群は概ね効率的に実施され
ていると判定できる。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

拡充

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　企業の設備投資に明るい動きがあり、企業立地件数も増加しているが、県外から
の新規の立地が少ないことから、政策評価指標目標の達成と企業立地の推進のた
め、引き続き重点的に実施する必要がある。
　国内製造業は、安価な労働力等を求めて海外移転等を行う動きがあり、本県への
企業立地を促進するためには、今後も国内において製造を継続する分野や地域の
持つ強みを見極め、地域特性にあった分野における集中的な取り組みが必要であ
る。宮城県には東北大学をはじめとする研究機関等が集積しており、東北大学等と
の共同研究を行う企業が立地しやすい制度を構築することが目標達成のために必
要である。

【施策・事業の方向性】
　産学官ラウンドテーブルにおいて締結された「地域産業経済の成長に向けた基本
合意書」の項目として、「研究開発プロジェクト・研究開発型企業の誘致に関するこ
と」があげられており、地域の受け入れ態勢は十分に機が熟している。
　東北大学等の協力が得られることで他地域との差別化が可能となった現在、企業
立地を促進するための優遇制度の拡充が県としての責務である。
　特に、先端技術企業を誘致するために必要な優遇制度について十分に検討し、
企業にとって宮城県が魅力ある地域となるような支援体制を整える必要がある。
　東北大学等と共同研究を行う企業を立地し、先端技術の海外移転等による空洞
化を防止することにより、先端技術産業等の集積と雇用機会の拡大を図る。
　県外の先端技術を有する企業を県内に誘致するために有効な事業であると認め
られるので、来年度は事業を再構築し企業誘致を図る。

おお
むね
適切

政策整理番号　18

政策名

重視度 満足度
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政策整理番号　18

施策評価

７
段
階
判
定

4

4

・政策評価指標は１施策に設定されているのみである。他の施策も重要なので，指標の設定を検討してほしい。

・施策５以外のハード面の整備に関する施策群の評価はどうなっているのか。またそれらの評価と施策５の評価との整合
性・体系性をどのように考えたらよいのかが明示されておらず，何のための施策群設定かが理解しにくい。

・政策評価指標「全立地件数に対する先端技術を有する企業の割合」については産業再生戦略により一定の成果を上
げているが，企業誘致全体を考えると大型の誘致案件に乏しく，施策の有効性としては課題がある。また、県民からの期
待も大きいため，さらにきめ細かな戦略的誘致を着実に推進して欲しい。

・本県は工業力が弱く，企業誘致は最重要課題である。他県並みの優遇措置では実効性は期待できないので，もっと踏
み込んだ対応が望まれる。

・先端技術企業誘致事業は事業費が０になっているが，実際の事業費の捻出先を注記してほしい。

政策評価

行政評価委員会政策評価部会の意見
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

おお
むね
適切

【施策群設定：おおむね適切】
政策を実現するため７施策全部が必要と認められる。施策の重複，矛盾点は無く適
切である。
【政策評価指標群：おおむね適切】
雇用経済情勢の変化に対応した指標数値の見直しが必要となるが，引き続き「県の
支援による職業技術向上者数」を指標とする。
【施策群の有効性：おおむね有効】
政策全体の政策評価指標達成状況（Ｂ：１指標）から「おおむね有効」，県民満足度
結果（中央値50点）から「課題有」，社会経済情勢から「おおむね有効」と判定した。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

施策の
必要性

政策
評価

産業・雇用のニーズの変化に対応した多様な職
業能力開発の推進

5070

1

ＩＴ(情報技術)等時
代の要請に対応
した新たな職業能
力の開発

県の支援による
職業技術向上者

数
B2

より高度な技術や
技能を習得できる
職業訓練体制

評価原案

大

18.1%

10.7%

2位

政策評価・シート（Ａ）の内容

【県関与・事業群設定：おおむね適切】
本施策での県の役割は，県立高等技術専門校での施設内訓練及び民間訓練施設
への委託訓練の実施である。近年の技術革新の進展に伴い、高度な技術・技能や
体系的な職業訓練を実施しており、各事業は施策目的に沿った事業である。
【事業群の有効性：おおむね有効】
満足度は５０点であり，６０点以上の割合も４０％程度あることから，おおむね有効で
ある。政策評価指標「県の支援による職業技術向上者数」は僅かに仮目標を下回り
Bとなったが、過去５年間達成度Ａであり、より高度な技術を習得できる職業能力開
発は、産業界から強く望まれており、訓練ニーズが高く各事業は概ね有効であると
判断する。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
政策評価指標は若干目標値を下回ったが，業績指標はほぼ堅調に推移しており，
各事業も効率的に展開していると判断され，概ね効率的であると認められる。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

おお
むね
適切

維持

【県関与・事業群設定：おおむね適切】
本施策での県の役割は，県立高等技術専門校での施設内訓練及び民間訓練施設
への委託訓練の実施である。平成１３年度に白石高等技術専門校が統合新設さ
れ、情報系を中心とした訓練ニーズに対応した公共職業訓練を実施しており、施策
目的を実現するために必要な事業である（白石校以降のハード整備は凍結）。
【事業群の有効性：おおむね有効】
満足度は５５点であり，６０点以上の割合も４６．４％程度あることから，おおむね有効
であると判断する。政策評価指標「県の支援による職業技術向上者数」は僅かに仮
目標を下回りBとなったが、過去５年間達成度Ａであり、多様なＩＴ等の職業能力開
発は，産業界から強く望まれており訓練ニーズが高く、各事業は概ね有効であると
判断する。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
政策評価指標は若干目標値を下回ったが，業績指標はほぼ堅調に推移しており，
各事業も効率的に展開していると判断され，概ね効率的であると認められる。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　ＩＴ（情報技術）等時代の要請に対応しうる施策となるよう検討が必要である。
　情報化や技術革新の進展に伴う新たな技術や技能の高度化・多様化等に対応
する事業の検討が必要である。

【施策・事業の方向性】
　ＩＴ（情報技術）等多様な職業能力開発は、ハローワークや関係機関との連携を図
りながら、的確な訓練ニーズを把握することが必要であり、実施規模は維持しながら
必要に応じて内容の見直しを行うなど柔軟な対応が必要である。
　雇用情勢を注視しながら、離転職者の再就職支援や在職者の技能向上にも対応
した多様な職業訓練を積極的に実施していく。

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　技術革新の進展に伴い求められる，より高度な技術・技能の習得に対応しうる施
策となるよう検討が必要である。
　情報化や技術革新の進展に伴う新たな技術や技能の高度化・多様化等に対応
する事業の検討が必要である。

【施策・事業の方向性】
　より高度な技術や技能を習得できる職業能力開発は、ハローワークや関係機関と
の連携を図りながら、的確な訓練ニーズを把握することが必要であり、実施規模は
維持しながら必要に応じて内容を見直していく。
　雇用情勢を注視しながら、離転職者の再就職支援や在職者の技能向上にも対応
した多様な職業訓練を積極的に実施していく。

B

大

維持

おお
むね
適切

6位

政策整理番号　20

政策名

県の支援による
職業技術向上者

数

重視度 満足度
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政策整理番号　20

施策評価

７
段
階
判
定

3

4

3

・事業３（新林業機械作業システム技能者養成事業）を除けば，施策１との違いがどこにあるのかが必ずしも明らかではな
く，この施策を独立に設ける根拠が明確とは言えない。

・技能者はなくてはならない職業である。時代のニーズにあった科目，カリキュラムの見直しと教師の配置等魅力のある教
育が望まれる。生徒の質も重視し，高等技術専門校を卒業したら，技能者として誇りを持てるような教育を目指して欲し
い。

・この政策の実現に７つもの施策が必要かどうか検討する必要があるのではないか。特にこれらの施策の中には他の政
策中の施策との重複が見られたり，６つの施策を結局はひとつの政策評価指標で評価している点を考えると，もっと単純
な施策群の設定でもよいのではないか。
　現在の施策体系のままで事業展開を図るのであれば、全ての施策で政策評価指標が同一になっており適切な評価が
出来ない。それぞれの施策の目的にふさわしい指標を工夫してほしい。

・「職業技術向上者数」の算定方法を表記しておいた方がわかりやすい。

・施策７「熟練技能者の能力の活用・継承」には特に評価指標が設定されていないが，２００７年問題をはじめとして，今後
施策の重要度が高まることが予想されるため，より明確な県としての対応が必要であると思われる。

・色々な分野において技能者が不足している。社会を支える技能者の人材が不足する時代が来ると思われるので，人材
育成は重要である。技能は若者を早くから訓練しなければ優れた人材が育たないし，若者の雇用促進についても真剣に
考える必要がある。
　施策の内容が実効性を伴っているか確認し，訓練のあり方を近代化して魅力のある技能教育環境を整えてほしい。

・白石高等技術専門校を中心に一定の成果を着実に達成している点は評価できる。能力開発の性質上，時代の変化と
ともに急速に技術革新が進展していくために，他の関係機関とも連携したスピーディな対応をさらに期待したい。

・高等技術専門校の科目配置が必ずしも効果的とはいえない。ＩＴ関連科目がなぜ白石市のみで，ニーズの高いと思わ
れる仙台市にないのか。生徒のニーズにふさわしい効果的な訓練校のあり方を考え直す必要がある。

政策評価

行政評価委員会政策評価部会の意見
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

施策の
必要性

政策
評価

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

政策整理番号　20

政策名

3

維持

県の支援による
職業技術向上者

数
B

県の支援による
職業技術向上者

数
B

職業能力開発の
ための施設、設
備の充実

4

高度で専門的な
技術や技能の習
得を支える指導
者の育成

【県関与・事業群設定：おおむね適切】
本施策での県の役割は，県立高等技術専門校での施設内訓練及び民間訓練施設
への委託訓練の実施である。効率的，効果的に施設・設備を充実し、ニーズが高く
即戦力になりえる人材を養成できるような訓練環境を整備する必要があり、平成１３
年度に白石高等技術専門校が統合新設し訓練ニーズに対応した公共職業訓練を
実施している（白石校以降のハード整備は凍結）。
【事業群の有効性：おおむね有効】
満足度は５０点であり，６０点以上の割合は３２．９％程度あることから，おおむね有
効である。政策評価指標「県の支援による職業技術向上者数」は僅かに仮目標を
下回りBとなったが、過去５年間達成度Ａであり、職業能力開発のための施設、設備
の充実は産業界から強く望まれており各事業は概ね有効であると判断する。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
政策評価指標は僅かに目標値の達成には至らなかったが、職業能力開発のため
の施設、設備の充実は産業界から強く望まれており，施策の目指す方向に推移し
ている。事業全体の業績指標及び成果指標については堅調に推移しており、概ね
効率的であると認められる。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　産業や雇用のニーズに対応した職業訓練施設や訓練用機器等の設備の充実が
図られる施策となるよう検討が必要である。
　情報化や技術革新の進展に伴う新たな技術や技能の高度化・多様化等に対応
する事業の検討が必要である。

【施策・事業の方向性】
　職業能力開発のための施設、設備の充実は、ハローワークや関係機関との連携
を図りながら、的確な訓練ニーズを把握するところから始まるものであり、実施規模
は維持しながら必要に応じて内容を見直していく。
　産業、雇用のニーズの変化に対応した多様な職業能力開発を推進していくため、
財政状況をみながら事業内容の見直しを検討する。

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　高度で専門的な技術や技能を教えるために必要な指導者の確保や育成に向け
た施策となるよう検討が必要である。
　農林水産業を行う上で求められる能力も高度化・多様化しており，それらも含め新
たな技術や技能の高度化・多様化等に対応する事業の検討が必要である。

【施策・事業の方向性】
　高度で専門的な技術や技能を支える指導者の育成は、ハローワークや関係機関
との連携を図りながら、的確な訓練ニーズを把握することが必要であり、実施規模は
維持しながら必要に応じて内容を見直していく。
　産業、雇用のニーズの変化に対応した多様な職業能力開発を推進していくため、
高度で専門的な技術や技能の習得を支える指導者の育成を積極的に実施してい
く。

【県関与・事業群設定：おおむね適切】
本施策での県の役割は，県立高等技術専門校での施設内訓練及び民間訓練施設
への委託訓練の実施である。高度で専門的な技術や技能を教えるために必要な指
導者の育成に向けて、指導体制の充実、強化は必要不可欠であり、概ね適切であ
る。
【事業群の有効性：おおむね有効】
満足度は５５点であり，６０点以上の割合も４５％程度あることから，おおむね有効と
判断する。政策評価指標「県の支援による職業技術向上者数」は僅かに仮目標に
届かずBとなったが、過去５年間達成度Ａであり、高度で専門的な技術や技能を支
える指導者の育成は産業界から強く望まれており訓練ニーズが高いことから各事業
は概ね有効であると判断する。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
政策評価指標は僅かに目標値の達成には至らなかったが、高度で専門的な技術
や技能を支える指導者の育成は産業界から強く望まれており，施策の目指す方向
に推移している。事業全体の業績指標及び成果指標については堅調に推移して
おり、概ね効率的であると認められる。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

3位

5位 11.7% 中

大16.4%

維持

おお
むね
適切

おお
むね
適切
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政策整理番号　20

施策評価

７
段
階
判
定

政策評価

行政評価委員会政策評価部会の意見

3

3

・施設・設備については財政的な制約の下で，即戦力的な技能の養成に必要な機械等が追いついていない状況が見ら
れるので，さらに民間の設備の利用や能力開発の面での連携を強化していく必要がある。

・（現地視察を行った）農業実践大学校のＩＴ教育用パソコンは古いものが使われている。適切なメンテナンスと学生への
配慮が望まれる。

・指導者が意欲を持って指導する体制が出来ているのか，疑問である。民間からもすぐれた人材を招請し，指導者を育
成されたい。

・県として「指導者の育成」にさらに力点を置いた固有の施策が必要か否か検討してみる必要があるのではないか。技
術・技能そのものの能力開発と並んで，「束ねる人間」を育成するといったニーズが今後ますます拡大することが予想され
るため，県として何をどこまで対応できるか検討して欲しい。
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

施策の
必要性

政策
評価

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

政策整理番号　20

政策名

B

B

県の支援による
職業技術向上者

数

県の支援による
職業技術向上者

数

個人が自ら職業
能力開発できる
環境整備

5

7
熟練技能者の能
力の活用・継承 4位 16.2% 大

おお
むね
適切

企業内における
職業能力開発の
推進

6 大

7位 大

1位 19.6%

6.7%

【県関与・事業群設定：おおむね適切】
本施策での県の役割は，県立高等技術専門校での施設内訓練及び民間訓練施設
への委託訓練の実施である。企業の活力ある発展と従業員の充実した就業活動を
促すために、企業が計画的、継続的に従業員の能力開発を実施する環境づくりを
実施している。
【事業群の有効性：おおむね有効】
満足度は５０点であり，６０点以上の割合も３４％程度あることから，おおむね有効と
判断される。政策評価指標「県の支援による職業技術向上者数」は僅かに仮目標
に届かずBとなったが、過去５年間達成度Ａであり、企業内における職業能力開発
の推進は産業界から強く望まれており訓練ニーズが高く、各事業は概ね有効である
と判断する。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
政策評価指標は僅かに目標値の達成には至らなかったが、企業内における職業能
力開発の推進は産業界から強く望まれており，施策の目指す方向に推移している。
事業全体の業績指標及び成果指標については堅調に推移しており、概ね効率的
であると認められる。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

維持

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　企業が計画的，継続的に従業員の能力開発を実施する環境を整備し，従業員が
職業キャリアを形成するための施策となるよう検討が必要である。
　労働者に求められる職業能力が多様化，高度化する中で，的確なキャリア形成を
推進するためには，ニーズに応じた中小企業の職業能力開発の支援や求職者
ニーズに対応した公共職業訓練の充実に取り組む必要がある。

【施策・事業の方向性】
　施策及び各事業は，人材育成を図る機能を果たしており，継続が求められてい
る。
　多様なニーズに対応し，的確なキャリア形成を推進するため，在職者の技能向上
を図る多様な職業訓練を積極的に実施していく。

おお
むね
適切

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　それぞれの産業分野を担う人材が自ら行う職業能力開発を支援する仕組みづくり
に対応しうる施策となるよう検討が必要である。
　農林水産業を行う上で求められる能力も高度化・多様化しており，それらも含め新
たな技術や技能の高度化・多様化等に対応する事業の検討が必要である。

【施策・事業の方向性】
　個人が自ら職業能力開発できる環境整備は，ハローワークや関係機関との連携を
図りながら、的確にニーズを把握することが必要であり、実施規模は維持しながら必
要に応じて内容を見直していく。
　産業、雇用のニーズの変化に対応した多様な職業能力開発を推進していくため，
個人が自ら職業能力開発できる環境整備を積極的に実施していく。

維持

【県関与・事業群設定：おおむね適切】
本施策での県の役割は，県立高等技術専門校での施設内訓練及び民間訓練施設
への委託訓練の実施である。それぞれの産業分野を担う人材が自ら行う産業人とし
ての能力開発を支援していくことは必要であり、年齢や地域間の格差、就業形態の
多様化にも対応した施策が必要であり、各事業は施策目的に沿った事業である。
【事業群の有効性：おおむね有効】
満足度は５０点であり，６０点以上の割合も２４．３％程度あることから，おおむね有効
と判断される。政策評価指標「県の支援による職業技術向上者数」は僅かに仮目標
に届かずBとなったが、過去５年間達成度Ａであり、個人が自ら職業能力開発できる
環境整備は産業界から強く望まれており訓練ニーズが高く、各事業は概ね有効で
あると判断する。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
政策評価指標は僅かに目標値の達成には至らなかったが、多様なＩＴ等の職業能
力開発は産業界から強く望まれており，施策の目指す方向に推移している。事業全
体の業績指標及び成果指標については堅調に推移しており、概ね効率的であると
認められる。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。
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政策整理番号　20

施策評価

７
段
階
判
定

政策評価

行政評価委員会政策評価部会の意見

3

3

・この施策の有効性に限ってみれば，現行の政策評価指標よりもむしろ「職業訓練推進者数」の方がわかりやすいのでは
ないか。

・企業が一定規模になれば人材育成が課題となる。企業内に有能な人材がいるかどうかが発注側が最重要視する条件
でもある。人材育成の必要性を絶えず呼びかけて，効果的な企業内人材育成のシステムが展開できるように一層の支援
策が望まれる。

・企業だけでなく，個人が自ら能力開発できる環境をつくることの重要性は十分に理解できるが，この施策中に掲げられ
た具体的な４つの事業をみると，「個人主導」の施策と各事業との関連性やこの施策の固有性がどこにあるのかが理解し
にくい。「個人主導」の施策を強調して独立なものとして設定する根拠がどこにあるのかの説明とそれに合った施策内容
が求められるのではないか。

・ニートが問題になっている。自ら職業能力を高め，働く意欲を持たせるためには，環境整備が大切である。時代にふさ
わしい職業能力開発の環境整備を行うことが重要である。
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

A
自主防災組織の

組織率

各市町村におけ
る防災･震災訓練

参加者数
C

政策整理番号　7

政策名

おお
むね
適切

維持

【県関与・事業群設定：おおむね適切】
本施策での県の役割は，国と連携を図りながら，市町村が行う事業に対して，必要
な支援を行うことである。事業群は，県内市町村の自主防災組織や婦人防火クラブ
の育成，防災訓練を通して地域の連携協力促進，地震等の疑似体験による近隣住
民との協力の必要性を理解させる内容となっており，いずれも施策目的達成に必要
な事業となっている。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は６０点であり，一定の有効性があると思量する。政策評価指標の「防
災震災訓練参加者数」については，防災訓練は様々な対象・形態・範囲で行われ，
また，地域によって参加者数も違うことから，業績・成果指標推移から有効性を判断
することは困難である。一方，政策評価指標「自主防災組織の組織率」はＡ判定で
あり，目標値を達成している。これらのことからおおむね有効と判断する。
【事業群の効率性：課題有】
防災訓練は，一般県民等の意識の風化を防ぐ意味で，どのような形でも良いから実
施・継続・ＰＲすることに意議がある。また，訓練を効果的なものにするには，各種
様々な様相の訓練を実施することが有効であることから，年々の訓練毎の対比が困
難なため効率性を単純に検証することはできない。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　この施策は，地域の防災体制を機能させるために非常に有効であるが，県の事業
としては補助的，支援的事業であるため，いかに有効に展開するかが課題である。

【施策・事業の方向性】
　いずれの事業も計画的かつ継続的に実施することにより、一定の水準を保つ必要
がある。
　今後もこの施策を維持すべきである。

大31.6%1位

県土の保全と災害に強い地域づくり 6080

1
地域ぐるみの防
災体制整備

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

満足度（施策）

施策の
必要性

政策
評価

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

おお
むね
適切

【施策群設定：おおむね適切】
政策を実現するために７施策全てが必要と認められる。ただし，災害に対する備え
は，当該政策だけではなく，平時における県全体の政策により構築された体制群等
がベースとなって一体として機能することで，はじめて発動されるものであるから，当
該政策だけをもって防災・災害対応を網羅するものでない。また，各施策の枠組み
が「整備すべき施設」や「構築すべき体制」といった事業対象毎でまとめられている
ことから，地震や風水害といった災害毎の対策としては，各施策において若干重複
している部分もあるが，政策全体としては概ね適切である。
【政策評価指標群：おおむね適切】
施策１，５については，これら施策は事業によって得られるアウトカム指標が設定困
難であり，また，現在設定されている指標では一部分は現してはいても，施策全体
の評価には成り得ないので，今後も検討が必要である。施策２，３については適切
であり今後も継続する。
【施策群の有効性：おおむね有効】
政策全体の政策評価指標達成状況（A：２指標，B：１指標，C：１指標，判定不能：３
指標）から「おおむね有効」，政策満足度結果（中央値60点）から「おおむね有効」，
社会経済情勢からは「有効」と判定した。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

重視度 満足度
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政策整理番号　7

行政評価委員会政策評価部会の意見

７
段
階
判
定

政策評価

施策評価

・教育訓練及び民間消防組織育成がこの施策の中心的な事業である。
　前者に関しては継続的な訓練が重要であるが，昼間時の災害も避け得ないので，居住地偏重ではなく，職場・学校
ベースの訓練との連携が重要である。
　後者については，組織の実態の把握と，高齢化に伴う隊員の名目化に注意を払う必要がある。

・教育，訓練等の事業だけでなく，地域防災マップ，ＮＰＯなどへの支援等，地域防災体制づくりに向けた事業が考えら
れ，これらへの対応を望む。

・地域ハザードマップの作成支援などは，地域住民に危険を認識してもらう上で有効ではないか。作成にあたっては，河
川・砂防等のハザードマップとの整合に齟齬が生じないようにする必要がある。むしろ避難マニュアル作成の方が補完性
から考えると有効かもしれない。

・施策実現までの道筋の内容が一般論に止まっている。現状の進捗を踏まえ今後力を入れるべき対象、事業内容等を明
記してほしい。

・政策目標が明確でないので，施策・事業の方向性を判断できない。他県の災害事例をみても防災体制の不備が多く指
摘されているところであり，県の原案である現状維持でいいのか、再度点検して欲しい。

○総評
・「防災」には財源的にも限界があり，「減災」を主体にすべきことは現実的であり評価できる。

・土木部所管の施策は，ハード・ソフト両面での施策を展開しており，また，河川、砂防が一体となった情報システムを構
築し，国・県・市町村が連携して稼動するところまでくるなど評価される。

・震災対策を中心とする総務部所管の施策は，所管課の特性に引きずられ，施策名と事業構成との対応が悪く，各施策
相互の連携も理解しづらい。震災対策を網羅した震災対策アクションプランを実施しているところであり，これとの関連整
理を行い，震災対策に関する総合的な施策体系に向けた再構築を希望する。

・施策６「地震防災のために必要な施設・設備の整備」は消防課が担当しているが，結果的に消防施設に限定されること
は妥当ではない。例えば地震防災のために必要な施設，設備の整備としては，緊急避難場所の耐震化の計画的推進も
必要である。消防課が担当する施設・設備以外の整備も含めて評価すべきではないか。

○政策評価指標
・政策評価指標の変更により判定不能とされているが，「判定できない」こと自体が，行政評価システムの効率性に疑問を
投げかける。（施策５，６）

・評価指標が変更されると，有効性・効率性が判定不能になるのは問題である。変更後の指標について，可能なものは
遡及的に調査・計上すべきである。

・一般に，市町村数を指標とすると合併に対して安定的ではないため，人口比率や面積比率などの安定的な指標に置き
換えることが望ましい。（施策２，５）

・評価指標の変更に関して，県側の対応は硬直的に思える。指標自体に関する協議の場が必要かもしれない。

4

・事業以前に政策評価指標の設定の妥当性が問題である。観察指標が不適切であれば，その指標に基づく有効性等の
判断は適切なものとなり得ない。

・自主防災組織組織率は安定的ではあるが，消防庁で行っている調査の信頼性が問題となる。他県との比較はもちろ
ん，県内市町村間の比較も困難である。宮城県の組織化率は８割であるが、県民の８割が非常時に取るべき行動規範を
理解しているとは考えにくい。
　形骸化した数値を見て安心することはむしろ危険である。たとえば高齢化の進行により，自主防災に参加できない人の
割合は増加することが予想されるが，指標に反映されていない。

・自主防災組織に関する県独自の実態調査は有効であるが，その調査内容については，消防庁の調査とは独立に曖昧
さを排除すべく再検討が必要である。この調査の成果を活かした県独自の指標設定を望む。

・自主防災組織率の低下の分析とその対応策の検討が必要である。

・政策評価指標「各市町村における防災・震災訓練参加者数」は天候に左右されるため，達成度Ｃとされるが，過去３年
程度の累積参加者数などとして，指標の安定化を図ってはどうか。

・財源面で，県が災害時の対応を全面的に賄うことには限界があるから，少なくとも初動段階では地域住民に期待せざる
を得ない。その意味で住民に対する啓蒙・訓練活動を行うことは妥当である。
　ただし，高齢化の進行に伴い特に過疎地域で自助努力に期待することは年々困難になる。バックアップ体制の構築が
必要であり，その意味で行政の関与は不可欠と言える。3
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

政策整理番号　7

政策名

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

満足度（施策）

施策の
必要性

政策
評価

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

ハザードマップ作
成市町村数（洪水

災害）
B

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　近年，全国各地で発生した洪水による甚大な被害を受けて，昨年7月に水防法が
改正され，浸水想定区域を含む市町村は洪水ハザードマップの配布が義務付けら
れるほか，昨年度から浸水想定区域図の作成や洪水ハザードマップの作成が補助
事業の対象となるなど，ソフト対策の推進が図られている。これまで取り組んできた
事業群は，それを先取りして実施しており，非常に効率的ではあるが，ハザードマッ
プの作成には多くの時間と費用を要すること，ハザードマップの必要性に対する市
町村の認識が不足していることなどから，作成市町村数は増加しているものの，目
標には達していない。このため，昨年度に創設された市町村が洪水ハザードマップ
を作成する費用を，国と県が1/3ずつ補助する制度を利用し，洪水ハザードマップ
作成の推進を図るほか，市町村に必要性を認識してもらうため，河川流域情報シス
テム等を利用した危機管理演習や防災教育等を実施し，平常時からの防災意識の
啓発に取り組む。

【施策・事業の方向性】
　新河川流域情報システムの供用開始後の適切な情報提供を目指す。
　市町村における洪水ハザードマップの更なる整備を目指し，作成の支援を行うとと
もに，その必要性についてさらに意識啓発に努める。

大

維持

おお
むね
適切

【県関与・事業群設定：適切】
本施策で県は，水防警報や注意報等の発令を行うための雨量，ダム及び河川の水
位データの収集・情報提供，県管理河川における浸水想定区域図の作成・公表，
「市町村担当者のための洪水ハザードマップ作成マニュアル」の作成・配布等の役
割を担っている。河川流域情報システム整備事業は，洪水ハザードマップを作成す
るための基礎資料や水防警報・注意報等の発令を行うための基準となる雨量，ダム
及び河川水位等のデータを収集し，提供するシステムの構築を行うものであり，加
えて，このシステムを活用し，危機管理の演習や地域住民の防災教育による防災
意識の啓発を行うものである。また，総合流域防災事業は，洪水ハザードマップの
基盤として市町村に提供する浸水想定区域を作成するため氾濫解析を実施するも
のであり，全て，施策目的を達成するためにソフト対策として必要な事業である。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は50であり，やや不満の領域にはいるが，満足度が６０点以上の割合
が４０％近くあり，事業群の有効性は概ね有効である。政策評価指標「ハザードマッ
プ作成市町村」は，平成17年度に２市町村増加しているものの，目標値には達して
いない状況にある。昨年7月に水防法が改正され，浸水想定区域に含まれる市町
村は洪水ハザードマップの配布が義務付けられたほか，昨年度より浸水想定区域
図や洪水ハザードマップの作成が補助事業の対象となるなど，社会情勢が洪水ハ
ザードマップの作成を促進している。また，これまで実施してきたハザードマップ作
成の基礎となる浸水想定区域図の作成等が非常に有効と判断される。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
業績指標は河川の氾濫解析等に係る費用を換算したものであり，河川の延長や流
域面積により費用が異なることから効率的であるかを評価することは難しいが、社会
経済情勢としてハザードマップに作成の要求が増大している今，これまで先進的に
事業が行われてきたため、その要求に併せて増大せずに対応できており，効率的
に事業が行われていると判断される。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

8.7%4位2
水害から地域を
守る河川等の整
備
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政策整理番号　7

行政評価委員会政策評価部会の意見
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段
階
判
定

政策評価

施策評価

・河川改修は計画高水流量に基づいているが，都市化や気候変化による降雨パターンの変化に伴い，確率自体の安定
性の検証が必要である。

・政策評価指標である「ハザードマップ作成市町村数（洪水災害）」は、現行法制下では理解できるが，市町村合併により
市町村数が動くので，今後はハザードマップが作成された面積を基準に進捗状況をおさえていくことが望まれる。
　また，施策３の政策評価指標のように事業費の大半を占めるハード面の整備事業を含めて有効性が判断できる指標に
すべきである。

・降雨・水位情報収集を含むソフト的な事業のみが挙げられているが，予算の大半を占めるハード面の整備事業に関し
ても，減災の観点から一体的に評価されるべきである。ハード対策とソフト対策を絡めて減災の実を上げてほしい。

・河川流域情報システムが本格稼動しており，更なる事業の進展が望まれる。降雨・水位情報のインターネットを通じた県
民への提供は評価できる。
　しかし，災害時にアクセス集中により情報提供が困難になる懸念がある。水害等は局地的であるため，全国的に同時に
発生する可能性は低い。離れた県との連携により，分散型の情報提供システムの構築が望ましい。

・ハザードマップによる減災の費用対効果は高いことが予想されるが，法律で義務付けられたにもかかわらず整備の進行
は遅い。作成に必要な情報の継続的な精度向上を含め，県はリーダーシップを発揮してほしい。また，ハザードマップと
併せて，総合的な避難計画の策定も必要ではないか。

6
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【県関与・事業群設定：おおむね適切】
本施策での県の役割は，国の防災基本計画及び県地域防災計画の修正に基づ
き，市町村地域防災計画の見直しを促進すること，木造住宅の耐震化等の県民へ
の普及啓発，技術者の養成，助成事業を実施する市町村への補助などによる支援
である。事業群は宮城県沖地震の再来に備え，震災対策の充実を図るためのもの
であり各事業を展開することは施策目的達成のために重要である。
【事業群の有効性：おおむね有効】
満足度が５５点であることから，概ね有効である。政策評価指標「各市町村防災計
画（震災対策編）の平成16年度を基準した更新市町村数」は初年度であるため判
定不能である。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
各事業とも事業費に対する業績指標の割合は、横ばいであり概ね有効である。当
該施策には、本政策内のほかの各施策に該当しない震災対策事業が割り振られて
いることから、事業間での組み合わせが統一的な施策展開とはならないが、事業費
に対する業績指標の割合からも概ね適切と判断する。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

拡充

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　災害発生時に県内外から駆けつけるボランティアの活動を支援・調整するため、
社会福祉協議会等が中心となって災害ボランティアセンターを設置・運営する必要
があるが、財政的・人的資源が十分とはいえず、行政の支援がもとめられている。そ
のため、ボランティアコーディネーターなど災害ボランティアセンタースタッフの育
成・確保、災害発生時の情報発信や収集手段の確保が課題である。

【施策・事業の方向性】
　宮城県沖地震再来の切迫感が日々増している中で、減災に向けた取り組みへの
重要性が高まってきており、その促進策を実施することが効果的である。
　施設の耐震化などのハード事業だけでなく、普及啓発等のソフト事業をあわせて
総合的な震災対策を行い、自助・共助の意識を高めることが必要である。
　高い確率で発生が予想される宮城県沖地震による被害想定では、人的にも施設
的にも甚大な数量が見積もられている。被害を最小限に食い止め、減災を図るため
には、現在の耐震化の実施率を大幅に上げる必要がある。
　市町村に対しては、引き続き震災対策に関する助言・指導等を行っていく。
　震災時に迅速にボランティアの受入ができるよう、平常時から受入れ・調整体制の
整備を図るために、関係団体との連携を図りながら、災害ボランティアセンターの設
置訓練や震災時に中心的な役割を果たすボランティアコーディネーター等の運営
スタッフの研修会等をさらに充実していく必要がある。

おお
むね
適切

大

4.9% 大

20.5%

6位

適切

大3.8%7位

3位

4
高潮や高波等に
よる災害に強い
海岸の整備

震災対策の推進

土砂災害から地
域を守る地すべり
対策等

維持

・・・
各市町村防災計
画（震災対策編）
の更新市町村数

5

3

土砂災害危険箇
所におけるハード
及びソフト対策実

施箇所数

A

【県関与・事業群設定：適切】
本施策での県の役割は，「土砂災害危険箇所」において，事業の優先順位を決定
して国，関係市町村と連携を図りながら，ハード及びソフト対策を実施している。砂
防関係施設等を整備するハード対策と県民の土砂災害に対する知識や避難意識
の向上を目的とした「押しかけ出前講座」等のソフト対策は，近年の土砂災害発生
状況を考慮すれば，施策目的を達成するために必要な事業である。
【事業群の有効性：有効】
施策満足度は５０点で，満足度６０点以上の回答者の割合が３７．７％であることに
ついては，本施策が地域限定的に展開したことに起因すると推察される。「土砂災
害危険箇所」におけるハード及びソフト対策の実施箇所数」は，計画実施予定箇所
数を上回った。限りある財源の中，優先順位に基づきハード及びソフト対策事業を
実施しているが，ハード対策には予算的，時間的に限界がありそれを補完するソフ
ト対策を効率的，効果的に実施していくことは有効である。
【事業群の効率性：効率的】
政策評価指標は仮目標値を達成しており，業績指標と相関関係にあることから効率
的と判断される。また，防災の観点より，優先順位に基づいたハード，ソフト対策事
業を効果的，重点的に展開している。特にソフト対策事業については，少ない予算
の中で効果的に取り組んでおり効率的である。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「適切」と判断する。

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　土砂災害から県民の生命を守るため，従来のハード対策（砂防施設等）に加え，
ソフト対策（避難意識の向上）の推進は重要であるが，「押しかけ出前講座」のみで
は地域限定的であることから，今後は，広く県民に対する土砂災害情報の提供に取
り組み，県民満足度の向上を目指す。

【施策・事業の方向性】
　県民満足度調査では，施策重視度が高い水準で推移しており，この施策が有効
であると判断されることから，今後も事業群の水準が保たれるよう努めたい。また，施
策満足度の低下を踏まえ，今後は土砂災害から県民を守るためこの施策の広域的
な展開を図り，県民の期待に応えていきたい。
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政策整理番号　7

行政評価委員会政策評価部会の意見

７
段
階
判
定

政策評価

施策評価

・「防災計画の更新市町村数」を政策評価指標とするが，防災計画は朝令暮改が望ましい訳ではない。更新されなくと
も，長期にわたって安定的に適用可能な防災計画は望ましいはずである。

・政策評価指標は例えば，公共施設の耐震化比率などのストックを表現する指標の方が望ましいのではないか。

・ブロック塀や住宅改修などの細かい事業が多く，減災のための総合戦略的な事業が必要ではないか。施策全体の総合
的ビジョンを策定した上で，個々の事業を位置づけることが必要である。

・県としては病院・学校等の公共施設の耐震化，道路・水道等のライフラインの確保を中心とする，重要課題に取り組む
べきである。規模や多様性から見て政策への格上げが相当ではないか。

・施策を拡充すべきという方向性には同意する。災害時にはボランティアの処遇を含めて，県が司令塔になる必要があ
る。そのために平素から関係機関と連携した十分なシミュレーション(図上演習)を行っておく必要がある。

・避難マップは震災に限定せず，水害・土砂災害等とも連携したものとすべきである。

・災害ボランティアの受入体制として，被災地の負担とならないボランティアの宿舎や水の確保が前提として必要ではな
いか。

・現在の事業構成は，居住地ベース（夜間時）が中心であるが，通勤帰宅時，中間時での被害想定に基づく施策・事業
への展開が必要である。

・耐震改修促進法の施行にともない，これまでの木造住宅耐震対策事業に加え，オフィスビル・商業施設等の民間施設
の耐震化に向けた事業群の追加を検討してほしい。

・大規模震災対策事業の各々についての現状や事業展開による改善の進捗状況について記載してほしい。

・危険ブロック塀等地震対策総合事業が廃止されているが，その理由として，危険ブロック塀の除去に見通しがついたこ
との説明を付記する必要がある。

・土砂災害は水害よりさらに局所的であり，ハード対策には限界がある。土砂災害相互通報システムの整備，孤立集落対
策を基本としたハード整備，危険箇所の優先順位を付けたハード整備，ハザードマップの整備，住民に対する啓蒙活動
等，現段階で考えうる施策・事業で構成されており，ハードとソフトの連携が取れていて評価できる。

・ハード・ソフト対策の実施箇所数は市町村合併等に関して安定的であり，その数値も着実に伸びてきているため，施策
は有効に機能していると判断される。危険箇所が新たに認定される場合や，逆に住民が居なくなる等の事由で危険箇所
から除外される可能性に配慮する必要がある。

・ハード面における事業の優先順位決定等，平常時の施策には県の調整機能が重要であるが，実際の災害時における
避難行動には市町村との連携が重要となる。

・土砂災害ハザードマップに関しては既に全市町村で作成済で，今後は整備箇所数の増加が期待される。成果指標の
土砂災害危険箇所を認知した箇所数がＨ17年度の市町村数の数字（６９）となっているのが理解できない。土砂災害危
険箇所を認知した「箇所数」であればもっと多いのではないか。

・土砂災害危険箇所におけるハード的整備も伸びているが，実施箇所数の増加に比べ，「住民の生命が守られる箇所
数」が減少している。これは整備内容に若干の問題があったのか。或いは整備内容が見直されているということなのだろ
うか。

・河川防災と共同してインターネットによる総合防災情報サイトを開設することは，効率性の点から評価できる。

4

7
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

政策整理番号　7

政策名

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

満足度（施策）

施策の
必要性

政策
評価

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　政策評価指標の目標値を達成するため，引き続き実施して整備促進を図る必要
がある。

【施策・事業の方向性】
　近い将来の宮城県沖地震発生が予想される中，市町村の消防防災施設設備の
整備を今後も促していくことが重要である。
　県の事業を活用し，消防水利の迅速な整備を行うよう市町村に助言していく。
　高機能消防司令センター（Ⅱ型）を整備する団体に対しては，嵩上補助を行い，
119番通報発信位置情報表示システムの整備を促す。Ⅰ型を整備する団体に対し
ても，国の各種財政措置の活用を促し，同システムの整備を助言する。

維持

【県関与・事業群設定：適切】
本施策での県の役割は，消防組織法に基づき，市町村に対して単独または嵩上補
助を行うことである。消防防災施設設備の整備は多額の費用を要するため市町村
が単独で行った場合には長い年数を要し，又は整備を行えないことが考えられるた
め，早期に整備するためには県と市町村が連携して推進する必要がある。また，宮
城県沖地震の発生が高い確率で予想されている中，地震に伴い発生する火災によ
る被害を最小限に抑止するためには，今後も整備を継続する必要がある。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は低い水準（50点）にあるが，満足度60点以上の回答者割合は43.9%で
あり，概ね有効である。政策評価指標「消防水利の基準に対する充足率」「１１９番
通報発信位置情報表示システムを運用している消防本部の割合」は昨年度に設定
された指標であることから，判定不能である。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
成果指標が未確定であることから，総合的な評価判定は困難であるが，補助事業
により市町村の整備促進意欲を高めることができたため，概ね効率的と判断できる。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

2位 23.3% 大6

7
学校などの公共
施設等の耐震改
修

おお
むね
適切

5位 6.3% 大

地震防災のため
に必要な施設、設
備の整備

・・・
消防水利の基準
に対する充足率

１１９番通報発信
位置情報表示シ
ステムを運用して
いる消防本部の

割合

・・・
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政策整理番号　7

行政評価委員会政策評価部会の意見

７
段
階
判
定

政策評価

施策評価

・政策評価指標が判定不能の状況で事業の有効性は県民満足度だけに頼っており，説明力に問題がある。

・地震防災の定義ができておらず，また，整備の達成状況も判定不能であることから施策評価が不可能である。

・事業構成が消防を中心としており，震災防災に向けた構成となっていない。結局総務部消防課が当該施策を担当する
ことに無理があるように思える。

・「１１９番通報発信位置情報表示システムを運用している消防本部の割合」は以前の消防ポンプ車よりは面的であり改
善ではあるが，位置が特定できても震災時に到達できない可能性から，地震防災の指標として適切とは思えない。同様
のことは「消防水利の基準に対する充足率」にも言える。
　新しい指標も過年度の指標と同様に平常時のものである。平常時の整備が地震防災に役立つとすることは理解できる
が，施策の目的は非常時の対応施策であり、地震防災の観点から指標の再検討が必要である。

・国による３年ごとの調査データを活用した「消防水利の基準に対する充足率」は，毎年の達成度が判定不能となり，施
策評価ができない。データ把握の観点から指標の再検討が必要である。

・国の調査は３年ごとであっても最新の数値からその後の建設・除却を差し引きすれば概数を出すことは可能ではない
か。この種の施設は公共部門しか建設しないので，情報の把握は容易なのではないか。

・地震防災に直接的に必要な施設・設備としては，避難所や生活用水の確保のための耐震水槽などがある。
　また，情報システムの面では，たとえば電話線が遮断された場合の被害把握，道路が寸断された場合の利用可能な経
路情報など，異常時のフェイルセーフ（装置やシステムに障害が発生した場合，常に安全側に制御すること。またはそう
なるような設計手法）が期待される。

・耐震水槽の計画的設置は必要で，事業として妥当である。あわせて既存水槽の耐震化の推進も必要である。

・１１９番発信位置情報は重要だが，災害時には通報に頼るだけではなく，消防側のセンサー機能も必要ではないか。

・高度消防防災施設整備費補助金は，次年度の方向性を維持としているが，過去３年間の実績がなく，現状維持とする
理由が不明瞭である。補助対象とする高度消防施設の対象とその実態，これに基づく整備スケジュールを明記等，維持
するための説明が必要である。

2
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

政策整理番号　27

政策名

中

維持

おお
むね
適切

1位

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　地域課題，住民ニーズが多様化・複雑化する中，行政がそれら全てに対応するこ
とは制度・財政面で限界がある。一方で，このような課題の解決やニーズへの対応
に向け，地域住民が地域の資源を活用し，自発的な活動を展開している。県は，こ
れら地域住民・ＮＰＯ・市町村等との連携を深め，有機的な協働関係を築いていくた
め，この政策及び各施策の必要性は高いと判断する。
　ＮＰＯは社会が抱える課題に対応するため，まちづくりや福祉など様々な分野で
活動を展開しており，世論調査に見られるとおりＮＰＯについての社会的な理解も
広がりを見せている。しかし，平成15年度に県が実施した「ＮＰＯ活動実態・意向調
査」，平成17年度に内閣府が実施した「ＮＰＯに関する世論調査」等からＮＰＯ活動
を支える社会制度や環境面での整備は依然として十分とは言えない状況にある。こ
のため，ＮＰＯが真に自立した「市民セクター」として発展するよう，行政・民間団体
はもとより県民や企業も含めた社会全体でのＮＰＯ活動の支援を今後も継続すべき
と判断される。
　施策満足度は，昨年度の「55」から5ポイント低下し，政策評価指標達成状況も未
達成である。しかし，社会経済情勢を示すデータの推移から，ＮＰＯ活動の課題に
即したこれらの事業群は有効であり，施策満足度の向上に向けて，今後も継続して
事業を実施すべきものと判断される。

【施策・事業の方向性】
　各事業の有効性に関し十分に検証しながら，ＮＰＯ側の意向把握に十分配慮の
上，効率及び効果的な施策及び事業展開を図る必要がある。
　ＮＰＯと行政との間で有機的な協働関係が構築されるよう，事業の共同実施や県
業務委託等を一層推進するとともに，ＮＰＯ及び行政の相互理解促進に向けた取
組を総合的に実施する。

評価原案

中

5.2%

50.0%

4位

政策評価・シート（Ａ）の内容

【県関与・事業群設定：おおむね適切】
本施策での県の役割は，ＮＰＯ法人設立認証（宮城県に事務所を有するＮＰＯ法
人）等の事務事業を通じたＮＰＯ活動の支援である。平成１５年度に本県が実施した
「ＮＰＯ活動実態・意向調査」において，ＮＰＯについての理解，資金，活動場所，マ
ネジメント能力等が不足しているとの結果が出ており，施策目的（ＮＰＯの活動の支
援）のためにはこれらの課題の解決を目的とした本事業群が必要であると判断され
る。
【事業群の有効性：課題有】
施策満足度は，「５０」と一定程度の満足度は得ていると思慮される。但し，満足度６
０点以上の回答者割合が「４１．５％」と半分以下であった。政策評価指標達成状況
は未達成である。しかし，ＮＰＯ活動にとって厳しい社会情勢が続く中，ＮＰＯ法人
設立認証数は着実に増加し，その意味ではＮＰＯ活動の広がりを端的に示している
ものと判断され，ＮＰＯ活動の課題に即したこれらの事業群は概ね有効であると判
断される。全体としては，施策満足度の結果から，課題有りとした。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
政策評価指標達成度は未達成である。しかし，ＮＰＯ法人設立認証数は着実に増
加し，その意味ではＮＰＯ活動の広がりを示している。また，業績指標推移，成果指
標推移とも明確な傾向を示すまでには至っていないため，今後の事業継続により，
その推移がどう変化するかを確認する必要があるが，各事業はＮＰＯの実態調査に
基づき，ＮＰＯ活動の実態に即して設定しているため概ね効率的であると判断され
る。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

ＮＰＯの法人設立
認証数（人口１０
万人当たりの全

国順位）

C2
ＮＰＯ（民間の非
営利組織）の活動
の支援

施策の
必要性

政策
評価

多様な主体の協働による地域づくりの推進 5070

1
県・市町村・住民
の協働による地
域づくり

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

おお
むね
適切

【施策群設定：おおむね適切】
政策目的実現のためには，市町村・ＮＰＯ・住民等と県とが対等なパートナーシップ
を構築し，相互理解と適切な役割と責任分担のもとに連携・協働することで，活力と
創意あふれる地域づくりを推進する必要があり，各施策は概ね適切である。
「官から民」，指定管理者制度の導入等の流れの中，専門性を生かし，自主的に活
動するＮＰＯには，公共の新たな担い手として大きな期待が寄せられている。その
一方で，平成１７年８月に内閣府が行った「ＮＰＯに関する世論調査」において，７
９．７％の人がＮＰＯ活動を評価している反面，ＮＰＯ活動に参加したことがある人が
７．２％，ＮＰＯに寄附したことがある人が４．０％に過ぎないことが判明した。このこと
は，ＮＰＯへの実質的理解を含めた，活動資金や担い手の不足等，ＮＰＯがその活
動を行うに当たって様々な課題を抱えている現状を示している。このため，これらの
課題を解消し，ＮＰＯの自立的活動を促進する施策は必要であると思慮される。
【政策評価指標群：課題有】
指標の算定基礎である「ＮＰＯの法人設立認証数」は，ＮＰＯ活動の広がり一定程度
表すものではある。しかし，指標は相対的なもので，政策目的の達成度を絶対的に
表す指標になりうるものではない。但し，ＮＰＯ活動は市民の自発性に基づくもので
県による目標値の設定には馴染み難く，さらに，今般の公益法人制度改革による新
たな非営利法人制度の創設も検討されていることから，指標の変更については慎
重に検討する必要があると思慮される。
施策１，３，４，５について，設定すべき指標は各施策を一義的に表し，かつ，県に
おいて確実に把握可能なものでなければならないため，慎重に検討する必要があ
る。
【施策群の有効性：おおむね有効】
政策全体の政策評価指標達成状況（Ｃ：１指標）から「おおむね有効」，政策満足度
結果（中央値50点）から「課題有」，社会経済情勢から「おおむね有効」と判定した。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

重視度 満足度
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政策整理番号　27

政策評価

行政評価委員会政策評価部会の意見

○総評
・県・市町村といった行政がカバーできる範囲は財政的に限られるから，民間の参画を求めることは重要である。ＮＰＯも
その形態の1つで，将来に渡って重要性が増すことは事実である。

・地域振興，環境，文化，福祉の各セクションからの施策で構成されているが，多様な主体の協働による地域づくりとはど
のようなものか，その定義と範囲が不明瞭である。官民パートナーシップで官が期待する協働とはどの分野なのか，民間
が担う意向のある分野はどうか等を整理し，メリハリのある施策群の設定とその事業推進が望まれる。

・施策１「県・市町村・住民協働による地域づくり」の優先度が高いが，施策評価の対象となっておらず，この施策に対す
る対応が必要ではないか。政策評価指標を設けて評価されるべきである。

・協働への取り組みは，始動期から発展期にさしかかっており，これまでの施策の評価に基づく説明が必要である。

○政策評価指標
・ＮＰＯ法人の活動内容は多岐に渡るため，一括して数で論じることには余り意味がなく，活動分野等(なるべく県・市町村
の活動を補完するもの)に基づいて評価すべきではないか。

・政策評価指標群の妥当性については「課題有」と評価されており，今後の検討を望む。

○政策評価仕様
・政策に設定されている施策のうち，政策評価指標が設定されているものが1施策だけの場合は，政策の総合評価のた
めの情報が不足するため，Ａ－２（政策評価指標群の妥当性），Ａ－３（施策群の有効性）の記述は省略する仕様にすべ
きではないか。

施策評価

７
段
階
判
定

3

3

・人口当たりＮＰＯ法人認証数を政策評価指標としているが，複数県にまたがる法人が除外される(全国規模のＮＰＯの活
動は評価されない)こと，合併等による数の減少が必ずネガティブに評価される(規模拡大による活性化も有り得る)等，適
切とは言えない。
　また，政策評価指標で用いているＮＰＯ法人認証数はストックであるのに対し，事業の成果指標で用いている法人認証
数はフローに基づくなど，概念上の齟齬がある。

・ＮＰＯの規模や継続性と関係なく数だけで順位を競うことに意味があるとは思えない。宮城県は比較的立ち上がりが早
かったが，他の県が追いついてほぼ平均的になったことがＣ評価とする根拠も薄い。要は数ではなくて，参加人員や活
動内容で評価されるべきで，ＮＰＯの活動分野の情報が提示される必要がある。

・複数県にまたがる法人は国，それ以下は県の認証であるから，県は県内法人だけ見ればよい，という旧来の機関委任
事務の枠組みに捉われる必要はないと思われる。事業内容が研修と助成を中心とすることは適切だが，最終的な妥当性
はＮＰＯへの自己評価・外部評価を通じて判断されるべきではないか。

・事業予算が同じであるのに助成団体数が増加したことは１団体当たりの助成金額が半減したことを意味する。１団体20
万円程度の助成で，大きな成果は期待できない。法人数は単調増加をしているが，小さな法人を増やすことより有力法
人を育成する方が，活動の活発化に役立つ可能性があるのではないか。

・最も予算規模の大きいＮＰＯ活動促進事業の具体的な事業内容が明確ではないが，認証事務自体の経費だとすれ
ば，実体を伴う研修・助成事業とのバランスを欠くのではないか。

・同じ予算を使っても，活動範囲が類似の法人よりも，独立な分野をカバーする法人を支援する方が一般に効率性が高
い。その意味でＮＰＯの活動分野に関する資料が提示される必要がある。ＮＰＯの活動は多岐に渡るため，内容が理解
できるよう情報を提供してほしい。

・ＮＰＯ法人格の付与，活動資金支援，人材育成，活動拠点づくり等，多面的な事業に取り組んでいることは評価できる。
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

政策整理番号　27

政策名

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

施策の
必要性

政策
評価

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

16.9%

4.4%

3位

5位

2位

中

23.0% 中

中

4
住民主体の地域
福祉活動等の推
進

市民団体等の
ネットワークづくり

環境美化運動な
ど地域コミュニ
ティ活動

5

3
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政策整理番号　27

政策評価

行政評価委員会政策評価部会の意見

施策評価

７
段
階
判
定
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

おお
むね
適切

【施策群設定：おおむね適切】
国内外との交流の窓口となる空港や港湾機能の強化のために，6施策すべてが必
要と認められる。政策目的実現のためには，空港や港湾機能本体の整備だけでな
く，周辺施設やアクセス機能も一体的に整備するとともに，活用推進策や貿易振興
策といったソフト事業も推進していく必要がある。
【政策評価指標群：おおむね適切】
各指標とも適切であり今後も継続する。また，４施策に指標が設定されており，おお
むね適切と判断する。
【施策群の有効性：おおむね有効】
政策全体の政策評価指標達成状況（Ａ：３指標）から「おおむね有効」，政策満足度
結果（中央値50点）から「おおむね有効」，社会経済情勢から「有効」と判定した。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

国内外との交流の窓口となる空港や港湾機能の
強化

5070

1
仙台空港の機能
の強化と活用 大21.5%

【県関与・事業群設定：おおむね適切】
本施策での県の役割は，国との連携に努め，仙台空港国際化利用促進協議会に
主体的に参画し，利用促進策や航空会社へのセールス等を展開することである。
既存路線の維持，運休路線の再開，新規就航路線の開設等の目的達成のため，
適切に各種事業を展開している。社会経済情勢への対応は個別具体的に航空会
社等と情報交換しながら検討することとしている。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は60点で有効と判断できる。政策評価指標「仙台空港利用者数（国内
線，国際線）」は，平成１６年度と同程度の水準を維持し，ほぼ１４年度の数値まで回
復した。SARSや鳥インフルエンザ等の疾病流行時からの回復，新規路線の就航や
国際線の増便等，一定の有効性が見られる。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
政策評価指標の回復状況，国内線の就航や国際線の増便から，業績指標・成果
指標との相関である程度の効率性が伺える。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　政策評価指標の目標値を達成するため，引き続き重点的に実施する必要がある。
　特に，航空機利用者の増加のため，アクセス鉄道の開業等の関連事業を意識・活
用し，近隣県も対象としたＰＲ活動を行う必要がある。
　国際線休止路線再開及び新規路線の就航のため，航空会社等へのセールス活
動を引き続き重点的に実施する。
　新規就航した路線や増便路線の安定・向上のため，海外からの集客力を向上で
きるよう，国や本県の観光施策との連携が必要である。
　航空貨物量の増加を図り，総合的に魅力ある空港とするため，関係航空会社との
情報交換を密にし，荷主や運送代理店へのＰＲを行うとともに，貨物ターミナル機能
の充実を図る必要がある。

【施策・事業の方向性】
　常に変化する国際経済情勢に的確に対応し，安定的に発展させていくため，施
策は可能な限り拡充を図ることが必要である。
　引き続き仙台空港の利用促進を図り，旅客需要を喚起するため，これまで以上に
積極的・効果的に施策を維持・展開するべきである。
　特に，利便性の大きな向上につながる空港アクセス鉄道の開業が平成18年度末
に予定されることから，その情報を空港ＰＲ活動の際に盛り込み，利用者増に結び
つける施策を展開する。

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

おお
むね
適切

施策の
必要性

政策
評価

A 2位

拡充

政策整理番号　33

政策名

仙台空港利用者
数（国内線、国際

線）

重視度 満足度
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政策整理番号　33

７
段
階
判
定

4

4

○総評
・空港と港湾に関して，本体部分と周辺部分に分ける施策区分は妥当である。

・施策１（仙台空港利用者数）・施策３（仙台塩釜港外貿コンテナ貨物取扱量）の政策評価指標に関しては，景気動向等
の外的要因に支配される面が大きく，ポートセールスが具体的にどれだけ有効であったかを客観的に評価することは難
しい。

・新市街地形成を主たる事業内容とする施策２・４について，良好な宅地供給は重要であるが，人口減少期に向かって，
コンパクトシティの観点等から適切な市街地配置のマスタープランが必要だろう。

・空港、港湾のみならず仙台空港アクセス鉄道，周辺地域の区画整理事業等の基盤整備が一定進捗した時期であり，こ
れまでのハード整備を中心とした施策構成からインフラを有効活用するソフト施策の更なる充実が望まれる。

・そのためには，空港・港湾の利活用に関する施策の一層の充実とともに，仙台空港臨空都市，仙台港背後地形成等の
周辺まちづくりにつき，当初計画が立てられた時点から長い年月がたっていることを踏まえ，これらまちづくりプロジェクト
の今日的な意義と今後の方向性を整理し，それに向けたソフト施策の充実をはかっていくことが望まれる。

・政策評価指標である「仙台空港利用者数」の将来予測結果が最新データを元に見直されて修正されたことは評価でき
るが，さらに需要予測の変化要因を整理し，予測値の説明力を向上させる必要がある。
　仙台空港利用者の需要予測結果はある仮説の下での見通しであり，この予測結果と政策目標値の設定との関係がわ
かるような表記が望まれる。

・「仙台空港利用者数」という指標は概ね妥当と考えられるが，景気回復等，外部要因の影響を受けるので，増減を必ず
しも県の政策の結果として捉えることはできない。利用者数は路線数・運行便数等に支配されるので，これらの確保が重
要な政策目標となる。

・便数の増加は周辺環境に影響を与えるので，共生のための努力が必要である。

・需要低迷期の中で，国際空港化促進事業による国内外でのＰＲ活動が新規路線開拓につながっていることが評価され
るが，利用者増を目標とした施策体系の新規性がみられない。需要予測結果から導き出される需要拡大の要件のもと
に，戦略的な施策体系を構築することが必要ではないか。

・空港需要を開拓すべき地域，アクセス鉄道の利用想定地域等を明示したＰＲ活動を予定しており，成果を期待する。

・国際線の横ばいは，運休路線再開や新規路線就航が進まない点にあり，ポートセールスが重要である。
　隣県と横並びでは便数を確保できないので，東北地方の需要を仙台に集約する必要があるが，少なくとも近距離国際
線に関しては成田へ行くより便利だ，という国内向けポートセールスも重要である。

・第２種Ａ空港のため管理・運営は国の担当であり，県の役割は側面支援(需要拡大)が中心になる。事業費面では「新貨
物ターミナル」建設費の後年度負担が大半を占めるが，これは３年以内に終了するため，施策の方向を「拡大」とするた
めには，その後の具体策に関する検討が必要ではないか。

・費用対効果で効率性を判断することは難しいが，国際線に関しては一時期の低迷を脱しつつあるのではないか。
 
・エネルギー面で航空は必ずしも効率的ではなく，近距離国内線に関しては鉄道による代替が望ましい場合もあるので，
羽田や成田のように常時混雑した空港が成功例であるとも言い難い。

・業務系の移動に関しては通信による代替も可能なので，観光需要は意外と空港利用者数に占める割合は大きいので
はないか。

行政評価委員会政策評価部会の意見

施策評価

政策評価
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

施策の
必要性

政策
評価

政策整理番号　33

政策名

2
仙台空港へのア
クセス等周辺施
設の整備と活用

42.5%1位
仙台空港利用者
数（国内線、国際

線）
A

【県関与・事業群設定：適切】
本施策での県の役割は，アクセス鉄道整備については，事業主体（三セク）に対す
るインフラ整備の支援を行うとともに，事業の円滑な推進のため関係機関と調整を
実施することである。臨空都市整備については，インフラ整備の支援を行うととも
に，仙台空港臨空都市まちづくり推進会議を設置するなどして，地元名取市及び組
合とともに東北の空の玄関口にふさわしいまちづくりに主体的に取り組むことであ
る。また，空港関連道路事業については，事業主体として計画的な整備を進めてい
る。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は60点であり有効と判断できる。政策評価指標「仙台空港利用者数（国
内線，国際線）」は増加傾向にあるものの，平成15年度に落ち込んだ国際線利用客
が完全には回復せず，利用者総数としては微増にとどまった。なお，本施策の各事
業群は現在そのストック形成期にあるため指標の向上に必ずしも効果的と言えない
が，施設完成供用後には長期にわたりその効果が発揮されるものと考えられる。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
政策評価指標は施策の目指す方向に推移している。本県の出国者数は，ＳＡＲＳ
等特殊事情の沈静化及び台北線の新規開設・増便を受け，平成16年以来増加傾
向にある。これらデータは施策の目指す方向と概ね一致しており，事業群はおおむ
ね効率的に実施されていると判断する。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　政策評価指標の目標値を達成するためには，空港本体の整備だけでなく，周辺
施設やアクセス機能の一体的整備が不可欠であり，引き続き重点的に実施する必
要がある。
　施策目的を達成するためには，現在，ストック形成期にある各事業の施設の早期
完成・供用を図る必要がある。
　事業群の中核を成す仙台空港アクセス鉄道は平成18年度内の開業を目指してお
り，仙台空港臨空都市については鉄道開業と時期を合わせたまち開き，空港関連
道路を構成する主要路線も鉄道開業と同時期の供用開始に向けて整備を進めて
おり，施設の完成供用後は長期にわたってその効果が発揮できる。

【施策・事業の方向性】
　この政策は，政策重視度が70点で政策満足度とのかい離が20と，その必要性が
認識されており，その中でも県民の優先度が1位の施策であることから，県民はこの
施策の必要性をかなり感じていると判断される。
　不透明な経済情勢等，各事業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあること
から，施策の円滑な推進のためには行政側の支援が不可欠であり，ハード・ソフト両
面にわたる取り組みを強化する必要がある。
　平成18年度末に「アクセス鉄道開業」及びこれと時機を合わせた「臨空都市の一
部まちびらき」「空港関連道路の一部供用」を予定しているが，鉄道との相乗効果に
よる仙台空港の一層の拠点性向上を図るため，平成19年度においても各事業への
重点的な取り組みが求められる。

大

拡充

おお
むね
適切
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政策整理番号　33

７
段
階
判
定

行政評価委員会政策評価部会の意見

施策評価

政策評価

4
・モータリゼーションが進展する時代にあって，鉄道と沿線市街地の一体的整備が必ずしも鉄道を有効に活用するまち
づくりに直結しないことを踏まえ，ハード整備とともに鉄道の需要を喚起するための交通ソフト施策等の事業展開が望ま
れる。

・空港本体は国の管理であるため，県としては周辺整備推進が中心になることは妥当である。アクセス鉄道を第3セクター
として運営することは妥当で，その利用者が空港利用者に限られると採算的に問題があるが，臨空地区への住宅・商業
施設立地は鉄道利用者増加に貢献する。

・仙台空港臨空都市整備推進事業について，当面の目標年次を明記する等タイムテーブルを簡単に記載してほしい。

・アクセス鉄道は利用者数の増加に寄与することが期待される。しかし供用前なので有効性は判断できないが，事業の
進捗率という点からは概ね有効だと判断される。

・未供用のストック形成型事業の効率性は事業進捗率と事業費の比で評価することもやむを得ない。ただし単年度より，
累積による評価の方が安定的になると思われる。
　真の評価は，アクセス鉄道の利用状況・臨空地区への施設立地状況によってなされる。

・「有効性」と「効率性」の定義上の差が明確ではない。

・仙台空港需要予測から，仙台空港需要拡大に向けたアクセス鉄道整備の寄与率が推察でき，目標値達成のためのア
クセス鉄道整備の必要性を説明することが求められる。施策の達成を見る指標として来年供用するアクセス鉄道利用者
数を評価指標とすることも視野に入れ，政策評価指標の再検討を望む。

・アクセス鉄道と周辺施設の整備の重要性は認めるが，アクセス鉄道を除くと空港の利用促進という目標に対しての有効
性は期待できない。
　空港に関連する流通拠点や空港関連サービスの立地が期待されるが，具体的施策は臨空地区でなくても適用可能な
ものに見えるため，施策目的の明確化が必要である。

・施策１の空港の本体機能と同じ政策評価指標を用いることは適当ではない。主要事業である区画整理事業は，特に空
港関連産業の立地を目指したものではないため，空港利用者の増加に結びつかないのではないか。
　政策評価指標として，区画整理における仮換地指定・保留地売却等により利用者が確定した面積比率等を検討しては
どうか。

・空港アクセス鉄道は未供用であるため，施策の直接的な有効性の判断は困難であるが，間接的には沿線地価のキャピ
タルゲイン（資産の価格上昇から生じる利得）等を通じて部分的に計測することは可能だと思われる。

・仙台空港臨空都市のまちづくりが時代的背景から変化してきていることを踏まえ，今日的な目標、役割を再整理する必
要があるのではないか。
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重視度 満足度

施策
評価

施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
(割合)

施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

施策の
必要性

政策
評価

政策整理番号　33

政策名

3
仙台国際貿易港
の整備と活用

拡充

仙台塩釜港（仙台
港区）外貿コンテ
ナ貨物取扱量

A 2.8%

【県関与・事業群設定：適切】
仙台国際貿易港整備事業の岸壁整備に関しては，国の地方整備局が行い，ふ頭
用地の整備に関しては県が行っている。
また，コンテナターミナル関連施設整備に関しても県が行い，さらに，港湾振興対策
事業に関しては，県が中心となり市，商工会議所等の官民が一体となったポート
セールスを行っている。
【事業群の有効性：有効】
施策満足度は50点と低いが，政策評価指標「仙台塩釜港（仙台港区）外貿コンテナ
貨物取扱量」は順調に推移し，平成12年以降目標値を上回っている。さらに，東北
における輸出入コンテナ貨物の自地域内港湾取扱い率（全国外貿コンテナ貨物流
動調査：国土交通省が５年に１回調査）が平成１０年１０月調査時の20％から平成15
年10月調査時には36％と増加していること，自地域内港湾取扱貨物のうち仙台港
の占める割合は，輸出については平成10年の37.5%から平成15年には58.6%に，輸
入については平成10年の15.1%から平成15年には36.2%にそれぞれ大幅に上昇し
ていることからも事業の有効性が確認できる。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
政策評価指標達成状況，上記外貿コンテナ貨物取扱率の伸びの状況からおおむ
ね効率的に事業が実施されていると判断する。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「適切」と判断する。

大

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　政策評価指標の目標値を達成するため、引き続き重点的に実施する必要がある。
　外貿コンテナ貨物取扱量は順調に推移しているが、荷主企業・船会社等の高砂
コンテナターミナル利用者からは、外貿コンテナ貨物取扱量の増加に伴うコンテナ
ヤードの手狭感や、ヤード内施設等の使い勝手の悪さが指摘されている。

【施策・事業の方向性】
　荷主企業・船会社等の指摘事項を解消し、さらなるコンテナ貨物の増大を図るた
めには、コンテナ貨物の取扱量に対応したヤードの整備を行っていく必要がある。
　平成18年度に今後のコンテナ貨物需要予測調査等を行うこととしており、その結
果により、コンテナヤードの拡張と各施設の配置を検討する。

適切

6位
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政策整理番号　33

７
段
階
判
定

行政評価委員会政策評価部会の意見

施策評価

政策評価

5

・港湾本体は国が整備するため，コンテナヤード等の必要施設を県が整備することは適当である。事業費面ではコンテ
ナターミナル整備が中心となるが，能力的に限界に近づきつつあるので，引き続き整備が必要である。

・ポートセールスは必要ではあるが，効果が見えにくい。ポートセールス事業の効率性を訪問先数で評価するのは自己
完結的である。貨物取扱量は航路・便数の関数なので，航路・便数がどれだけ増加したかによって評価することが望まし
い。

・空港と同様に，航路数・便数の確保が利用促進に重要である。ただし海運業界の集約化傾向に注意が必要である。
 
・施策・事業の方向性の欄に，コンテナ貨物取扱量に応じたコンテナヤード整備の必要性や今後の港湾計画見直し等を
具体的に記述して欲しい。

・東北エリアの港湾貨物の仙台港への集約が進みつつあるが，これは外国航路維持の結果でもあるし原因でもある。
　外航船の大型化により，東北エリア内の各県が個別に誘致合戦をすれば需要が分散して結局京浜港を利用せざるを
得なくなるという意味で，隣県との協調が効率性のために必要である。

・外貿コンテナ取扱量が順調に増加しており，ハード・ソフトの事業が効果を挙げている。県民満足度は５０点と高くない
が，コンテナ取扱量の順調な伸びから施策は有効であると判断される。
　東北地域での自地域内港湾取扱率，仙台港シェアがともに増加傾向にあり，事業群の有効性が示されている。

・港湾は経済活動に不可欠な施設であるが，一般県民の重視度は空港と比べて低いので，県民の理解を得る活動が必
要である。
　県民満足度から有効性が確認できないのは，身近な施設でないためやむを得ないが，仙台港があることによる便益を
計算するなどのわかり易い評価を試みることが望ましい。今後は，県民に理解できる施策としてのＰＲに向け，宮城県・東
北地域での産業・生活面での仙台港の役割、整備効果等を整理することが望まれる。

・「外貿コンテナ貨物取扱量」が成果指標として採用されているが，仙台港の活動レベルを「外貿コンテナ貨物」に限定す
ることには疑問がある。少なくともコンテナ貨物が全貨物量に占める割合と，「外貿」が内航フィーダを経由した輸出入を
含むか否かに関して明記されたい。

・「外貿」に限定しているが，港湾施設利用率の観点からはフィーダ輸送を含めてもよいのではないか。同じフィーダでも
横浜は指標から除外されるが，釜山は含まれるのでは合理性を欠く。
※フィーダ輸送（定期航路の本船が寄港する拠点港湾と本船が直接寄港しない港湾との間を、内航船などで結ぶ補助
的な輸送）
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政策整理番号　33

政策名

輸出入を促進す
る貿易振興策の
充実

5

仙台港背後地地
区市街化率 A

地域を支える港
湾の整備と活用

4
仙台国際貿易港
の周辺施設の整
備と活用

6 大

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　平成4年度以降，地価の下落が続いているため，保留地を販売し事業資金に充て
る土地区画整理事業には厳しい状況にある。
　そのため，早期の土地利用が図られるよう，セールス活動のほか，保留地販売促
進のための規制の緩和，保留地形状，位置の変更や，換地や保留地の共同利活
用による大規模画地利用を可能にするなどの取り組みを行っている。

【施策・事業の方向性】
　平成23年度の事業完成に向けた年次計画を踏まえ，平成19年度の事業量を設
定した。
　仙台国際貿易港は，増大する物流需要と船舶の大型化・コンテナ化等の輸送革
新に対応することで国際競争力を強化することにより，周辺施設を含めて東北の物
流拠点としての機能を拡充する必要がある。
　仙台港周辺地区については，仙台東部道路や仙台空港等の交通ネットワークを
積極的に活用し流通業務の効率化を図ることで，地球温暖化防止に向けて運輸部
門における温暖化ガス排出量の削減を図る必要がある。
　そうした社会的背景を受け，港湾流通拠点地区として仙台国際港周辺の土地の
利活用を積極的に促進するため，今後は土地区画整理事業地内の関係権利者は
もちろんのこと，企業誘致のための他部局との情報共有など多様な主体との連携を
積極的に進めていく必要がある。
　特に仙台港背後地地区において，平成18年度に予定しているセンター地区での
公募による進出企業決定を契機として，これまで以上に土地の流動化が期待できる
ことから，保留地について整備・広告・販売を戦略的に進め，市街化の促進を図る
必要がある。

【県関与・事業群設定：おおむね適切】
本施策で県は，土地区画整理事業の事業主体として施策目標達成に向け社会基
盤整備や市街化促進等の中心的な役割を担っている。宮城県と仙台市は，港の物
流機能強化の整備及び仙台市の都市基盤整備を目的として共同で整備する方針
を決定し，公共施行による土地区画整理事業を実施することとしたものである。事業
主体は地区内に多数いる仙台港建設に関係した地権者への対応を考慮して県とし
たが，２１世紀に向けた県のプロジェクトとして積極的に推進すべきものでもあること
から，県の関与はおおむね適切であると言える。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は50と「やや不満」を示しているものの，満足度60点以上の回答者の割
合は40%以上あり，事業の効率性はある程度確認できる。また，政策評価指標「仙台
港背後地地区市街化率」は過去３年間目標値を上回っている。さらに，保留地の処
分面積は，平成１７年度末で売出済面積に対して約36％となっている。「土地利活
用相談窓口」での相談件数は購入と賃貸の希望者を併せ平成15年度が87件，16
年度が72件，17年度は73件となっており，当土地に対する需要または関心は高い。
保留地の処分状況は必ずしも好調ではないが，事業区域内の市街化率は目標値
を達成していることから事業はおおむね有効と判定する。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
政策評価指標達成状況のほか，事業費に対する業績（土地造成面積）の割合も増
加していることからに事業がおおむね効率的に実施されていると判定する。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

4位 9.8%

5.4% 大

16.1%3位

5位

大

拡充

おお
むね
適切
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政策整理番号　33

７
段
階
判
定

行政評価委員会政策評価部会の意見

施策評価

政策評価

5

・港湾地区外における区画整理事業が施策の全容であるから，当該地区の「市街化率」を評価指標とすることは適当で
あり，この指標で見る限り順調に推移している。事業成果を早期に実現するため、目標値の上方修正が望まれる。
 
・臨空地区に比べて流通業務系用途の割合が高く，港湾背後地整備の目的に添う点が評価できる。事業として土地区
画整理事業のみが挙げられているが，市街化実績からは概ね有効であると言える。

・港湾地区と一体的に機能するために,港湾地区内の土地利用(アクセル・夢メッセ等)との整合性が重要である。

・センター地区は商業施設として計画されているが，港湾地区との関連が薄くなる可能性があるので，センター地区のビ
ジョンを打ち出す必要がある。

・人口減少に伴い市街地の量的拡大が必要な時代は終わり，行政効率面からコンパクトシティの実現を目指すべきであ
る。今後は商業施設も含めて，既存市街地の空洞化に伴うコスト(既存市街地に関する選択と集中)も考慮に入れた計画
とすべきである。その意味で，既存計画の計画実施段階における見直しは重要であろう。

・整理された評価調書は昨年度指摘した事項への配慮・改善が図られており，評価される。
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重視度 満足度

施策
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施策評価・シート（Ｂ）の内容

優先度
（順位）

優先度
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施策の
方向性

施策・事業展開シート（Ｃ）の内容

政策整理番号　34

政策名

高速道路ＩＣ４０分
間交通圏カバー

率

拡充

A 4位

【県関与・事業群設定：適切】
本施策について県の役割は，高規格幹線道路を補完し地域集積圏相互の交流を
図る「地域高規格道路」を整備することである。高規格道路等は社会基盤として公
共性が高く，国又は県など地方公共団体が整備するべきものである。また，県が実
施する地域高規格道路整備事業（仙台南部道路・みやぎ県北高速幹線道路）は，
国及び東日本高速道路（株）が整備する高規格幹線道路（常磐自動車道，仙台東
部道路・仙台北部道路及び三陸縦貫自動車道）を東西に連結する自動車専用道
路であり，両者で高速道路ネットワークを形成するものである。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度は50点であり，満足度60点以上の回答者割合も40％未満であることか
ら，県民の満足度を高める点では課題が残る。また，投資額が巨額で，事業実施に
年数を費やすことから，評価指標には大きな向上は見られないが，政策評価指標
「高速道路ＩＣ４０分間交通圏カバー率」は目標値を達成しており有効と認められる。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
事業の性格上，平成17年度は新たな供用開始区間がなかったこともあり，前年度比
較では各指標値の有意な向上は認められなかった。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

【評価結果から抽出される課題と対応策】
　高規格幹線道路整備事業及び地域高規格道路整備事業は、国内の広域的交流
を進めるために整備を促進する必要がある。

【施策・事業の方向性】
　県民満足度調査結果から、気仙沼・本吉圏域の重視度が高く、満足度が低い状
況であることは、三陸縦貫自動車道の整備促進を願うものであり、重点的に整備を
推進する必要があり「拡充」と判断した。
　三陸縦貫自動車道については、平成18年度に本吉気仙沼道路が事業着手して
いる。
　国内の広域的交流を進めるためには、高速道路ネットワークの形成を図ることは
急務であるが、絶えずコスト縮減と効率化を図る。

評価原案

政策評価・シート（Ａ）の内容

おお
むね
適切

施策の
必要性

政策
評価

大10.7%

国内の交流を進めるための交通基盤の整備 5070

1 高速道路の整備

満足度（施策）

施策体系

満足度（政策）

県民満足度

指標値
達成度

施
策
番
号

施策名 政策評価指標名

おお
むね
適切

【施策群設定：おおむね適切】
政策を実現するためには４施策すべてが必要と認められる。
【政策評価指標群：おおむね適切】
３施策とも指標は適切であり，今後も継続する。施策２に指標（緊急輸送道路橋梁
整備率）を追加するとともに，施策３に（県内移動における公共交通分担率）を設定
し，施策を適切に評価できるよう改善した。
【施策群の有効性：有効】
政策全体の政策評価指標達成状況（Ａ：２指標，Ｂ：１指標，判定不能：２指標）から
「有効」，政策満足度結果（中央値50点）から「おおむね有効」，社会経済情勢から
「有効」と判定した。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

重視度 満足度
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施策評価

政策評価

・スマートＩＣ整備やＩＣアクセス道路整備等の事業が，ＩＣへのアクセス時間の短縮に貢献していることを示すための評価
指標（例：高速道路ＩＣ20分交通圏カバー率）の検討を行う時期ではないか。
　また，「カバー率」の概念も人口比・面積比か，市町村単位か町丁目単位かなど，概念に曖昧さが残る。

・高規格幹線道路・地域高規格道路の整備とともに，スマートＩＣ整備も事業群に加えることが必要ではないか。

・「高速道路ＩＣ40分交通圏カバー率」94％から，目標はほぼ達成されており，事業拡充という方針を導くことは困難では
ないか。

・高規格幹線道路・地域高規格道路共に新規供用が無く，指標からの有効性の判断は不可能である。

・事業の効率性を，供用延長を事業費で除して評価することは適当ではないが，ストック形成を目的とする事業全般に共
通する問題であり，新たな効率性指標を検討すべきである。

・事業群の効率性の評価で国全体の供用延長の増加が述べられているが，それは県レベルの事業効率性の根拠には
なり得ないと思われる。

○総評
・従来は事業面から道路整備のみが評価対象となっていたが，公共交通を対象として取り上げたことは評価できる。公共
交通の現状は厳しいが，高齢化や地球温暖化等に鑑み積極的に生かす施策が必要である。

・高速道・一般道・公共交通・総合交通という施策の構成は妥当だと判断される。４つの施策のうち，施策４「各輸送機関
相互の連携の強化」の必要性が「中」とされているが，政策目的である国内交流の促進や県民満足度と社会経済情勢の
適合性からみて，各輸送機関相互の連携の必要性の評価を「大」とすべきである。
　地方圏においてDoor-to-doorを全て公共交通で賄うことには限界があるので，自動車等の私的手段との連携を図るこ
とが公共交通の活性化のための鍵となるが，その意味で施策４も重要である。

○政策評価指標
・政策評価指標は今回新たに設定したため判定不能とされているが，「判定できない」こと自体が，行政評価システムの
効率性に疑問を投げかける。（施策３）

・ストック形成型施策を，「高速道路IC40分圏カバー率」のようなストック変化がない限り固定的な指標で評価するのでは
有効性評価は困難である。道路の有効性は利用状況で判断すべきだから，「高速道路通行台数」や「県庁60分到達人
口比率」のような時間的に変化する指標を用いることが適当ではないか。

７
段
階
判
定

3

4
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策
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【施策・事業の方向性】
　県内の広域的交流を進めるためには、高速道路ネットワークと県内各地を結ぶ国
道・県道・市町村道の整備及び緊急輸送道路橋梁整備を図ることが必要である。
　緊縮財政の下では効率的な執行を求められているため、事業の効果的な展開を
図り、全体としてこの施策は「維持」とする。

大

維持

おお
むね
適切

【県関与・事業群設定：適切】
本施策について県の役割は，補助国道，都道府県道の整備である。道路は社会基
盤であり，管理区分に基づき国又は県市町村の地方公共団体が整備すべきもので
ある。
【事業群の有効性：おおむね有効】
施策満足度55点であり，満足度60点以上の割合も46%程度であることから，おおむ
ね有効と判断する。政策評価指標も「高速道路ＩＣ４０分間交通圏カバー率」で目標
を達成しており，おおむね有効と認められる。道路の改良率は９割を超え，かなり整
備が進んでいる。
【事業群の効率性：おおむね効率的】
政策評価指標の達成状況からおおむね効率的と言える。なお，道路事業は複数年
事業であるため，事業の効率性を単年度ごとに判断するのは難しいが，個別の事
業計画やコスト縮減の積み上げにより，各事業はおおむね効率的に展開している。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

46.3%1位2
国道、県道、市町
村道の整備

A
高速道路ＩＣ４０分
間交通圏カバー

率

道路の改良率 B

緊急輸送道路橋
梁整備率 ・・・
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７
段
階
判
定

4 ・事業の有効性の説明には道路整備によりもたらされた効果(実態)を明示した整理が必要ではないか。

・管理者・財源規模・補助負担率が定まっていることは，逆に整備の硬直化も招く。限られた財源の中で，整備の優先度
の決め方(必要度や難易度)が益々重要になる。

・挙げられているバイパス事業は現在整備中であり，まだ効果が発揮されていない状況にあり，事業分析カードの作り方
の工夫が必要である。

・ストック形成型事業の単年度評価が困難であることは理解できるが，事業費の執行を有効性の根拠とするのは適当で
はない。
　また，満足度の高さは過去の事業で形成された道路ストックに関して「これ以上の整備は不要」という解釈も可能なの
で，現在の事業の有効性を意味するとは限らないので留意してほしい。

・事業の効率性について自動車のシェアに基づいて評価しているが，道路自体に誘発効果があるので，公共交通など他
のモードとの均衡の点で，自動車分担率が伸び続けることが効率的だとは言えない。

・高齢ドライバーの増加に対応できる余裕を持った道路，災害時のライフライン確保のための冗長性等，質的側面を念頭
においた効率性評価も重要であろう。

・「緊急輸送道路橋梁整備率」を政策評価指標に加えたことは評価される。今後は，さらに中心都市へのアクセスや安
全・安心して生活できる道路整備等，県民ニーズの高い日常生活での移動の利便性や安全性に関わる指標を加え，そ
の進捗、達成度を見ていくことが重要となる。

・「緊急輸送道路橋梁整備率」について，非常時のライフラインの確保は重要な視点であるが，指標名からは定義が明確
でないので検討してほしい。

・この施策は政策を構成する施策として最も県民の必要性の支持が高い施策であり，広域ネットワークを構成するバイパ
ス整備や橋梁耐震補強等の事業に加え，地域の安全・安心・まちづくりのための道路事業を加えることが望まれる。

・政策評価指標の「ＩＣ40分圏カバー率」，「道路の改良率」は共に既に高水準であるため感度が悪く，これらの指標を通
じて施策の有効性を判断することには無理がある。「高速道路IC40分圏カバー率」は施策１と共通なので，指標から削除
し，「道路の改良率」は安全・安心の観点から「一定幅員以上の歩道整備率」などのような指標とするのが，望ましいので
はないか。

・県の「整備率」が全国平均よりやや高いとしても，全国一律の基準による整備率の妥当性も検討されるべき。例えば降
雪時の除雪のための幅員余裕などの条件も考慮が必要ではないか。
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【評価結果から抽出される課題と対応策】
　施策満足度は50点と低調であり、施策満足度とのかい離も30点と高いことから、課
題解決のためバスや鉄道などの公共交通ネットワークの整備をより一層進める必要
がある。

【施策・事業の方向性】
　県内の公共交通の安定的な運行体制を確保するため、引き続き必要な支援を
行っていく必要がある。
　公共交通の経営基盤の安定及び安全運行の確保のため、引き続き必要な支援を
行う。

大

おお
むね
適切

3位 12.1% 中

【県関与・事業群設定：適切】
本施策について県の役割は，国・市町村と強調し，施設整備や運行欠損額への補
助により公共交通の維持。拡充を図ることである。公共交通の維持・活性化のため，
少子高齢化やモータリゼーションの進展により，民間事業者の採算性が悪化し，路
線廃止が進行しており，学生や高齢者等の独自の移動手段を持たない人の移動
手段確保のためには必要な事業である。
【事業群の有効性：課題有】
施策満足度が50点で満足度60点以上の割合が36%程度であることから，事業の実
効性を高めていく必要がある。政策評価指標「県内移動における公共交通分担率」
は今回新たに設定した指標であり，現在のところは，現況値と仮目標値を同一とし
ている。
【事業群の効率性：課題有】
県内の公共交通利用者数は年々減少傾向にあり，業績指標及び成果指標と同様
に減少傾向で推移している。
【総括】上記３点を総合的に検証した結果「おおむね適切」と判断する。

・・・ 29.9%2位

4
各輸送機関相互
の連携の強化

バスや鉄道など
の公共交通ネット
ワークの整備

維持

県内移動におけ
る公共交通分担

率
3
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2 ・公共交通は規制緩和等による撤退が進むが，県の役割はバス路線の欠損補助とバス停上屋整備が中心であり，県全
体の公共交通網に対するビジョンが欠けているのではないか。

・公共交通ネットワーク整備をより一層進めるとしながら，縮減した事業費のままでの維持やくりはら電鉄補助廃止を打ち
出しており，事業展開シートとしての説明が不十分である。

・地方バス路線の維持・活性化事業で補助額が減少している。バス路線に対する補助額が増加するのは望ましいことで
はないが，バス路線の撤退の結果補助額が減少するのは公共交通の衰退を意味する。県が従来行ってきた県内の公共
交通ネットワークの維持・拡充のための事業群の有効性は低いと考えられる。

・全般に事業予算は縮小傾向にあるが，鉄道駅舎等のバリアフリーにしても整備が一巡したためとは言い難い。交通需
要が少ない場合は，パラトランジット（準公共移動手段）等の代替手段の方が効率的な場合がある。

・パーク＆ライド，「バスの駅」等の交通結節施設の整備が公共交通の利用促進には必須，という視点から，効率性以前
に事業群の再構築が必要ではないか。

・公共交通はネットワークが重要であり，県内交通だけでなく県際交通も含めて評価すべきではないか。

・同様にインターモーダルな総合交通体系のビジョンを策定し，そのための手段として事業群を位置づける必要がある。

・維持すべきバス路線に関しては，補助金入札等の手法も検討してはどうか。

・政策評価指標が「判定不能」，事業群の有効性・効率性が「課題あり」とされているにも係わらず，施策評価(総括)が「概
ね適切」との判断は理解しがたい。

・公共交通の利用者減少は，従来型の施策(事業群)が有効ではなかったことを意味する。総合交通体系のビジョンを確
定し，その中で公共交通の役割を明確に位置づけることが先決ではないか。

・公共交通分担率は今後上昇するとされているが，この根拠が不十分である。宮城県内のモータリゼーションの進行，公
共交通利用の後退の実態を踏まえ，また、採りうる施策・事業の範囲も踏まえ，宮城県交通計画でその目標設定を行うこ
とが望まれる。

・この施策では利用者の拡大が目標なのか，交通弱者の生活維持が目標なのか，論点を明確にしてほしい。

・現在宮城県交通計画が改訂作業中であることから，全国旅客地域流動調査の公共交通分担率を暫定指標としており，
早期に評価指標を設定することが望まれる。
 
・政策評価指標「県内移動における公共交通分担率」の仮目標値の設定方針が示されるべきだが，地方バス路線の撤
退等の状況下で，現況維持でも相当な成果と見なせるのではないか。

・社会経済情勢を示すデータの推移では鉄道とバスの合計利用者が減少しているのに，公共交通の分担率が横ばいだ
とすれば，後者の指標値の信頼性に問題がある。

・政策評価指標「県内移動における公共交通分担率」の全国値は各県の単純平均ではなく，人口による加重平均とすべ
きではないか。
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